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はじめに 

我が国の総人口は、平成２０年をピークに減少局面に入り、少子高齢化を伴う人口

減少と東京一極集中という構造的課題に対して取り組むため、国は平成２６年９月に

まち・ひと・しごと創生本部を設置し、同年１１月にまち・ひと・しごと創生法を施

行。そして、同年１２月に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

津市においても、平成２０年をピークに人口減少が続くなか、少子化や高齢化の急

速な進行をまちづくりの重要課題として捉え、従前より取り組んできた様々な施策を

集中的に展開し、新たな施策にも取り組むものとして、国の長期ビジョン及び総合戦

略を勘案の上、平成２８年３月に計画期間を５年間とする「津市まち・ひと・しごと

創生人口ビジョン・総合戦略」（以下「第１期津市人口ビジョン・総合戦略」とい

う。）を策定。国の地方創生関係交付金などを活用しながら、こどもを産み育てたい

と思える環境づくりや雇用の創出、移住・定住の促進に向けて取り組んできました。 

 しかしながら、一向に少子高齢化を伴う人口減少と東京一極集中に歯止めがかから

ないことから、国は令和元年１２月に令和２年度からの「まち・ひと・しごと創生長

期ビジョン（令和元年改訂版）」及び「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

策定し、第１期総合戦略の枠組みを維持しながら新たな視点を取り入れ、取組を進め

ることとし、津市においても令和元年度末に「第２期津市まち・ひと・しごと創生人

口ビジョン・総合戦略」（以下「第２期津市人口ビジョン・総合戦略」という。）を

策定して地方創生に引き続き取り組んできました。 

 このようななか、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大し、人々の生活や地域

経済が大きな打撃を受けた一方、テレワークをはじめデジタルやオンラインの活用が

進むなど、社会情勢はこれまでとは大きく変化しており、国は従前の「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂する形で令和４年１２月に「デジタル田園都市

国家構想総合戦略」を策定しました。 

現状の津市の人口推移は、第１期及び第２期の津市人口ビジョン・総合戦略で示し

た将来推計よりやや緩やかな減少速度で推移していますが、引き続き、持続可能なま

ちづくりを推進していくためには、これまでの地方創生の取組について改善を加えつ

つ継続していくとともに、デジタルを活用した社会課題の解決にも積極的に取り組ん

でいくことが必要です。 

 本書は、従前の津市人口ビジョン・総合戦略を引き継ぎ、地方創生に資する取組を

さらに進めていくために、令和７年度から令和１１年度までを計画期間とする「第３

期津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」として策定したものです。 

  



 

-  2 -  

 

Ŧ  ȼȡɐɜ 

 Ŧ ǡ  

  １ 総人口の推移 

    図表１は、国勢調査に基づく昭和３０年から令和２年までの津市の総人口の

推移と、令和５年１２月に国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」と

いう。）が令和２年国勢調査をもとに推計した令和７年以降の人口推移を示し

たものです。 

    なお、市町村合併のあった平成１８年以前の数値については、合併前の１０

市町村の合計値としています。以後の各図表における人口等の数値についても

同様としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【社人研による推計値の詳細】 

令和２年国勢調査をもとに推計した令和５年推計値と平成２７年国勢調査を

もとに推計した平成３０年推計値（第２期津市人口ビジョン・総合戦略策定

時）は下表のとおりです。 

（人） 

←社人研による推計値→ 

 ᶍ ┌ 

資料出所：総務省「国勢調査」、社人研「将来推計人口」、三重県勢要覧 

（人） 

R7 R12 R17 R22 R27 R32

266,699 257,719 248,305 238,368 228,120 217,792

265,561 256,703 247,259 237,408 227,357 217,199

令和５年推計値

平成３０年推計値

288,538

274,537

217,792

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32
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- 1,795 - 1,884 - 1,987 - 2,050 - 2,066 
- 2,230 

- 2,387 - 2,432 - 2,382 
- 1,815 - 1,922 - 2,035 - 2,096 - 2,118 

- 2,270 
- 2,411 - 2,452 - 2,401 

20 38 48 46 52 40 24 19 19 

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

R7-12 R12-17 R17-22 R22-27 R27-32 R32-37 R37-42 R42-47 R47-52

人口増減 自然増減 社会増減

    図表２は、令和７年以降の５年間隔の推計における人口動態の自然増減（出

生数－死亡数）と社会増減（転入者数－転出者数）の要素から、各５年間の年間

平均の人口動態を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３は、平成１８年から令和５年までにおける地域別の人口の推移を示し

たものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

165,999
158,603

153,603

149,000

151,000

153,000

155,000

157,000

159,000

161,000

163,000

165,000

167,000

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

╓

8,695

8,621 8,632

7,300

7,500

7,700

7,900

8,100

8,300

8,500

8,700

8,900

9,100

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

╓

18,663 18,769

18,568

17,300

17,500

17,700

17,900

18,100

18,300

18,500

18,700

18,900

19,100

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

פֿ ╓

42,798

44,786

44,461

41,600

42,000

42,400

42,800

43,200

43,600

44,000

44,400

44,800

45,200

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

╓
（人）                              （人） 

 

増減率（R5／H18 ）：－7. 5％ 

増減率（H30 ／H18 ）：－4.5 ％ 

0  

増減率（R5／H18 ）：3.9 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：4.6 ％ 

0  

（人）                           （人） 

 

増減率（R5／H18 ）：－0.5 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：0.6%  

0  

増減率（R5／H18 ）：－0.7 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：－0.9 ％ 

0  

 ∙ ᶊᵩᵰᶪ  

3  ╓ ᶍ ᶍ ┌ 

※推計値のため合計が合わない場合がある 

（人） 

資料出所：社人研「将来推計人口」 
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ƨ国勢調査においては、津市の総人口は、昭和３５年以降、年々増加していましたが、平

成１７年の２８８，５３８人をピークに減少傾向となり、令和７年から２５年後の令和３２

年には２１７，７９２人になるという将来推計となっています。第２期津市人口ビジョ

ン・総合戦略策定時の推計値と比べると、５９３人多くなる見込みで、若干ではありま

すが、減少速度が緩やかになっています。 

●地域別の人口推移を見ると、第２期津市人口ビジョン・総合戦略で示した平成１８年

から平成３０年までの増減率と今回お示しする平成１８年から令和５年までの増減率

を比べると、久居地域は増加幅が減少し、河芸地域、一志地域は横ばいの状況から減

少傾向に転じています。他の地域の減少傾向は変わらず、特に美里地域、香良洲地

域、白山地域、美杉地域の減少率が大きくなっています。 

  

6,609

4,330

3,579

3,300

3,700

4,100

4,500

4,900

5,300

5,700

6,100

6,500

6,900

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

╓

13,451

10,878
9,944

8,600

9,200

9,800

10,400

11,000

11,600

12,200

12,800

13,400

14,000

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

╓

15,318
15,272

15,019

13,600

13,800

14,000

14,200

14,400

14,600

14,800

15,000

15,200

15,400

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

╗ ╓

5,495

4,656

4,271

3,700

3,900

4,100

4,300

4,500

4,700

4,900

5,100

5,300

5,500

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

╓

11,418

10,460

10,226

9,700

9,900

10,100

10,300

10,500

10,700

10,900

11,100

11,300

11,500

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

↨ ╓

4,182
3,502

3,127

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

╓
（人）                            （人） 

 

（人）                            （人） 

 

（人）                             （人） 

 

増減率（R5／H18 ）：－25.2 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：－16.3 % 

0  

増減率（R5／H18 ）：－10.4 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：－8.4 % 

0  

増減率（R5／H18 ）：－22.3 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：－15.3 % 

0  

増減率（R5／H18 ）：－2.0 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：－0.3 % 

0  

増減率（R5／H18 ）：－26.1 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：－19.1 % 

0  

増減率（R5／H18 ）：－45.8 ％ 

増減率（H30 ／H18 ）：－34.5 % 

0  

資料出所：津市「住民基本台帳」（各年９月末現在） 
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27.5 （62,083 人）

23.6 

22.4 

23.0 

21.9 （58, ２２９人）

20.4 

17.6 

15.9 

14.7 

13.8 

13.2 

12.8 

12.1 （33, ２３０人）

11.2 

10.5 

10.3 

10.4 

10.4 

10.1 （21,938 人）

65.2 （147,432 人）

68.4 

68.7 

67.2 

67.0 （177,7 ９６人）

67.5 

68.8 

68.0 

66.1 

64.3 

62.0 

59.3 

58.3 （159,920 人）

58.1 

57.5 

56.2 

53.6 

52.2 

51.7 （112,637 人）

7.3 （16,550 人）

8.0 

8.9 

9.8 

11.1 （29,4 １８人）

12.1 

13.6 

16.1 

19.2 

22.0 

24.7 

27.9 

29.6 （８１，３８７人）

30.7 

32.0 

33.5 

36.0 

37.4 

38.2 （83,217 人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

S35

S40

S45

S50

S55

S60

H2

H7

H12

H17

H22

H27

R2

R7

R12

R17

R22

R27

R32

  ２ 年齢３区分別人口の推移 

    図表４は、国勢調査に基づく津市の昭和３５年から令和２年までの年齢３区

分別人口（年少人口〈１５歳未満の人口〉、生産年齢人口〈１５～６４歳の人

口〉、老年人口〈６５歳以上の人口〉）の推移と、社人研による令和３２年ま

での将来推計を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（人） 

←社人研による推計値→ 

  年少人口（１５歳未満）                    生産年齢人口（１５～６４歳）               老年人口（６５歳以上） 

 ᶍ ┌ 

資料出所：総務省「国勢調査」、社人研「将来推計人口」、三重県勢要覧 

※R２年以前は、年齢不詳分を各年齢区分へ按分した数値。R７年以降は、R２年の按分後の数値を基に推計された数値 
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    また、図表５は昭和５５年から令和２年までにおける国勢調査に基づく各地

域の年齢３区分別人口割合の推移を示したものです。 
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：年少人口（１５歳未満） ：生産年齢人口（１５～６４歳） ：老年人口（６５歳以上） 

 ╓ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ┌ 
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●図表４の年齢３区分別人口の推移を見ると、その傾向は第２期津市人口ビジョン・総

合戦略策定時と比べて大きな変化はなく、生産年齢人口は平成７年の１９４，９２５人

をピークに減少傾向が続いており、将来に向けても減少する見込みとなっています。

年少人口は、昭和５０年の５９，０３１人以降、緩やかに減少を続けており、将来に向け

ても緩やかに減少する見込みとなっています。老年人口は、年々増加してきました

が、令和２年の８１,３８７人以降は、しばらくほぼ横ばいに推移する見込みとなってい

ます。 

●図表５の地域別の状況は、平成２７年国勢調査の数値と比べると、年少人口の割合に

ついては、増加しているのは芸濃地域のみとなっており、生産年齢人口の割合は全て

の地域で減少しています。老年人口の割合は全ての地域で増加しており、美杉地域で

は平成２２年に老年人口の割合が生産年齢人口を上回り、令和２年は６割を超えてい

ます。 

  

資料出所：総務省「国勢調査」 

 ※年齢不詳分を除いた数値 
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  ３ 人口ピラミッドから見る人口推移 

    図表６は、昭和５５年から令和２年までは実績値、また、令和７年以降は、

社人研による人口推計に基づいた人口構造を示したものです。 
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●人口ピラミッドの０～４歳を構成する人口は、昭和５５年以降減少し続けていま

す。 

●人口ピラミッドが釣鐘型からつぼ型に変わり、高齢者を支える若者が少なくなって

おり、今後その傾向が進んでいくものと想定されます。 
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55 ～59 歳
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65 ～69 歳
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80 ～84 歳

85 ～89 歳

90 歳以上

Ḝḱḧḋḑ

男 女 （人） （人） 

（人） 

資料出所：総務省「国勢調査」、社人研「将来推計人口」 

※令和２年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、令和７年以降は「将来推計人口」のデータに基づく推計値 

実績値については、年齢不詳は除く 
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人口増減数 自然増減数 社会増減数

  ４ 出生数・死亡数・転入数・転出数の推移 

    人口の変化は、出生による増加と死亡による減少を要因とする自然動態及び

転入による増加と転出による減少を要因とする社会動態によって生じます。 

    図表７は、津市の平成１７年から令和５年にかけての出生数・死亡数・転入

数・転出数の推移を、図表８は、総人口の増減における自然動態と社会動態の

関係を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●自然動態は、死亡数が出生数を上回る自然減の状況が続き、その差も拡大しています。 

●社会動態は、「Ｈ２７－２８」から「Ｈ３０－Ｒ元」まで４年連続で転入者数が転出者数を上回

る社会増の傾向が続き、その後「Ｒ元－２」及び「Ｒ２－３」は新型コロナの影響から社会減

となったものの、「Ｒ３－４」からは再び社会増に転じています。 

（人） 

 ᴴ ᴴ ᴴ ᶍ ┌ 

 

資料出所：三重県「月別人口調査」（１０月１日～９月３０日）、三重県勢要覧 

 ᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᶇ ᶍ  
（人） 

資料出所：三重県「月別人口調査」（１０月１日～９月３０日）、三重県勢要覧 

※自然動態：出生・死亡に伴う人口の動き 
社会動態：転入・転出に伴う人口の動き 
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1,000
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2,000

2,500

-2,500 -2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

５ 総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

図表９は、縦軸を社会動態、横軸を自然動態として、総人口の推移に影響を

与えてきた自然増減と社会増減の動きを示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ƨ昭和５０年代から平成１７年にかけて自然増が続いており、社会減となった年がある

ものの、自然増と合わせて人口は増加傾向にありました。 

ƨしかし、「Ｈ１７－１８」からは自然減へと転じ、「Ｈ２０－２１」は大きく社会減となりまし

た。 

ƨその後は社会増の傾向となっていますが、その傾向を大きく上回る自然減の拡大に

よって人口減少が進んでいます。 

 

  

 

 ᶊ ᵧᶅᵬᵾ ᶇ ᶍ☼  

 

H2 - 3  

自然増減  789 人 

社会増減 1,691 人 

人口増のピーク 

（2,480 人増） 

自然増 自然減 

社
会
増 

社
会
減 

H10 - 11  

自然増減  353 人 

社会増減 −545 人 

S54 -55 以降初の 

人口減少（−192 人） 

H20 - 21  

自然増減   −215 人 

社会増減 −1,487 人 

過去最大の社会減

（−1,487 人） 

 

 

最後の自然増（4 人） 

H1 6 - 17  

自然増減    4 人 

社会増減 607 人 
R４-５ 

自然増減 −2,008 人 

社会増減    754 人 

◆ 終点 ◆ 

始点（S54 - 55 ） 

 自然増減 1,442 人 

 社会増減   726 人 

◆ 始点 ◆ 

過去最大の人口減少

（－1,770 人） 

R元- 2  

自然増減 −1,384 人 

社会増減   −386 人 

 

資料出所：三重県「月別人口調査」（１０月１日～９月３０日）、三重県勢要覧より津市作成 

（人） 
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  ６ 世帯数の推移 

    図表１０と図表１１は、国勢調査に基づく昭和５５年から令和２年までの世

帯数と１世帯当たりの人員の推移、世帯別の推移を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƨ世帯数は増加割合が鈍化傾向にあるものの増加し続けており、その一方で１世帯当た

りの人員は年々減少し続けています。 

ƨ世帯別の推移を見ると、核家族世帯数は平成２７年から令和２年はほぼ横ばいで、単

独世帯数と高齢単身世帯数はともに増加している一方、増加し続けていた高齢夫婦

世帯数は平成２７年から令和２年にかけて減少しています。 

75,811

117,385

3.40

2.26

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

一般世帯数 世帯当たり人員

67,084

41,018

14,506

14,340

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

核家族世帯数 単独世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数

 ᶇ ᵾᶩ ╢ᶍ ┌ 

 ᶍ ┌ 

（世帯） （人） 

資料出所：総務省「国勢調査」、三重県勢要覧 

※一般世帯数とは、老人ホーム等への入所者（施設等の世帯）を総世帯数から除いた世帯数のこと 

資料出所：総務省「国勢調査」、三重県勢要覧 

（世帯） 

※高齢夫婦世帯数は、核家族世帯数の内数。高齢単身世帯数は、単独世帯数の内数。なお、図表１０の一般世帯 

には、核家族世帯数と単独世帯数以外の世帯数が含まれる。 
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  ７ 合計特殊出生率の推移 

    図表１２は、平成１８年の合併後における津市、三重県、全国の合計特殊出

生率の推移を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƨ津市の合計特殊出生率は、全国や三重県と同様に近年は減少傾向にあり、令和４年

は１．２９となっており、人口規模が長期的に維持される水準（人口置換水準）の２．０

７を大きく下回っている状態です。 

 

 

 

  

1.26

1.29

1.35 1.40

1.29

1.32

1.26

1.2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

津市 三重県 全国

 ᶍ ┌ 

資料出所：厚生労働省「人口動態調査」、三重県衛生統計年報、津保健所年報 

※合計特殊出生率…１５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が仮にその年次の 

年齢別出生率で一生の間に生むとしたときのこどもの数に相当する指標。津市のR５年 

の合計特殊出生率は未公表。 
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  ８ 完結出生児数の推移 

    図表１３は、社人研の出生動向基本調査による昭和１５年から令和３年まで

の夫婦の完結出生児数（結婚持続期間が１５～１９年の初婚どうしの夫婦の平

均出生こども数）の推移を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●完結出生児数は、昭和４７年頃から平成１４年頃までは、２．２人前後で推移し、平成１

７年頃から減少傾向となっていますが、２に近い数字となっています。 

 

  ９ 婚姻件数・離婚件数・未婚率の推移 

    図表１４は、全国及び津市における婚姻件数の推移を示したものです。 
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（件） 

資料出所：社人研「出生動向基本調査」より津市作成 

資料出所：厚生労働省「人口動態調査」、三重県の人口動態統計、三重県統計書 

4.27

3.50

3.60

2.83
2.65

2.20 2.19

2.23

2.19

2.21 2.21 2.23
2.09

1.96

1.94

1.90

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

S15 S27 S32 S37 S42 S47 S52 S57 S62 H4 H9 H14 H17 H22 H27 R3
※調査年 

（人） 

全 

国 

（件） 

津 

市 



 

-  16 -  

 

141,689
179,099

260

365

0

110

220

330

440

550

660

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

S
5

5

S
5

8

S
5

9

S
6

0

S
6

1

S
6

2

S
6

3

H
元

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
1

0

H
1

1

H
1

2

H
1

3

H
1

4

H
1

5

H
1

6

H
1

7

H
1

8

H
1

9

H
2

0

H
2

1

H
2

2

H
2

3

H
2

4

H
2

5

H
2

6

H
2

7

H
2

8

H
2

9

H
3

0

R
元

R
2

R
3

R
4

全国 津市

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

男20 - 24 歳

女20 - 24 歳

男25 - 29 歳

女25 - 29 歳

男30 - 34 歳

女30 - 34 歳

男35 - 39 歳

女35 - 39 歳

未

婚

率

    図表１５は、全国及び津市における離婚件数の推移を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図表１６は、全国における年齢別未婚率の推移を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᶍ ┌ 

 

資料出所：総務省「国勢調査」 

 

 ᶍ ┌ 

 

資料出所：厚生労働省「人口動態調査」、三重県の人口動態統計、三重県統計書 
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ƨ婚姻件数の推移は、増減はあるものの、平成２２年までは１，４００件～１，６５０件あた

りで推移していましたが、平成２３年に１，４００件を下回ってからは減少傾向となり、

令和２年には１，０００件を下回りました。令和３年は１，０８０件と少し回復しました

が、減少傾向が続いています。 

●離婚件数の推移は、昭和６３年から平成１４年までは増加傾向にありましたが、その後

は減少傾向にあります。 

ƨ全国の年齢別未婚率の推移を見ると、男女とも２０～２９歳までの未婚率は上昇傾向

が続いている一方、３０～３９歳は近年男女とも横ばいの推移となっています。 

 

 

 １０ 合計特殊出生率・婚姻件数・出生数の関係 

    図表１７は、津市における合計特殊出生率、婚姻件数及び出生数の関係を示

したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƨ合計特殊出生率、婚姻件数、出生数は若干の増減を繰り返しながら減少傾向にあり

ます。 

ƨ特に出生数と婚姻件数は、ほぼ同様の動向を示しています。また、出生数は、合計特

殊出生率だけでなく、女性の人口や年齢構成の変化などの要因により変化するた

め、合計特殊出生率の上昇とともに必ずしも出生数が増加するものではないという

ことがわかります。 

  

 ᴴ ╤ ᴴ ᶍ  

 

（件・人） 

資料出所：三重県「月別人口調査」（１０月１日～９月３０日の動態で９月に属する年で表記）、三重県衛生統計年報、 

津保健所年報、三重県勢要覧、三重県統計書 
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 １１ 男女別・年齢階級別の転入数・転出数の状況 

図表１８から図表２４は、令和５年における男女別・年齢５歳階級別に見た

三重県内外から津市への転入数及び津市から三重県内外への転出数並びに転入

数から転出数を差し引いた日本人の純移動数を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ᴴ  ᶗᶍ  

 ᴴ  ᵪᶨᶍ  

（人） 

（人） 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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 ᴴ  ᵪᶨᶍ  

 ᴴ  ┌ ֩    ֪

 ᴴ  ᶗᶍ  

（人） 

（人） 

（人） 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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●男性、女性とも県内外への転入数・転出数は、いずれも２０～２４歳、２５～２９歳、３０～

３４歳の年齢層の数値が大きく、年齢が高くなるにつれて小さくなる傾向となっており、

第１期津市人口ビジョン・総合戦略策定時の平成２８年から傾向は大きく変わっていま

せん。 

●転入数から転出数を差し引いた純移動数の傾向については、２０～２４歳の年齢層で

は、県内・県外ともに転出超過傾向となっており、２５～２９歳の年齢層では、県内から

は転入超過、県外には大きく転出超過傾向となっています。 

 ᴴ  ┌ ֩    ֪

 ᴴ  ┌ ֩    ֪

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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 １２ 年齢階級別の人口移動状況 

図表２５は、平成３０年から令和５年までの転入数から転出数を差し引いた

日本人の純移動数（０～６９歳）について、年齢階級別に示したものです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

●過去６年間の人口移動の状況を見ると、令和元年に転出超過傾向が強まったものの、

令和２～３年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う移動制限の影響により転

入超過傾向が若干強まったものと考えられます。 

●２０～２９歳の転出超過が大きい要因は、市内の大学等を卒業し就職等のために転出

していることが背景にあるものと考えられ、その傾向は大きく変わっていません。 

2  ᶍ ┌  
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超
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転
出
超
過 

（人） 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 
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 １３ 全国の地域ブロック別と三重県内の人口移動状況 

図表２６は、令和５年の津市の転入数から転出数を差し引いた純移動数につ

いて、全国の地域ブロック別と三重県内に分けて示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ƨ転入超過は、県内のみとなっています。 

ƨ転出超過は、東京圏が最も多く、次いで関西、中部となっています。 

 ╓Ḟḵḋ᷄ ᶍ ┌  

 （人） 

転
入
超
過 

転
出
超
過 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

※外国人移動者を含む 

※  ：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

：茨城県、栃木県、群馬県 

：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

 ：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 

 ：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

 ：徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

 ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 
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 １４ 転入・転出の状況 

   ⑴ 津市への転入における転居元 

     図表２７は、令和５年の津市への転入における主な転居元を示したもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

※三重県内は１０人以上、三重県外は１００人以上の移動のみ表記。ただし転入数が秘匿とされた自治体を除く 

※外国人移動者を含む  

桑名市 
木曽岬町 

東員町 

朝
日
町 

川
越
町 

亀山市 

津市 

伊勢市 

明和町 

いなべ市 

伊賀市 

名張市 

鳥羽市 

志摩市 
南伊勢町 

度会町 

大紀町 

紀北町 

熊野市 

尾鷲市 

御浜町 

紀宝町 

大台町 

岐阜県 

愛知県 

静岡県 

神奈川県 

埼玉県 

東京都 

千葉県 

滋賀県 
兵庫県 

京都府 

大阪府 

 ᶗᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᶉ  
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        １００人以上３００人未満 

 

          ５０人以上１００人未満 
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⑵ 津市からの転出における転居先 

     図表２８は、令和５年の津市からの転出における主な転居先を示したもの

です。 

 

 

 

 

  

 

  

   

                                         

   

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

※三重県内は１０人以上、三重県外は、１００人以上の移動のみ表記、ただし転出数が秘匿とされた自治体を除く 

※外国人移動者を含む 
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⑶ 転入・転出超過状況 

     図表２９は、令和５年の津市の主な転入超過元・転出超過先を示したもの

です。 

 

 

  

 

  

   

  

   

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：総務省「住民基本台帳人口移動報告」をもとに算出 

※三重県内は１０人以上、三重県外は、２０人以上のみ表記、ただし転入・出数が秘匿とされた自治体を除く 

※外国人移動者を含む 

●県外の動向を見ると、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府への転出超過が大き

く、第１期人口ビジョン・総合戦略策定時から傾向は変わっていません。 

●県内の動向を見ると、北勢地域の桑名市、鈴鹿市及び東紀州地域の紀宝町へは転

出超過となっていますが、その他の多くの市町からは転入超過となっています。 
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 １５ 外国人の動向 

⑴ 外国人数の推移 

図表３０は、平成２７年から令和５年までの津市の外国人数の推移と総人

口に占める割合を示したものです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●外国人数の推移を見ると、平成２７年の７，４０３人から令和元年の９，２３４人まで４

年間で１，８３１人増加した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う移動制限

の影響を受け、令和２～３年は減少したものの、令和４年以降はコロナ禍以前を超え

て増加しました。 

●総人口に占める割合についても、外国人数と同様に令和２～３年は一時的に減少し

ましたが、平成２７年の２．６２％から令和５年の３．８２％へと増加しています。 
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資料出所：津市「住民基本台帳」（各年１２月末現在） 
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   ⑵ 年齢３区分別人口の推移 

図表３１は、平成２７年から令和５年までの外国人の年齢３区分別人口の

推移を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

⑶ 地域別の人口推移 

図表３２は、平成３０年から令和５年までの外国人の地域別の人口推移を

示したものです。 
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資料出所：津市「住民基本台帳」（各年１２月末現在） 

資料出所：津市「住民基本台帳」（各年１２月末現在） 
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⑷ 自然・社会増減の状況 

図表３３は、津市の外国人の人口の増減における自然動態と社会動態の関

係を示したものです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 主な国籍 

図表３４は、津市に居住する外国人の主な国籍を示したものです。 
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資料出所：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」  

※各年の数値は１月～１２月の計 

資料出所：三重県「外国人住民国籍別人口調査」 
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⑹ 主な国籍別の増加数・増加率 

図表３５は、平成２７年と令和５年を比較した外国人の主な国籍別の増加

数・増加率を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 労働者数 

図表３６は、令和元年から令和５年までの外国人労働者数の推移を示した

ものです。 
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資料出所：三重県「外国人住民国籍別人口調査」 
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資料出所：三重労働局「外国人雇用状況」より津市作成 

※津公共職業安定所の管轄区域は、津市のみ 
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⑻ 産業別労働者数 

図表３７は、令和５年１０月末現在における県内の公共職業安定所（ハロ

ーワーク）別の産業別外国人労働者数の状況を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƨ年齢３区分別人口の推移を見ると、令和２年の１５～６４歳の人口並びに令和３年の１

５歳未満及び１５～６４歳の人口を除き、前年より増加しています。 

ƨ令和５年の地域別の人口を見ると、津地域、久居地域、河芸地域で全体の約８５％を

占めています。 

ƨ外国人の自然・社会増減を見ると、近年は出生数が死亡数を上回る自然増が続くと

ともに、コロナの影響を受けた令和２年と令和３年を除き、転入者数が転出者数を上

回る社会増となっており、津市の人口動向にプラスの要因をもたらしています。 

ƨ令和５年１２月末時点の国籍別に見ると、ブラジルが最も多く全体の２２％を占め、次

いで、フィリピン、ベトナム、中国、インドネシアとなっています。 

ƨ平成２７年と令和５年の１２月末時点を比べた国籍別の増減数を見ると、ベトナムが

増加数と増加率ともに高く、ネパールは増加率が最も高くなっている一方、中国と韓

国が減少しています。 

ƨ労働者数の推移を見ると、令和元年から令和２年は減少しましたが、その後は増加し

続けています。 

ƨ産業別外国人労働者数を見ると、津市においては、製造業が半数を超え最も多くな

っています。 

  

6.0

6.4

1.4

6.5

8.1

4.9

8.9

6.9

6.5

33.9

57.0

62.7

52.9

50.7

32.7

36.0

51.2

44.9

5.1

3.8

3.5

6.8

8.6

14.0

10.6

7.7

7.6

2.8

2.9

1.6

4.5

2.8

25.7

7.2

3.5

5.4

2.6

7.0

3.9

4.8

5.7

10.1

4.4

6.7

4.9

34.6

2.5

21.5

20.8

15.3

2.8

22.1

11.0

20.4

14.1

19.9

5.0

3.5

7.1

8.2

9.6

9.6

9.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鈴鹿

尾鷲（熊野含む）

伊賀

桑名

松阪

伊勢

四日市

津

三重労働局計

うち建設業

373 人（6.9 ％）

うち製造業

2,777 人（51.2 ％）

うち情報通信業

27 人（0.5 ％）

うち卸売業、小売業

415 人（7.7 ％）

うち宿泊業、飲食サービス業

190 人（3.5 ％）

うち教育、学習支援業

159 人（2.9 ％）

うち医療、福祉

365 人（6.7 ％）

うちサービス業（他に分類されないもの）

599 人（11.0 ％）

その他

519 人（9.6 ％）

 ↨ ᴴ  

 

資料出所：三重労働局「外国人雇用状況（令和５年１０月末現在）」より津市作成 

※津公共職業安定所の管轄区域は、津市のみ 
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 １６ 移住・定住に係る調査・アンケート結果 

    次の⑴～⑷は、近年の移住・定住の傾向に関する関係機関による調査やアン

ケート結果の主なポイントを示したものです。 

 

   ⑴ 津市への移住者に対するアンケート 

    ア 調査主体 

     ・三重県 

    イ 対象者 

     ・三重県や津市の施策を利用して県外から津市へ移住した人 

    ウ 調査時期 

     ・令和元年度～５年度 

    エ 回答数 

     ・４１世帯（令和元年度） 

     ・５４世帯（令和２年度） 

     ・３７世帯（令和３年度） 

     ・４５世帯（令和４年度） 

     ・６７世帯（令和５年度） 

    オ アンケート結果 

     ・図表３８～４２のとおり 

 

 

利用した施策 令和元年度～５年度 

市の施策 

（空き家情報バンク、補助・助成制度等） 
２３２人 

県の施策 

（移住相談アドバイザー、就農相談アドバイザー等） 
１２１人 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ┌ ᶍ ┌ᴲ Ǝּק ᴲ ᴲ┌ ᶍ  

 
①移住者数の推移 

 ᴴ ᶍ ᶱ ᵶᵾ ᵪᶨᶍ┌ ֩  ֪

 

②年代 
（人） （人） 
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0
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0
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Uターン Iターン 不明
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●移住者の年代としては、２０代の割合が高い傾向にあります。 

●家族構成としては、「単身」が最も多くなっています。 

●移住した目的としては、ＵターンよりもＩターンが多くなっています。 

●移住前の住所としては、令和５年度は近畿地方が最も多く、次いで、東海地

方、関東地方となっています。 
※Ｉターン…都市で生まれ育った人が地方へ移住すること。 

 Ｕターン…出身地へ戻ること。 

 

 

移住のきっかけ 
Ｒ元年度 
（割合） 

Ｒ２年度 
（割合） 

Ｒ３年度 
（割合） 

Ｒ４年度 
（割合） 

Ｒ５年度 
（割合） 

地方で働きたい・田舎で
暮らしたい 

５件 
（２７．８％） 

５件 
（３３．３％） 

１０件 
（４１．７％） 

２７件 
（５１．９％） 

７件 
（２８．０％） 

環境の良いところで子育
てがしたい 

０件 
（０．０％） 

０件 
（０．０％） 

２件 
（８．３％） 

２件 
（３．８％） 

１件 
（４．０％） 

定年後に地方でのんびり
したい 

０件 
（０．０％） 

７件 
（４６．７％） 

２件 
（８．３％） 

３件 
（５．８％） 

３件 
（１２．０％） 

実家の近くに戻りたい 
７件 

（３８．９％） 
３件 

（２０．０％） 
８件 

（３３．３％） 
２件 

（３．８％） 
７件 

（２８．０％） 

観光等で訪れて好きにな
った地域で暮らしたい 

２件 
（１１．１％） 

０件 
（０．０％） 

０件 
（０．０％） 

０件 
（０．０％） 

１件 
（４．０％） 

趣味に興じたい 
１件 

（５．６％） 
０件 

（０．０％） 
１件 

（４．２％） 
２件 

（３．８％） 
０件 

（０．０％） 

その他 
３件 

（１６．７％） 
０件 

（０．０％） 
１件 

（４．２％） 
１６件 

（３０．８％） 
６件 

（２４．０％） 

※複数回答あり 

④目的 ⑤移住前の住所 

 ┌ ᶍᵬᶂᵪᵰ 

 

（人） 

③家族構成 

（人） （人） 
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●移住のきっかけを見ると、「地方で働きたい・田舎で暮らしたい」という人が多く

なっています。 

 

 

 

津市に決めた理由 
Ｒ元年度 
（割合） 

Ｒ２年度 
（割合） 

Ｒ３年度 
（割合） 

Ｒ４年度 
（割合） 

Ｒ５年度 
（割合） 

出身地だから 
６件 

（１７．１％） 
３件 

（７．７％） 
７件 

（２１．９％） 
５件 

（８．５％） 
５件 

（９．６％） 

親戚が近くにいるから 
３件 

（８．６％） 
１件 

（２．６％） 
２件 

（６．３％） 
０件 

（０．０％） 
３件 

（５．８％） 
買いたい・借りたい家が
あったから 

４件 
（１１．４％） 

４件 
（１０．３％） 

５件 
（１５．６％） 

８件 
（１３．６％） 

１件 
（１．９％） 

就きたい仕事があった
から 

２件 
（５．７％） 

２件 
（５．１％） 

３件 
（９．４％） 

２６件 
（４４．１％） 

２９件 
（５５．８％） 

子育て・病院等生活環境
が魅力だから 

０件 
（０．０％） 

０件 
（０．０％） 

０件 
（０．０％） 

０件 
（０．０％） 

０件 
（０．０％） 

自然環境が魅力だから 
５件 

（１４．３％） 
８件 

（２０．５％） 
７件 

（２１．９％） 
１１件 

（１８．６％） 
７件 

（１３．５％） 

人が魅力だから 
０件 

（０．０％） 
０件 

（０．０％） 
２件 

（６．３％） 
１件 

（１．７％） 
０件 

（０．０％） 
都市圏へのアクセスがい
いから 

０件 
（０．０％） 

０件 
（０．０％） 

１件 
（３．１％） 

１件 
（１．７％） 

０件 
（０．０％） 

親身になって相談に乗っ
てもらえたから 

９件 
（２５．７％） 

２０件 
（５１．３％） 

５件 
（１５．６％） 

４件 
（６．８％） 

２件 
（３．８％） 

その他 
６件 

（１７．１％） 
１件 

（２．６％） 
０件 

（０．０％） 
３件 

（５．１％） 
５件 

（９．６％） 

※複数回答あり 

 

●津市に決めた理由を見ると、「自然環境が魅力だから」という人の割合が、毎年一

定程度あります。 

●また、生活面で捉えると、「就きたい仕事があったから」が主な理由となっていま

す。 

 

 

※複数回答あり 

●移住後の生活基盤としては、「企業等への就職」が最も多くなっています。 

 

移住後の生活基盤 Ｒ元年度 
（割合） 

Ｒ２年度 
（割合） 

Ｒ３年度 
（割合） 

Ｒ４年度 
（割合） 

Ｒ５年度 
（割合） 

企業等への就職 
３９件 

（９０．７％） 
４５件 

（８４．９％） 
４２件 

（９５．５％） 
３７件 

（７５．５％） 
５７件 

（８２．６％） 

農業 
１件 

（２．３％） 
０件 

（０．０％） 
０件 

（０．０％） 
１件 

（２．０％） 
１件 

（１．４％） 

林業 
０件 

（０．０％） 
０件 

（０．０％） 
０件 

（０．０％） 
１件 

（２．０％） 
２件 

（２．９％） 

漁業 
０件 

（０．０％） 
０件 

（０．０％） 
０件 

（０．０％） 
０件 

（０．０％） 
０件 

（０．０％） 

起業・創業・自営業 
１件 

（２．３％） 
２件 

（３．８％） 
２件 

（４．５％） 
５件 

（１０．２％） 
３件 

（４．３％） 

年金 
２件 

（４．７％） 
５件 

（９．４％） 
０件 

（０．０％） 
２件 

（４．１％） 
３件 

（４．３％） 

その他 
０件 

（０．０％） 
１件 

（１．９％） 
０件 

（０．０％） 
３件 

（６．１％） 
３件 

（４．３％） 

 ᶊ ᶠᵾ  

 

 ┌ ᶍ  
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   ⑵ ええとこやんか三重移住促進事業での相談状況（令和５年度） 

    ア 調査主体 

     ・三重県 

    イ 対象者 

・ええとこやんか三重移住相談センター（東京都千代田区）などで三重県

への移住相談を行った人 

    ウ 相談件数 

     ・１,６３５件（令和５年度） 

    エ 相談状況の結果 

     ・①～⑧のとおり 

 

① 受付場所 

 Ｒ５年度               参考：Ｒ４年度   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相談方法 

 Ｒ５年度               参考：Ｒ４年度   
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③ 年代 

 Ｒ５年度                参考：Ｒ４年度   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  家族構成 

 Ｒ５年度                参考：Ｒ４年度   

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ Ｕターン/Ｉターン 

 Ｒ５年度                参考：Ｒ４年度   
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⑥ 移住希望時期 

 Ｒ５年度                 参考：Ｒ４年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 相談のきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ５年度 ６０．８％ ９．３％ ６．３％ ７．６％ ８．６％ ７．４％ 

Ｒ４年度 ５９．９％ ９．０％ ６．５％ ９．７％ ４．５％ １０．４％ 

 

  ※複数回答あり（Ｒ５年度：延べ１，８９１件、Ｒ４年度：延べ１，６３１件） 

  

Ａ 

地
方
で
働
き
た
い
・ 

田
舎
で
暮
ら
し
た
い 

Ｂ 

環
境
の
良
い
と
こ
ろ 

 
  

で
子
育
て
が
し
た
い 

Ｃ 

定
年
後
に
地
方
で 

   

の
ん
び
り
し
た
い 

Ｄ 

実
家
の
近
く
に 

   

戻
り
た
い 

 

Ｅ 

観
光
等
で
訪
れ
て 

 
  

好
き
に
な
っ
た 

地
域
で
暮
ら
し
た
い 

Ｆ 

そ
の
他 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 



 

-  37 -  

 

⑧ 移住先での生活基盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※複数回答あり（Ｒ５年度：延べ１，９５９件、Ｒ４年度：延べ１，７８０件） 

 

ƨ移住相談者の年代は２０代以下、３０代、４０代で約５７％となっています。 

ƨ家族構成では、最も多いのが「単身」で、次いで「夫婦のみ」、「親と未成年の

子ども」となり、「単身」は、令和５年度は前年度より３９件増加しています。 

ƨＵターンよりもＩターンによる移住を検討する傾向があります。 

ƨ相談のきっかけは、「地方で働きたい・田舎で暮らしたい」が最も多く、令和５

年度は前年度より０．９ポイント上昇しています。次いで、「環境の良いところ

で子育てがしたい」が多く、「観光等で訪れて好きになった地域で暮らした

い」、「実家の近くに戻りたい」、「定年後に地方でのんびりしたい」という順

になっています。 

ƨ令和５年度における移住先での生活基盤としては、「企業等への就職」が６０％

を超え、次いで「起業・創業・自営業」、「農業」、「年金」となっています。 

 

  

Ｒ５年度 ６１．２％ ５．９％ ２．３％ ０．９％ ８．９％ ５．７％ ２．８％ ４．３％ ６．２％ 

Ｒ４年度 ５６．９％ ８．５％ １．７％ ０．８％ ８．８％ ７．５％ ２．８％ ２．２％ ７．８％ 

Ａ 

企
業
等
へ
の
就
職 

Ｂ 

農
業 

Ｃ 

林
業 

Ｄ 

漁
業 

Ｅ 

起
業
・
創
業
・
自
営
業 

Ｆ 
年
金 

Ｇ 

地
域
お
こ
し 

協
力
隊 

Ｉ 

そ
の
他 

Ｈ 

テ
レ
ワ
ー
ク 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｉ Ｆ Ｇ Ｈ 
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   ⑶ 全国的な移住相談状況（令和５年１月４日～同年１２月２７日） 

    ア 調査主体 

     ・認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター 

    イ 対象者 

     ・全国の地方移住を支援する相談窓口「ふるさと回帰支援センター（東京

都）」への相談者、セミナー等の参加者 

    ウ 回答数 

     ・１７，０５６件 

    エ 調査結果 

     ・図表４３～４６のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相談者は、３０代が最も多く、続いて４０代となっており、合わせると全体の

約半数を占めています。 

 

  

 ᶍ ᶍ ┌ 
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●相談者の希望する移住の属性を見ると、Ｉターンの割合が増加傾向にあり、Ｕ

ターンの割合が減少傾向となっています。 
  ※Ｊターン…地方で生まれ育った人が都市に移住した後、故郷にほど近い地方に移住すること。 

   孫ターン…親や祖父母等の住む地域へ移住すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ᶍ ḇᴻḻ ᶍ┌ 
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 ┌ ᶍ ֩ ∞  ֪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●移住先選択の条件を見ると、「就労の場があること」が特に優先されており、次い

で「自然環境が良いこと」、「住居があること」が優先される傾向にあります。 

（％） 
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 ⑷ アフターコロナの若者移住に関する調査 

    ア 調査主体 

     ・一般社団法人移住・交流推進機構（ＪＯＩＮ） 

    イ 対象者 

     ・東京圏（東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県）に在住の２０～３０代の

既婚男女で、地方への移住に興味がある５００人に対し、ウェブモニタ

ーアンケート調査を実施。 

    ウ 調査時期 

     ・令和５年１０月１２日～同月１９日 

    エ 回答数 

     ・５００件 

    オ 調査結果 

     ・図表４７～５０のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●移住先での住宅について優先する条件としては、「買い物できる場所がそれほ

ど遠くない」、「持家一軒屋」、「医療機関がそれほど遠くない」、「駅がそれほど

遠くない」が上位となっています。 

●令和５年の住宅の形態では、「持家一軒屋」を希望する割合が最も高く、次い

で、「賃貸アパート・マンション」、「賃貸一軒屋」となっています。 

 

  

 ᶊᶃᵣᶅ ᵸᶪ  

 （％） 

中：２０２１年 

左：２０２３年 

右：２０１７年 
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●移住を妨げている要因としては、「移住先では求める給料水準にない」が最も

高く、次いで、「田舎の人間関係が不安」、「移住に向けた資金が無い」、「どこか

ら手を付けて良いのかわからない」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●移住先で望む制度としては、「引っ越し費用の（敷金礼金含む）の補助」が最も

多く、次いで「自宅購入費用の補助」、「一定期間の家賃補助」となっています。 

 

  

 ┌ ᶱ ᵱᶅᵣᶪ ╣ 

 
（％） 

 ┌ ᶆ ᶟ  

 （％） 

中：２０２１年 

左：２０２３年 

右：２０１７年 

中：２０２１年 

左：２０２３年 

右：２０１７年 
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●移住先の子育て環境について重視する条件としては、「自然とのふれあい」が

最も多く、次いで「学力・知力の向上ができる教育環境」、「子どもが楽しめる施

設・公園」、「体力の向上が期待できる教育環境」となっています。 

 

  

 ┌ ᶍ ╔ᶅ ᶊᶃᵣᶅ ᵸᶪ  

 （％） 

中：２０２１年 

左：２０２３年 

右：２０１７年 
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 １７ 学生等を対象としたアンケート結果 

    図表５１から図表７８は、第３期津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ン・総合戦略を策定するにあたって参考とするため学生等を対象として実施し

たアンケート調査結果の主なポイントを示したものです。（割合については小

数点第２位を四捨五入しているため、合計が１００％にならない場合がありま

す。） 

 

   ⑴ 調査主体 

    ・津市 

   ⑵ 対象者 

    ・三重大学、三重短期大学、高田短期大学、津高等学校、久居農林高等学校

の学生等 

   ⑶ 回答数 

    ・８６９件（男性２８５人、女性５６８人、どちらともいえない、または答

えたくない１６人） 

学校等 調査対象等 実施年月 回答者数 

三重大学 メールで学生へ送信 R6.2  165  

三重短期大学 メールで学生へ送信 R6.2  128  

高田短期大学 授業で学生へ配布 R6.1  228  

津高等学校 ホームルーム等で生徒へ配布（２年生が対象） R6.3  150  

久居農林高等学校 ホームルーム等で生徒へ配布（２年生が対象） R6.3  163  

その他 「津市二十歳のつどい」参加者等へ配布  R6.1  35  

合計   869  

 

   ⑷ アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2Ǝ85 ֫

32.8 ð

5Ǝ68 ֫

65.4 ð

ᶈᶀᶨᶇᶡᵣᵧᶉᵣᴲ

ᶝᵾᶎ ᵧᵾᵮᶉᵣ 1Ǝ6 ,

1.8 ð
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3Ǝ17 ,

36.5%

∙ ᶍ

ᶍ 3Ǝ86 ,

44.4%

ᶍ ᴲ

166 ,

19.1%

、313 ,

36.0%

1Ǝ28 ,

14.7%

2Ǝ28 ,

26.2%

֩

╪֪ 1Ǝ65 ,

19.0%

ᵼᶍ 3Ǝ5 ,

4.0 ð

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ᵸᶪ  

 

-   

 

- 2  ᶍ ∞ ∞֩ ∙ ᶍ ᶍ ᶒ ∙ ᶍ  ֪

 

順位
津市以外の
三重県内の市町

人 順位
三重県以外の
都道府県

人

1 松阪市 101 1 愛知県 63

2 鈴鹿市 68 2 大阪府 12

3 伊勢市 45 3 静岡県 7

4 四日市市 43 3 京都府 7

5 名張市 18 3 奈良県 7
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-   

 

- 2  ᶍ ∞ ∞֩ ∙ ᶍ ᶍ ᶒ ∙ ᶍ  ֪

 

4Ǝ73 ,

54.4%

∙ ᶍ

ᶍ 3Ǝ52 ,

40.5%

ᶍ 4Ǝ4 ,

5.1%

順位
津市以外の
三重県内の市町

人 順位
三重県以外の
都道府県

人

1 松阪市 106 1 愛知県 32

2 鈴鹿市 67 2 京都府 2

3 四日市市 45 2 奈良県 2

4 伊勢市 37 4 岐阜県 1

5 名張市 20 4 滋賀県 1

4 大阪府 1

4 兵庫県 1

4 和歌山県 1

4 鳥取県 1

4 宮崎県 1

4 その他（未記入） 1
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 ᶗᶍ₲  

 

 ᶊ ᵸᶪᶹḩᴻḀ 

 

【当てはまるものを３つまで選択】 

ᶇᶅᶡ₲ ᶱ

ᵷᶅᵣᶪᴲ

153 ,

17.6%
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【当てはまるものを３つまで選択】 

【当てはまるものを２つまで選択】 
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【当てはまるものをすべて選択】 

【当てはまるものをすべて選択】 
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【当てはまるものをすべて選択】 

 

【当てはまるものを３つまで選択】 
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 ᵡᶉᵾ ᶍ ᶊ ᵸᶪ  γ
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【もっとも当てはまると思うものを１つだけ選択】 

 件数 ％ 

好きな人と一緒に暮らせるから 274  48.5  

こどもがほしいから 119  21.1  

精神的な安らぎを得られるから 72  12.7  

経済的に安定するから 32  5.7  

親が安心するから 22  3.9  

寂しさから解放されるから 17  3.0  

老後が安心できるから 12  2.1  

社会的に認められるから 8  1.4  

世話をしてくれる人がほしいから 6  1.1  

その他 3  0.5  

 

  

 ᵶᵾᵣ  

 
【当てはまるものをすべて選択】 
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【もっとも当てはまると思うものを１つだけ選択】 

 件数 ％ 

経済的なこと 295  52.2  

出産・子育ての負担 109  19.3  

配偶者との関係が続くかどうか 50  8.8  

親戚付き合いなどの人間関係 27  4.8  

パートナーが育児に協力してくれるかどうか 24  4.2  

自分の時間が持てるかどうか 23  4.1  

仕事や趣味が続けられるかどうか 21  3.7  

住む家や場所・親との同居など 9  1.6  

隣人などとの人間関係 4  0.7  

その他 3  0.5  

  

 ᶱ ᵧᶪ ᶍ ↨ 

 
【当てはまるものをすべて選択】 
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【もっとも当てはまると思うものを１つだけ選択】 

 件数 ％ 

幸せそう・楽しそう 242  41.7  

お金がかかる 110  19.0  

育てられるか不安 77  13.3  

心身の負担が大きい 60  10.3  

自由が無くなる 31  5.3  

精神的な安らぎの場が持てる 27  4.7  

わからない 11  1.9  

社会的信用が得られる 9  1.6  

親の期待に応えられる 7  1.2  

仕事に打ち込めなくなる 6  1.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ╔ᶅᶍᶹḩᴻḀ 

 

 ᶉᵲᶈᶡᶍ  

 

【当てはまるものを３つまで選択】 

ᶚᵶᵣ 3Ǝ77 ,

65.0%

ᶈᶀᶨᵪᶇᵣᵧᶏ

ᶚᵶᵣ 1Ǝ42 ,

24.5%

ᶈᶀᶨᵪᶇᵣᵧᶏ

ᶚᵶᵮᶉᵣ 2Ǝ0 ,

3.5%

ᶚᵶᵮᶉᵣ 1Ǝ4 ,

2.4%

ᶮᵪᶨᶉᵣ 2Ǝ7 ,

4.7%
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【もっとも当てはまると思うものを１つだけ選択】 

 件数 ％ 

収入 263  50.7  

パートナーなどの育児への協力 110  21.2  

育休・産休など企業の支援制度の充実・理解 54  10.4  

行政の経済的・人的支援 23  4.4  

民間の支援サービス 19  3.7  

こどもが遊べる環境（公園、屋内施設など） 16  3.1  

親など身内の経済的・人的支援 15  2.9  

住宅環境 9  1.7  

保育所などへの入所 7  1.3  

地域・近隣住民の手助け 2  0.4  

その他 1 0.2  

 ᵸᶪᵲᶈᶡᶍ  

 

 ╔ᶅᶱᵸᶪ ᶆ ᶇᵸᶪᶡᶍ 

 
【当てはまるものを３つまで選択】 

4Ǝ0 ,

7.7%

3Ǝ63 ,

69.9%

∙ 1Ǝ16 ,

22.4%
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 ╔ᶅᶆ ᶞᵾᵣᶝᶀᶊ ᶠᶪᶡᶍ 

 
【当てはまるものを３つまで選択】 
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【もっとも当てはまると思うものを１つだけ選択】 

 件数 ％ 

こどもを育てる自信がないから 10  29.4  

配偶者とふたりでいるほうが気楽だから 8  23.5  

自由になるお金を減らしたくないから 5  14.7  

経済的に苦しい生活をこどもにさせたくないから 4  11.8  

自由な時間を減らしたくないから 2  5.9  

子育てに縛られたくないから 2  5.9  

仕事をする上で重荷になるから 1 2.9  

理由は特にない 1 2.9  

その他 1 2.9  

こどもを育てる責任ができるのが嫌だから 0  0.0  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᵣᶣ ᶍᵾᶠᶊ ᵶᶧᵥᶇ ᵥ ᶣ᷊ᴻḛḁ 

 

【当てはまるものをすべて選択】 

【当てはまるものをすべて選択】 

 ᵲᶈᶡᵫᶚᵶᵣᶇ ᶮᶉᵣ  
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ᶇᶅᶡ ᵶᵾᵣᶇ ᵥ 4Ǝ0 ,

6.9%

ᶈᶀᶨᵪᶇᵣᵧᶏ

ᵶᵾᵣᶇ ᵥ 8Ǝ0 ,

13.8%

ᶈᶀᶨᵪᶇᵣᵧᶏ

ᵶᵾᵣᶇ ᶮᶉᵣᴲ

97 ,

16.7%

ᵶᵾᵣᶇ ᶮᶉᵣᴲ

219 ,

37.8%

ᶈᶀᶨᶇᶡᵣᵧᶉᵣᴲ

144 ,

24.8%

ᶇᶅᶡ ᵶᵾᵣ

ᶇ ᵥ 2Ǝ6 ,

4.5%
ᶈᶀᶨᵪᶇᵣᵧᶏ

ᵶᵾᵣᶇ ᵥ 6Ǝ5 ,

11.2%

ᶈᶀᶨᵪᶇᵣᵧᶏ

ᵶᵾᵣᶇ

ᶮᶉᵣ 9Ǝ8 ,

16.9%

ᵶᵾᵣᶇ ᶮᶉᵣ 2Ǝ54 ,

43.8%

ᶈᶀᶨᶇᶡᵣᵧᶉᵣᴲ

137 ,

23.6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選択した主な理由】 

行政が運営しており安心、信頼性がある 

出会いが欲しい 

自然に出会いたい、自分で見つけたい、婚活イベントに抵抗がある 

どのようなものかイメージができない、わからない、怖い 

興味がない 

知り合いの紹介の方が信用できる 

アプリの方が手軽で出会いやすい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選択した主な理由】 

行政が運営しており安心、信頼性がある 

出会いが欲しい 

アプリへの信頼性がない、アプリ使用に抵抗がある、怖い 

自然に出会いたい、自分で見つけたい 

興味がない、必要がない 

既存の民間のアプリがある 

 ᵫ ᵸᶪ ᵣᴴ ᶹḡḻḐᶍ  

 

 ᵫ◖☺ᵸᶪḦḋḉḻ᷅ᶷḟḲᶍ  
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【もっとも当てはまると思うものを１つだけ選択】 

 件数 ％ 

自由な時間を満喫できるから 19  23.5  

結婚しない方が幸せだと思うから 16  19.8  

仕事や趣味に没頭できるから 11  13.6  

事実婚やパートナー制など、結婚しなくても幸せな家庭を

築く方法があると思うから 
7  8.6  

理由は特にない 7  8.6  

結婚しない方がメリットが多いと思うから 6  7.4  

お金を自由に使えるから 6  7.4  

家族を扶養する責任ができるのが嫌だから 4  4.9  

その他 3  3.7  

交友関係を限定したくないから 2  2.5  

配偶者の親や家族、親戚と付き合わなければならないから 0  0.0  

家事に縛られたくないから 0  0.0  

 

  

 ᵸᶪᶃᶡᶩᵫᶉᵣᶇᵸᶪ  

 
【当てはまるものをすべて選択】 
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●回答者の約６割が市外出身者となっているなか、津市への愛着度において「と

ても愛着を感じている」と「どちらかというと愛着を感じている」を合わせた割

合は、約７割となっています。 

●卒業後に住みたいまちのイメージでは、「居住・生活環境の整ったまち」が最も

多く、次いで「買い物・飲食・レジャーに便利なまち」、「交通の便が良いまち」と

なっています。 

●就職を考える際、優先するものでは、「給与」が最も多く、次いで「休暇などの取

得しやすさ」、「やりがい」となっています。 

●就職を考える上では、地元志向が強く、求人情報の入手方法は、「学校・大学の

求人情報（先生からの紹介を含む）」が突出して多くなっています。 

●結婚に対する考えでは、一般的なものとしては「結婚はしてもしなくてもどちら

でもよい」が４９．９％と最も高くなっている一方、自身の結婚に対する考えと

しては「いずれは結婚したい」が６５．０％と最も高くなっています。 

●結婚のイメージでは、「幸せそう・楽しそう」と「こどもや家族が持てる」が高く、

結婚希望年齢では、「１０～２０代」が７７．４％と最も高くなっています。 

●結婚を考える際の不安では、「経済的なこと」、「出産・子育ての負担」が突出し

て多くなっています。 

●子育てのイメージでは、「幸せそう・楽しそう」が最も多く、次いで「お金がかか

る」、「育てられるか不安」となっています。 

●将来的なこどもの希望では、「ほしい」と「どちらかといえばほしい」を合わせた

割合は、８９．５％となっており、希望するこども人数では、２人以上が９２．３％

となっています。 

●子育てをする上で重要とするものでは、「収入」が最も多く、次いで「パートナー

などの育児への協力」、「育休・産休など企業の支援制度の充実・理解」となって

います。 

●出会いや結婚のために利用しようと思う場やサービスでは、「友人の紹介」が突

出して多く、これを受け、行政が主催する出会い・婚活イベントや行政が運営す

るマッチングアプリの利用については、「利用したいと思わない」が最も多くな

っています。 

●結婚するつもりがないとする理由では、「自由な時間を満喫できるから」が最も

多く、次いで「結婚しない方がメリットが多いと思うから」、「お金を自由に使え

るから」となっています。 
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     ¤ǜǡǻƹǝ ƿƵǿǣ  ǊǒƷǛ ƹ ƿ ǚǀǾ ǞǝǾ

Ǜ ƹƾ 

 

【経済的支援・子育て支援などの支援、メリットの享受】 

税の控除の充実、減税 

子育てサポート、医療費や学費の助成などの子育て支援の充実 

結婚に係る費用の支援 

給付金など結婚や出産することで得をするような制度の創設 

結婚やキャリア設計などに関するアドバイザーの設置 

 

【出会いの機会の創出】 

趣味などを通じて出会える場、同窓会など同世代が集まる場の創出 

婚活イベントの開催 

 

     【職場環境の向上】 

給料を上げる 

休暇がとりやすい職場（ワーク・ライフ・バランスの充実） 

 

【多様性の尊重】 

同性婚、同性パートナーシップ制度の導入 

 

【意識改革】 

結婚がポジティブなイメージになるような意識改革 

共働きがしやすい環境づくり 

男性の育児・家事参画 

 

 

     ¤ǜǡǻƹǝ ƿƵǿǣ ǆǜǵƿǮǊƷǛ ƹ ƿ ǌǾǆǜǵ

ȅ ǙǾ ǞǝǾǛ ƹƾ 

 

【子育て支援】 

出産、育児、教育、医療に係る費用に対する金銭的支援 

高校、大学などの学費の無料化 

税負担の軽減 

金銭面以外の子育て支援の充実 
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【子育てしやすい環境づくり】 

保育所、幼稚園などこどもを預けられる場所を増やす（一時的に預けら

れる場所を含む） 

保育や教育に従事する人の賃金を上げる 

産休・育休を取りやすい、職場復帰しやすい職場・社会環境の整備 

男女ともに家事・育児に参加することや性別に関わらず育休を取得する

ことが当たり前になる 

安定した収入の確保 

泣き声や遊ぶ声を気にせず、こどもを伸び伸びと育てられる環境 

困ったときに相談やこどもを預けることができる地域コミュニティ 

 

 

     ¤ǆǜǵƿ ǷƾǞ ǼǎǾǒǴǡ ǛǊǙ  ƿ ¤ ¤

Ǟ ǖǙƷǒ Ǟǜǡǻƹǝ ƿƵǿǣ ƾǖǒǛ ƹƾ 

 

【教育環境の充実】 

学校にいけない場合（体調不良、不登校等）でも授業を受けたり単位を

取得できるようなリモート授業等の仕組み 

外部指導者など専門性の高い教員による授業や指導 

自習室や図書館など勉強に集中できる場所の確保 

発達障害など個性に合わせたサポート体制、個性の尊重 

性や結婚に関する授業 

外部指導者の雇用や空調整備など部活動の充実 

校則の見直し・廃止 

 

【同世代・多世代による交流の場づくり】 

放課後等に安全に遊べるような公園・場所、学校や家以外の居場所 

地域の人との交流の場 

ボランティア活動への参加 

 

【経済的支援】 

高校までの授業料無料化・給食の実施 

給食費・教材費・部活動・ランドセルなどの費用助成 
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     ¤ Ƿǆǜǵƿ ¤ È ȅ ǳÉ¤ ∙ Ǟ Ǉǌ ǛǊ

Ǚ ǜǡǻƹǝ ƿƵǿǣ ƷǛ ƹƾ 

 

 【無料・安価で憩える場所】 

公園など声を出したり自由に遊べる屋外施設 

図書館 

自習室 

読書、ゲーム、パソコン作業などができるスペース 

休憩所、集まり話ができる場所 

こどもから高齢者まで多世代交流ができる場 

 

     【商業施設】 

カフェなどの飲食店 

ショッピングモール 

 

     【娯楽施設・スポーツ施設】 

遊園地などのテーマパーク 

屋内スポーツ施設 

 

 

     ¤  ȰȡȨɔ ȅ ǖǙȓɜɒȍɜǝǜǚ ǚǀǾǻƹǞǊǙǮ

ǊƷȞºȼȢ 

 

【行政サービス】 

免許の更新 

住民票や印鑑証明等の取得 

市役所の窓口で行う手続きの全て 

様々な講座 

公式ＬＩＮＥなどによる情報案内 

マッチングアプリの運営 

 

     【民間サービス等】 

ネットスーパー 

混雑状況や空き状況、待ち時間の確認 

予約サービスの充実 

診察、医療相談 

お店の環境・充実 
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     ¤ ¤טּ Ǟ ǌǾȋȍȰȋ  

      

【経済的支援・子育て支援】 

収入の上昇 

教育費の支援 

子育て世帯を含む結婚後の世帯への支援 

キャリア形成への支援 

 

【結婚・子育てしやすい環境づくり】 

婚活支援 

趣味を通じて出会える場所 

子育てしやすい社会 

結婚・子育てに対する意識の改革 

保育の充実 

 

【都市の魅力】 

近隣に商業施設があるなど住みやすいまち 

交通の便が良い 

働きやすいまち 

魅力的な拠点施設 

 

 

     ¤ ƿ ǡǱǔǘǂǽȅ ǴǾǛǌǿǣ  ǞǜǡǻƹǝǆǛȅ ƹ

ƾ 

 

【経済的支援・子育て支援・子育て・教育環境の充実】 

妊娠期から充実した子育て支援 

教育費の支援 

ネウボラの導入 

現役世代の負担軽減 

保育・教育環境の充実 

 

【都市の魅力・防災力の向上】 

若者の遊び場を増やす 

専修寺、津観音などの観光の魅力をアップ 

津駅周辺の活性化 

公共交通機関の充実 

災害に強い安全安心なまちづくり 

ショッピングモールを増設するなど商業施設の充実 
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 １８ 出生動向基本調査結果 

    出生動向基本調査は、社人研による全国の年齢１８歳以上５５歳未満の独身

者及び妻の年齢が５５歳未満の夫婦（回答者は妻）を対象とした全国標本調査

で、独身者調査と夫婦調査の２つの調査から構成されています。今回用いるの

は、令和３年６月に実施された第１６回の調査結果で、以下はその一部を抜粋

したものです。 

   ⑴ 独身者調査 

    ア 調査票回収状況（夫婦調査を含む） 

     (ア) 調査票配布数、回収票数、有効票数並びに回収率 

 

 

 

 

 

     (イ) 性・年齢別未婚者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ 集計結果の主なポイント 

     (ア) 結婚意欲・結婚の利点・結婚へのハードル 

      ・「いずれ結婚するつもり」と考えている未婚者の割合は、２０００年

代は安定的に推移していましたが、第１６回の調査では男女ともに低

下しました。ただし、性別や年齢、生活スタイルを問わず減少がみら

れたことから、調査時期の特殊な社会状況が幅広い世代の意識に影響

した可能性も示唆されます。 

      ・就業状況別に一年以内の結婚意思をみると、男性では正規の職員等に

比べ、パート・アルバイトで「一年以内に結婚したい」割合が低い傾

向にあります。 

      ・未婚者が考える結婚の利点では、前回まで増加傾向にあった「自分の

子どもや家族がもてる」が減少に転じ、「経済的に余裕がもてる」が

微増した一方、独身生活の利点では、「行動や生き方が自由」、「家

族を養う責任がなく気楽」が増加しました。 

      ・独身でいる理由は、２４歳以下では結婚する積極的な動機がないこと
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が挙げられ、２５歳以上では、適当な相手がいないことが最大の理由

として挙げられていますが、異性とうまく付き合えない、今は趣味を

楽しみたいといった理由が微増しています。 

 

     (イ) 異性との交際状況 

      ・「恋人として交際している異性がいる」、「婚約者がいる」と回答し

た割合は、男性では２１．１％、女性では２７．８％であり、男性で

は２００５年の２７．１％、女性では２００２年の３７．１％をピー

クに低下しています。 

      ・異性の交際相手を全く持たない未婚者の割合は男性では７２．２％、

女性では６４．２％ですが、その中で「特に異性との交際を望んでい

ない」と答える人が増えており、男性では未婚者全体のうち３３．

５％、女性では同３４．１％が交際を望んでいません。 

      ・恋人、婚約者と知り合ったきっかけは「学校で」が３割近くを占め最

多で、「友人・兄弟姉妹を通じて」、「職場や仕事の関係で」が減少

した一方で、新たに選択肢に追加された「ネット（インターネット）

で」（ＳＮＳやマッチングアプリなど）が男女ともに１割以上を占め

ています。 

 

     (ウ) 希望の結婚像・結婚相手に求める条件・ライフコース 

      ・未婚女性が考える「理想ライフコース」は出産後も仕事を続ける「両

立コース」の割合が前回から増加し最多となっています。「再就職コ

ース」、「専業主婦コース」は減少した一方、「非婚就業コース」、

「ＤＩＮＫｓコース」を理想とする人も増加しています。また、男性

が自身のパートナーとなる女性に望むライフコースでも、「両立コー

ス」が増加し、最多となっています。 

      ・結婚相手に求める条件として重視されるのは、男女ともに「人柄」、

「家事・育児の能力や姿勢」、「仕事への理解」となっていますが、

妻となる相手に「経済力」を求める男性、夫となる相手に「家事・育

児の能力や姿勢」を求める女性が以前よりも増加しています。 

      ・結婚する意思のある未婚者が希望する子ども数は、男性は１．８２人

（前回１．９１人）、女性は初めて２人を下回り１．７９人（前回２．

０２人）と男女とも低下しています。また、「子どもはいらない」と

考える未婚男女はともに１割を超えました。 

 

     (エ) 未婚者の生活スタイル・意識 

      ・未婚者の生活スタイルは「生きがいとなるような趣味やライフワーク

を持っている」、「一人の生活を続けても寂しくないと思う」の割合

が増加し、「気軽に一緒に遊べる友人が多い」、「欲しいものを買っ

たり好きなことに使えるお金が少ない」、「仕事のために、私生活を
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犠牲にすることがよくある」の割合が減少しました。 

      ・生活スタイル別に「いずれは結婚するつもり」と考えている未婚者の

割合をみると、全ての生活スタイルにおいて意欲が大きく落ち込んで

います。 

 

   ⑵ 夫婦調査 

    ア 調査票回収状況 

     (ア) 基本属性別客体数（初婚どうしの夫婦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    イ 集計結果の主なポイント 

     (ア) 結婚過程 

      ・平均知り合い年齢や平均交際期間はどちらも前回まで上昇基調にあり

ましたが、今回調査は前回から横ばいとなりました。 

      ・ＳＮＳ、アプリ等を用いた「ネット（インターネット）で」知り合っ

た夫婦の知り合い年齢は夫２７．８歳、妻２６．２歳で従来型の恋愛

結婚（夫２５．３歳、妻２３．８歳）よりやや高めであり、平均交際

期間は２．８年と恋愛結婚（４．９年）よりも短いことがわかりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平均知り合い年齢 平均初婚年齢 平均知り合い年齢 平均初婚年齢

　総　数

    第９回調査（1987年）25.7 28.2 22.7 25.3 2.54
　　第10回調査（1992年） 25.4 28.3 22.8 25.7 2.95
　　第11回調査（1997年） 25.1 28.4 22.7 26.1 3.37
　　第12回調査（2002年） 24.9 28.5 23.2 26.8 3.57
　　第13回調査（2005年） 25.3 29.1 23.7 27.4 3.76
　　第14回調査（2010年） 25.6 29.8 24.3 28.5 4.26
    第15回調査（2015年）26.3 30.6 24.8 29.1 4.26

א׃ ׃ׂׄׄ֩ ֪ 26.4 30.7 24.9 29.1 4.31
　恋愛結婚

　　第９回調査（1987年） 24.1 27.3 21.6 24.7 3.15
　　第10回調査（1992年） 24.2 27.6 21.9 25.3 3.38
　　第11回調査（1997年） 24.2 27.9 22.1 25.7 3.67
　　第12回調査（2002年） 24.2 28.0 22.7 26.5 3.84
　　第13回調査（2005年） 24.6 28.6 23.0 27.1 4.07
　　第14回調査（2010年） 24.9 29.3 23.6 28.1 4.48
    第15回調査（2015年）25.4 30.0 24.1 28.7 4.55

א׃ ׃ׂׄׄ֩ ֪ 25.3 30.2 23.8 28.6 4.88

平均交際期
間（年）

調査（調査年次）
妻夫
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     (イ) 夫婦の完結出生児数 

      ・夫婦の完結出生児数（結婚からの経過期間が１５～１９年の夫婦の平

均出生子ども数であり、夫婦の最終的な平均出生子ども数とみなされ

る）は、前回調査の１．９４人から１．９０人に低下しています。 

※一部再掲 

      ・子どもを生み終えた夫婦のとらえ方の一つとされている妻の年齢が４

５～４９歳の夫婦の出生子ども数は前回調査の１．８６人から１．８

１人に低下しており、同夫婦で子どものいない夫婦は約１割を占め、

子ども１人の夫婦も約２割を占めています。これらの世代はそれ以前

の世代よりも初婚年齢が上昇していることから、晩婚化が出生子ども

数低下の要因の一つであることが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ウ) 子ども数についての考え方 

      ・夫婦にたずねた理想的な子どもの数（理想子ども数）の平均値は、漸

2.19 2.23 2.19 2.21 2.21

2.23
2.09

1.96 1.94 1.90

0.0

0.5

1.0
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2.0
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（第7回調査）
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（第8回調査）

1987

（第9回調査）
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（第11回調査）
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（第12回調査）
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（第13回調査）
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（第14回調査）

2015

（第15回調査）

2021

（第16回調査）

夫婦の完結出生子ども数（結婚持続期間15～19年）（人） 
※一部再掲 

3
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3.1

3.7
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8.9
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19.7
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55.4

57.8

56.4

53.6

53.2

56

56.2

54.1

50.8

23.8

27.4

25.9

26.5

27.9

30.2

22.4

19.4

17.9

18.6

5.1

5

3.9

4.8

5

4.2

4.3

2.2
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（第7回調査）
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（第8回調査）

1987

（第9回調査）

1992

（第10回調査）
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（第11回調査）

2002

（第12回調査）
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（第13回調査）

2010

（第14回調査）
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（第15回調査）

2021

（第16回調査）

調査別にみた、夫婦の出生子ども数分布の推移（結婚期間15～19年）

０人 １人 ２人 ３人 ４人以上
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減しており、２．２５人となっています。また、夫婦が実際に持つつ

もりの子どもの数（予定子ども数）の平均値は、前回調査から横ばい

の２．０１人となりました。 

 

    ◆平均理想子ども数（人） 

 

 

 

 

 

 

    ◆平均予定子ども数（人） 

 

 

 

 

 

 

      ・予定子ども数が理想子ども数を下回る理由として最も多かったのは、

「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」で、妻３５歳以上の夫婦

では、「高年齢で生むのはいやだから」、「ほしいけれどもできない

から」といった理由も多く選択されています。 

      ・予定の子ども数の実現を阻み得る要因としては「収入」、「仕事」、

「育児の協力」、「子の預け先」を挙げる人が減った一方で、「年齢

や健康上の理由」を挙げる夫婦が増えています。 

      ・不妊について心配したことがある夫婦は、夫婦全体（総数）でみると

前回調査の３５．０％から３９．２％（３組に１組以上）に増加して

います。また、実際に不妊の検査または治療経験がある夫婦の割合も、

前回調査の１８．２％（５．５組に１組）から２２．７％（４．４組

に１組）に増加しています。 

  

結婚
持続期間

第7回
(1977)

第8回
(1982)

第9回
(1987)

第10回
(1992)

第11回
(1997)

第12回
(2002)

第13回
(2005)

第14回
(2010)

第15回
(2015)

第16回
(2021)

0～4年 2.42 2.49 2.51 2.40 2.33 2.31 2.30 2.30 2.25 2.11

5～9年 2.56 2.63 2.65 2.61 2.47 2.48 2.41 2.38 2.33 2.20

10～14年 2.68 2.67 2.72 2.75 2.58 2.60 2.51 2.42 2.30 2.34

15～19年 2.67 2.66 2.70 2.71 2.60 2.69 2.56 2.42 2.32 2.26

総数
（客体数）

2.61
（8,314）

2.62
（7,803）

2.67
（8,348）

2.64
（8,627）

2.53
（7,069）

2.56
（6,634）

2.48
（5,634）

2.42
（6,490）

2.32
（5,090）

2.25
（4,207）

結婚
持続期間

第7回
(1977)

第8回
(1982)

第9回
(1987)

第10回
(1992)

第11回
(1997)

第12回
(2002)

第13回
(2005)

第14回
(2010)

第15回
(2015)

第16回
(2021)

0～4年 2.08 2.22 2.28 2.14 2.11 1.99 2.05 2.08 2.04 1.95

5～9年 2.17 2.21 2.25 2.18 2.10 2.07 2.05 2.09 2.03 1.97

10～14年 2.18 2.18 2.20 2.25 2.17 2.10 2.06 2.01 1.92 2.03

15～19年 2.13 2.21 2.19 2.18 2.22 2.22 2.11 1.99 1.96 1.91

総数
（客体数）

2.17
（8,129）

2.20
（7,784）

2.23
（8,024）

2.18
（8,351）

2.16
（6,472）

2.13
（6,564）

2.11
（5,603）

2.07
（6,462）

2.01
（5,099）

2.01
（4,206）
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     (エ) 子育ての状況 

      ・出産後に就業する妻の割合が大きく上昇しており、子どもの追加予定

がある夫婦の妻の就業割合は前回調査の５３．２％から７０．４％に

伸び、子どもの追加予定がない夫婦（子どもを生み終えた夫婦）の妻

についても、末子０～２歳の妻の就業割合が前回調査４０.５％から上

昇し６７．０％と６割を超えています。また、就業形態では、正規の

職員として働いている妻の割合が高まっています（２２．８％から３

８．１％へ上昇）。 

      ・第１子が３歳になるまでに育児休業を利用した割合は、妻が正規雇用

者で就業を継続した場合に限ると、育児休業の利用は妻が９３．１％

（前回８８．２％）、夫が６．３％（前回まで１％前後）で明確な上

昇を示しました。 

      ・第１子が３歳になるまでに保育所等を利用した割合は５１．９％と前

回の４５.５％から伸び、今回初めて過半数を超えました。 

  

調査・結婚持続期間別にみた、不妊について心配したことのある夫婦の割合と検査・治療経験 
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いずれかの制度・施設を利用

第１子が３歳になるまでの子育て支援制度・施設利用割合の推移 
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１９ ２１世紀成年者縦断調査（平成２４年成年者）結果 

   ２１世紀成年者縦断調査（平成２４年成年者）は平成２４年１０月末時点で

２０～２９歳であった全国の男女（及びその配偶者）のうち、当該調査回の

前々回または前回調査において協力を得られた者を対象に男女の結婚、出産、

就業等の実態及び意識の経年変化の状況を継続的に観察することにより、少子

化対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを

目的として平成２４年から厚生労働省が実施しています。今回用いるのは、令

和４年１１月に実施された第１１回の調査結果で、以下はその一部を抜粋した

ものです。 

  

⑴ 調査客体数、回収客体数、集計客体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 集計結果のポイント 

   ア 結婚の状況 

     第１回調査（平成２４年）時に独身であった者のうち、「第１回から第

１１回の間に結婚」した者の割合は、男性３６．５％、女性５３．１％で、

第１回の結婚意欲別に結婚の状況をみると、男女とも「結婚意欲あり」と

答えた者の方が、「どちらとも言えない」、「結婚意欲なし」と答えた者

より、この１０年間で結婚した割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

（注）：第１回調査における配偶者票対象者は、第２回調査から、男性票又は、女性票の対象者 

として調査を実施している。 

第１回調査時に独身であった者の性、第１回の結婚意欲別にみたこの１０年間の結婚の状況 
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   イ 出生の状況 

     ・第１回調査時に独身で、第１１回調査時に既婚だった者の第１回の希

望子ども数をみると、男女とも「２人」が多く、男性で６５．１％、

女性で６３．３％となっています。第１１回調査時に「子どもあり」

の割合は男性で７２．７％、女性で７６．７％となっており、希望子

ども数が多いほど高い傾向となっています。 

・第１回からの夫婦について、第１回調査時の子どもをもつ意欲別にこ

の１０年間の出生の状況をみると、夫婦とも子どもを「もちたい」と

答えた者の方が、「もてなくてもかまわない」、「今後子どもは欲し

くない」と答えた者より、この１０年間に出生した割合が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・夫婦について、夫の休日の家事・育児時間別に、この１０年間の出生

の状況をみると、子どもが１人以上いる夫婦では、「家事・育児時間

なし」で４０．０％、家事・育児時間ありでは７割以上で第２子以降

が生まれており、夫の家事・育児時間が長いほど子どもが生まれる割

合が高くなる傾向があります。 

  

第１回調査時に独身であった者の性、希望する子ども数別にみた出生の状況 

第１回からの夫婦の子どもをもつ意欲別にみたこの１０年間の出生の状況 
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     ・独身者について子ども観の割合をみると、平成１４年成年者の方と比

べて、男女ともに「家族の結びつきが深まる」、「子どもとの触れ合

いが楽しい」などの積極的な子ども観の割合は低くなっており、「子

育て・教育で出費がかさむ」、「自分の自由な時間がもてなくなる」

などの消極的な子ども観の割合が高くなる傾向となっています。 

     ・妻の出産後の就業状況をみると、正規・非正規ともに「離職」の割合

が、平成１４年成年者の方と比べ低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この１０年間に子どもが生まれた夫婦の妻（出産前に仕事あり）の 

正規・非正規別にみた出産後の就業状況 

86.2
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88.7
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60.0

22.0

15.5

9.7

11.3
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家事・育児時間なし

２時間未満

２～４時間未満

４～６時間未満

６時間以上

夫の家事・育児時間（休日）に伴う第１回の子どもが「ほしい」と考えていた

夫婦のこの10年間の第２子以降の出生の状況

出生あり 出生なし
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２０ 雇用均等基本調査結果 

男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を

目的に厚生労働省が実施しています。今回用いるのは、令和５年１０月１日現

在の状況を調査した令和５年度の調査結果で、以下はその一部を抜粋したもの

です。 

  ⑴ 調査対象・有効回答 

   ア 企業調査(常用労働者１０人以上)：調査対象数６，０００企業（有効回

答数３，０３４企業、有効回答率５０．６％） 

イ 事業所調査(常用労働者５人以上)：調査対象数６，３００事業所(有効回

答数３，４９５事業所、有効回答率５５．５％) 

 

   ⑵ 結果の概要 

    ア 企業調査 

     ・正社員・正職員に占める女性の割合は２７．３％と、前回調査（令和４

年度２６．９％）より０．４ポイント上昇しています。 

     ・新規学卒者の採用を行った企業を規模別にみると、企業規模が大きいほ

ど女性を採用した企業割合が高い傾向にあり、５，０００人以上規模で

は、１００％となっています。 

     ・課長相当職以上（役員を含む。）の女性管理職を有する企業割合は５４．

２％（令和４年度５２．１％）、係長相当職以上（役員を含む。）の女

性管理職等を有する企業割合は６２．７％（同６０．５％）で、また、

女性管理職を有する企業割合を役職別にみると、部長相当職ありの企業

は１２．１％（同１２．０％）、課長相当職は２１．５％（同２２．

３％）となっています。 

     ・課長相当職以上の、管理職に占める女性の割合は１２．７％と、前回調

査（令和４年度１２．７％）と同率、係長相当職以上の、管理職等に占

める女性の割合は１５．１％と、前回調査（同１４．７％）より０．４

ポイント上昇しています。 

     ・セクシュアルハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」

企業割合は８６．０％と、前回調査（令和４年度８５．９％）より０．

１ポイント上昇しています。 

     ・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策に

「取り組んでいる」企業割合は８２．７％と、前回調査（令和４年度８

１．５％）より１．２ポイント上昇しています。 

 

    イ 事業所調査 

     ・令和３年１０月１日から令和４年９月３０日までの１年間に在職中に出

産した女性のうち、令和５年１０月１日までに育児休業を開始した者

（育児休業の申出をしている者を含む。）の割合は８４．１％と、前回

調査（令和４年度８０．２％）より３．９ポイント上昇しています。ま
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た、同期間までの１年間に配偶者が出産した男性のうち、令和５年１０

月１日までに育児休業（産後パパ育休を含む。）を開始した者（育児休

業の申出をしている者を含む。）の割合は３０．１％と、前回調査（同

１７．１３％）より１３．０ポイント上昇しています。 

     ・育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合は６

７．２％と、前回調査（令和４年度７７．５％）に比べ１０．３ポイン

ト低下しています。また、当該制度がある事業所の最長利用可能期間を

みると、「３歳未満」が最も高く３２．１％（令和４年度３８．１％）、

次いで「小学校卒業以降も利用可能」が３０．５％（同２３．０％）、

「小学校就学の始期に達するまで」が１７．２％（同１９．８％）とな

っています。制度がある事業所において、「小学校就学の始期に達する

まで及び小学校入学以降も対象」としている事業所割合は６０．７％

（同５５．８％）で前回調査に比べて増加しているものの、全事業所に

対する割合は４０．８％（同４３．３％）と、前回調査に比べ２．５ポ

イント低下しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

育児休業の取得率 

女性 男性 

育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度の有無及び最長利用可能期間別事業所割合 



 

-  77 -  

 

 ᵪᶃ ᶍ  

全職種 専門・技術職 事務職 販売職 サービス職 保安職

1.30倍 2.35倍 0.49倍 4.12倍 3.48倍 7.54倍

生産工程 機械運転･輸送 建設・採掘 運搬･清掃･包装

1.29倍 2.46倍 7.96倍 0.83倍

 ２１ 経済状況 

   ⑴ 有効求人数・有効求職者数・有効求人倍率の推移 

     図表７９は平成２９年から令和５年までの津市の有効求人数・有効求職者

数・有効求人倍率の推移を示したものです。 

平成３０年をピークに有効求人数は減少傾向にあり、有効求職者数は増加

しているため、有効求人倍率が低下し、１．５倍程度の水準で推移していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 職種別の有効求人倍率 

     図表８０は令和５年１２月末時点の津市の職種別かつ常用の有効求人倍率

を示したものです。 

令和５年１２月末時点の有効求人倍率は１．３０倍となり、全国平均（１．

２３）を上回っていますが、「事務職」や「運搬・清掃・包装」の倍率が１

倍を切るなど、求人と求職のミスマッチが生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑶ 雇用保険適用事業所数と雇用保険被保険者数の推移 

     図表８１は平成２９年から令和５年までの雇用保険適用事業所数と雇用保

険被保険者数の推移を示したものです。 

雇用保険適用事業所数については、増加傾向にあるものの、雇用保険被保

険者数は減少傾向にあります。 

  

 ᴴ ᴴ ᶍ ┌ 

資料出所：三重労働局職業安定部「労働市場月報」 

※学卒を除きパートを含む常用 

（各年１２月末現在） 

（令和５年１２月末時点） 

資料出所：津公共職業安定所「ハローワーク☆ニュース津」 

（人） 
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⑷ 津市の経済活動別総生産 

     図表８２は、津市の経済活動別総生産を示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ᶇ ᶍ ┌ 

資料出所：津公共職業安定所「ハローワーク☆ニュース津」 

※増加率は、平成２９年と令和５年との比較 

（各年１０月末現在） 

à ᶍ ┌á à ᶍ ┌á （人） 

 ᶊᵩᵰᶪ  

（億円） 

資料出所：「三重県の市町民経済計算」より、輸入品に課される税・関税等を除き津市作成。 

なお、鉱業は、金額が極小のため非表示 

ƨ製造業、保健衛生・社会事業の生産額が比較的大きく、令和２年は新型コロナ

の影響で宿泊・飲食サービス業が例年の半分近くにまで減少しています。 

 

H29 4,447

H30 4,496

R元 4,506

R2 4,595

R3 4,680

R4 4,696

R5 4,731

増加率 6.39%
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⑸ 産業(大分類)別従業者数 

     図表８３は、令和３年の津市、三重県、全国の産業（大分類）別の従業者

数の割合を表したもので、どの産業が雇用を支えているかを示したものです。 
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資料出所：総務省・経済産業省「令和３年経済センサス－活動調査」 

ƨ従業者数の占める割合が大きい産業順に見ると、製造業（１９．５％）、卸売業、小売

業（１８．５％）、医療、福祉（１５．９％）となり、多くの雇用を生み出しています。 

ƨ平成２８年経済センサスと比べると、製造業が１８．２％から１．３ポイント上昇しまし

た。医療、福祉は０．８ポイント上昇し、引き続き三重県や全国よりも高い割合となっ

ています。 

※凡例で示している人数及び比率は、津市の状況を示したものです。 
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⑹ 産業(大分類)別従業者数と事業所数（事業所単位） 

     図表８４は、令和３年の産業（大分類）別の従業者数と事業所数を示した

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 産業(大分類)別付加価値額（企業単位） 

     図表８５は、令和３年の産業（大分類）別の純付加価値額を表したもので、

どの産業が付加価値を生み出しているかを示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ֩ ֪ לּנּ  

 ֩ ֪ ᶇ  

資料出所：総務省・経済産業省「令和３年経済センサス－活動調査」 

※「純付加価値額」とは、売上高から原材料費や仕入費などを除いた額で、「企業の経済活動によって新たに生み

出された価値」の総額です。 

純付加価値額＝売上高－（費用総額（売上原価＋販売費及び一般管理費））＋給与総額＋租税公課 

 

資料出所：総務省・経済産業省「令和３年経済センサス－活動調査」 

（百万円） 

（人） （所） 
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ƨ従業者数は、平成２８年経済センサスと比べると、４，４２３人増加しました。増加が大

きかった産業は、製造業（２，４２８人）、医療、福祉（１，７５５人）で、減少が大きかった

産業は、宿泊業、飲食サービス業（－１，８５５人）となりました。 

ƨ事業所数は、平成２８年経済センサスと比べると、３６８所減少しました。増加が大き

かった産業は、医療、福祉（６３所）、サービス業（他に分類されないもの）（３６所）で、

減少が大きかった産業は卸売業、小売業（－２１５所）、製造業（－１０６所）、宿泊業、

飲食サービス業（－１０５所）となりました。 

ƨ大きな純付加価値を生み出しているのは、製造業、卸売業、小売業、医療、福祉とな

っており、平成２８年経済センサスと比べると、金融業、保険業（－１３，７５９百万円）、

教育学習支援業（－５，３８２百万円）、情報通信業（－７５７百万円）を除き、多くの事

業所で増加しました。特に顕著なのが、製造業（７０，０４９百万円）、卸売業、小売業

（２７，９２８百万円）、医療、福祉（２０，９１３百万円）となりました。 
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ŧ ǡ ǡ  

  １ 推計方法 

    津市の人口の将来展望は、令和６年６月に国から提供された「人口動向分析・

将来人口推計のための基礎データ及びワークシート」を活用し、社人研推計準拠

による推計や過去の状況等を踏まえ、津市独自に推計しました。 

 

  ２ 人口減少段階 

    人口減少は、年少人口と生産年齢人口が減少していくなか、「老年人口が増加

する第１段階」、「老年人口が維持される又は微減となる第２段階」、「老年

人口が減少する第３段階」の３つの段階を経て進行するとされています。 

次の図表８６は、社人研推計準拠における津市の「人口減少段階」の推計（Ｒ

２年を１００とした場合の数値の増減）を表しており、現時点で津市は、「第１

段階：老年人口増加」にあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 人口の将来展望に向けた施策の方針 

    人口減少に係る課題解決に向けたアプローチとしては、大きく分けて、出生

率の向上、長寿命化等の自然的要因に係る対策と、転出者の減、転入者の増に

よる社会的要因に係る対策の２つがあります。 

津市は、これまでも自然的要因・社会的要因の両面に係る対策を重ね、人口

減少対策に傾注しなかった場合の人口推計を示す社人研推計準拠の人口の将来

推計より実績が上振れていることに加え、民間の有識者等で構成された「人口

戦略会議」が発表した「令和６年・地方自治体「持続可能性」分析レポート」

（以下「分析レポート」という。）においても、若者女性（２０～３９歳）の

減少率が、前回の平成２６年に発表した時から４.８ポイント改善されたと分析

されています。 

 ᶍ  

þ  
老年人口増加 
年少・生産年齢人口減少 

þ  
老年人口維持・微減 
年少・生産年齢人口減少 

■第３段階 
老年人口減少 
年少・生産年齢人口減少 

（R２＝１００） 

（備考）社人研推計準拠については、令和３２年までは社人研が令和２年の国勢調査をもとに推計したもので、令和３７年以降は
人口動態に係る移動等の各指標が令和３２年から同３７年への推移のまま一定で継続されると仮定し、国から提供された
もの 
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    加えて、分析レポートでは、２０２０年（令和２年）から２０５０年（令和

３２年）までの人口推計において、津市に関しては、人口移動がなく、出生と

死亡だけの要因で人口が変化する（封鎖人口）と仮定し推計した若者女性の減

少率がマイナス３２．３％、また、人口移動の傾向が一定程度続く（移動仮定）

と仮定し推計した若者女性の減少率がマイナス３１．４％とされ、その結果か

ら自然減対策と社会減対策が必要と分析されています。 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

これらのことから、これまでに引き続き次のような自然減対策と社会減対策

のアプローチに係る施策を展開し、双方の取組による総合的な底上げを行うも

のとします。 

 

  Ø Ǟ ǾȋɀɖºȪÙ 

   ●個人の意思に基づくことを基本にしつつ、「出会い⇒結婚⇒出産⇒子育て」

というそれぞれのライフステージの展開がしやすくなる施策が必要であり、

かつ一つの流れとして連携させることが重要です。このため、市内に在住し

ている若者等が、結婚やこどもを持つことに希望を抱くことができ、そして

それらの希望がかなう環境づくりを進めます。 

封鎖人口 

移動仮定 
減少率２０％未満 減少率２０～５０％未満 減少率５０％以上 

減少率２０％未満 自立持続可能性 自然減対策が必要 自然減対策が極めて必要 

減少率２０～５０％

未満 
社会減対策が必要 

自然減対策が必要 

社会減対策が必要 

自然減対策が極めて必要 

社会減対策が必要 

減少率５０％以上 社会減対策が極めて必要 
自然減対策が必要 

社会減対策が極めて必要 

自然減対策が極めて必要 

社会減対策が極めて必要 

 ᵆ סּ ᵇ ḴḥᴻḐᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶊᶧᶪ  

ḛḀḯḻᴴ ᶍ ᶇ ᶇᶍ  

278,627

277,368

276,108

274,849

273,590

271,984

270,378

268,773

278,674
277,797

276,660

275,105
274,537

272,753

271,096

269,645

260,000

262,000

264,000

266,000

268,000

270,000

272,000

274,000

276,000

278,000

280,000

2016 年

（平成28 年）

2017 年

（平成29 年）

2018 年

（平成30 年）

2019 年

（令和元年）

2020 年

（令和２年）

2021 年

（令和３年）

2022 年

（令和４年）

2022 年

（令和５年）

第２期津市人口ビジョン・総合戦略に掲載した社人研推計準拠 実績値

（人） 

※「社人研推計準拠」は、2015 年（平成27 年）～2020 年（令和２年）及び 2020 年（令和２年）～2025 年（令和 
７年）の各５年間の減少分を各年に按分して算出 
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   ●三重県が行う高校生や大学生等へのライフプラン教育につながることも見据

え、小中学校の授業などを活用し、「家庭をつくるということの大切さや素

晴らしさ」を理解してもらうだけでなく、妊娠・出産・子育てに関する知識

（年齢による妊娠率、具体的な育児の内容など）を持ってもらい、自身のラ

イフプラン（希望するのであれば何歳で結婚し、こどもを何人産むかなど）

をイメージする機会を創出します。 

   ●結婚意向のある未婚者が結婚できない理由として、「経済的に余裕がないこ

と」や「希望の条件を満たす相手にめぐり会わないこと」が多く挙げられて

いることから、産業の活性化や企業誘致等による安定した雇用の創出や拡大

を図るとともに、出会いの場の創出を進めます。 

   ●安心しながらゆとりをもって出産や子育てができる環境づくりを進めるとと

もに、こどもたちに良質な教育環境を提供します。 

   ●男性の育児参加を促進し、女性の「ワンオペ育児」の解消とともに、社会全

体でこどもや子育てを支える機運の醸成を図ります。 

   ●市民一人ひとりが高齢になっても元気に地域で生活できるよう、健康寿命の

延伸に向けた健康づくりや心を豊かにする生きがいづくりを促進します。 

 

  Ø Ǟ ǾȋɀɖºȪÙ 

   ●「高校、大学への入学⇒就職⇒結婚⇒子育て」というライフステージにおけ

る「自分の住み家を選択するとき」のニーズに応えた定住誘因が重要である

ことから、安定した雇用の創出や住みやすい住環境の提供、教育環境も含め

た子育てしやすい又は子育てしたくなる環境づくりを進めます。 

   ●市内の大学や短大に入学した学生と地元住民や企業等とがつながり、そのつ

ながりをもとに、学生が津市での生活を望むようになる環境づくりなどを進

めます。 

   ●進学や就職等で市外に転出した人がふるさとである津市に帰りたくなる、帰

ることができる還流を促進するとともに、効果的なシティプロモーションや

観光資源を活かした交流人口・関係人口（※）の増加により、津市にゆかり

がなかった人も津市に興味を持ち、津市に住みたくなる、住むことができる

移住を促進します。 

   ●人口減少が進むなかにあってもまちがしっかりと機能するよう、持続可能な

地域コミュニティを形成するとともに、多極ネットワーク型コンパクトシテ

ィの構築により、人口密度や公共交通サービスを維持するなど、利便性の良

いまちづくりを推進することで、まちの活力の維持・向上を図ります。 

   ●外国人は今後も増加すると予想され、地元住民との円滑な関係による地域社

会の形成がより一層重要になることから、津市で安心して快適に暮らしてい

ただけるよう多文化共生社会の実現に向けた取組をさらに進めます。 

 

 

 

※関係人口…定住に至らないものの、特定の地域に継続的に多様な形で関わる人のこと。 
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妊娠・出産 

小中学校・ 
高校等へ進学 

大学等へ
進学 

就 職 

出会い(・結婚） 

退 職 

àɒȍȾȢȯºȡá 

出会いの場の創出 

安定した雇用の創出 

子育てに係る経済的・
心身的負担の軽減 

男性の育児参加促進 

ライフプラン教育 

良質な教育環境 

効果的なシティプロ
モーション（再掲） 

子育てしやすい、子
育てしたくなる環境
づくり 

多文化共生社会の実
現 

住みやすい住環境の
提供 

市内出身者への就職
情報等の発信 

住みやすい住環境の
提供（再掲） 

  

効果的なシティプロ
モーション 

健康づくり・生きが
いづくり 

多極ネットワーク型
コンパクトシティの
構築 

安定した雇用の創出
（再掲） 

ØȋɀɖºȪÙ 



 

-  86 -  

 

182,278
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194,702

170,629

213,531

199,290

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52

第１期策定時

社人研推計準拠

（Ｈ２２国勢調査）

社人研推計準拠

（Ｒ２国勢調査）

津市の将来展望

  ４ 人口の将来展望 

    人口の将来展望として、今後さらに自然減対策と社会減対策に取り組むことで

目指す人口推計を提示します。 

    まず、これらの対策を施した場合に期待する効果を示すため、今後の取組によ

る成果が反映されていない人口推計を社人研推計準拠とします。 

    次に、津市が人口減少対策に取り組んだ場合の人口の将来展望は、社人研推計

準拠の算出方法を基本としながら、合計特殊出生率については、人口戦略会議が

安定的で成長力のある「８，０００万人国家」を目指して提言を行った「人口ビ

ジョン２１００」で掲げている目標値（令和２２年に１．６、令和３２年に１．

８、令和４２年に２．０７）を参考に、これまでの状況を踏まえ、下表のように

想定し、人口移動に関する仮定については、過去における転入超過数の状況（Ｒ

２年度～Ｒ５年度の平均１８５人／年）を参考に１年間の転入超過数を２００人

（５年間で１，０００人）と想定します。 

 

 

      

      

 

   ⑴ 総人口 

     既述した想定のもと、社人研推計準拠の推計方法を参考に、津市において

推計した人口の将来展望を示したものが、次の図表８７です。この推計によ

ると、社人研推計準拠では、令和５２年に約１７万人にまで減少しますが、

人口減少対策に取り組み、合計特殊出生率の向上や転入超過傾向が続けば、

約１９万９千人程度の人口を維持することが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 

 ᶍ  

（備考）社人研推計準拠については、令和３２年までは社人研が令和２年の国勢調査をもとに推計したもので、令和３７年以
降は人口動態に係る移動等の各指標が令和３２年から同３７年への推移のまま一定で継続されると仮定し、国から
提供されたもの 

 
ă R֩ ֪χᶨ R֩ ֪ᵫ ᶫᶅᵣᶪᵲᶇᶎᴲ

ḛḀḯḻᴴ ᶍ ᶊᶧᶪ ᵫᵡᶪוֹ ᵡᶂᵾᵲᶇᶱ ᵸᶡᶍᶇ ᵴᶫᶝᵸᴳ 

合計特殊出生率

人口移動（人）

R32

2.07 2.07

R37

R7→R12R12→R17R17→R22R22→R27R27→R32R32→R37R37→R42

R42R７ R12 R17 R22 R27

1.48 1.60 1.70 1.80 1.93 2.07

R42→R47R47→R52

R52

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

R47

1.25 1.37
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32,119

14,541

15,806

33,230

27,652

11.8%

9.2%

9.3%

12.1%

13.9%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52

社人研推計準拠（H２２国勢調査）（年少人口） 社人研推計準拠（R２国勢調査）（年少人口）

津市の将来展望（年少人口） 社人研推計準拠（H２２国勢調査）（総人口に占める割合）

社人研推計準拠（R２国勢調査）（総人口に占める割合） 津市の将来展望（総人口に占める割合）

 

 

 

 

 

   ⑵ 年齢区分別人口 

    ①年少人口 

     推計した将来展望における年少人口の割合は、令和２年の１２．１％から低

下するものの、年少人口の減少に歯止めがかかると推計される令和１７年頃

から上昇し、令和５２年には、社人研推計準拠より５ポイント程度上昇の１

１，８４６人の増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②生産年齢人口 

     推計した将来展望における生産年齢人口の割合は令和２年の５８．３％から

令和３２年の５１．４％まで低下しますが、年少人口の増加に伴って上昇し、

令和５２年には、社人研推計準拠より０．４ポイント上昇し１５，５７９人

が増加すること、また年少人口と生産年齢人口を合わせた割合では、社人研

推計よりも５ポイント高く、２７，４２５人が増加することが見込まれます。 

  

 ᶍ  
（人） 

（備考）社人研推計準拠については、令和３２年までは社人研が令和２年の国勢調査をもとに推計したもので、令和３７年以降
は人口動態に係る移動等の各指標が令和３２年から同３７年への推移のまま一定で継続されると仮定し、国から提供
されたもの 

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52

人数（人） 32,119 29,111 26,547 25,021 23,824 22,349 20,536 18,691 17,079 15,705 14,541

人口比率（％） 11.8 11.0 10.5 10.3 10.3 10.2 9.9 9.6 9.4 9.3 9.2

人数（人） 33,230 29,784 27,142 25,612 24,808 23,617 21,938 19,989 18,151 16,747 15,806

人口比率（％） 12.1 11.2 10.5 10.3 10.4 10.4 10.1 9.7 9.3 9.2 9.3

人数（人） 33,230 29,344 26,885 26,127 27,295 27,865 27,776 27,183 26,996 27,151 27,652

人口比率（％） 12.1 11.0 10.4 10.4 11.2 11.8 12.2 12.3 12.6 13.2 13.9

年少人口

社人研推計準拠
（H２２国勢調査）

社人研推計準拠
（R２国勢調査）

津市の将来展望

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52

第１期策定時
社人研推計準拠

（Ｈ２２国勢調査）
272,965 263,731 253,518 242,682 231,320 219,521 207,440 194,952 182,278 169,583 157,716

社人研推計準拠
（Ｒ２国勢調査）

274,537 266,699 257,719 248,305 238,368 228,120 217,792 206,637 194,702 182,539 170,629

津市の将来展望 274,537 266,666 258,809 250,981 243,338 235,825 228,544 221,025 213,531 206,101 199,290
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158,050

79,767

87,693

159,920

103,27257.9%

50.6%

51.4%

58.3%

51.8%

49.5%

51.0%

52.5%

54.0%

55.5%

57.0%

58.5%

60.0%

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52

社人研推計準拠（H２２国勢調査）（生産年齢人口） 社人研推計準拠（R２国勢調査）（生産年齢人口）

津市の将来展望（生産年齢人口） 社人研推計準拠（H２２国勢調査）（総人口に占める割合）

社人研推計準拠（R２国勢調査）（総人口に占める割合） 津市の将来展望（総人口に占める割合）

82,796

63,408

67,129

81,387 68,367

30.3%

40.2%

39.3%

29.6%

34.3%

24.0%

26.0%

28.0%

30.0%

32.0%

34.0%

36.0%

38.0%

40.0%

42.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52

社人研推計準拠（H２２国勢調査）（老年人口） 社人研推計準拠（R２国勢調査）（老年人口）

津市の将来展望（老年人口） 社人研推計準拠（H２２国勢調査）（総人口に占める割合）

社人研推計準拠（R２国勢調査）（総人口に占める割合） 津市の将来展望（総人口に占める割合）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ③老年人口 

     推計した将来展望における老年人口の割合は、令和２年の２９．６％から上

昇を続けた後、令和３２年をピークに減少し始め、令和５２年には、社人研

推計準拠より５ポイント低下することが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᶍ  

 ᶍ  （人） 

（人） 

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52

人数（人） 158,050 151,484 143,655 134,410 122,610 113,724 106,837 99,999 93,208 86,361 79,767

人口比率（％） 57.9 57.4 56.7 55.4 53.0 51.8 51.5 51.3 51.1 50.9 50.6

人数（人） 159,920 155,073 148,156 139,577 127,778 119,172 112,637 106,849 101,414 94,632 87,693

人口比率（％） 58.3 58.1 57.5 56.2 53.6 52.2 51.7 51.7 52.1 51.8 51.4

人数（人） 159,920 155,477 149,486 141,734 130,282 122,568 117,449 113,929 111,262 107,075 103,272

人口比率（％） 58.3 58.3 57.8 56.5 53.5 52.0 51.4 51.5 52.1 52.0 51.8

生産年齢人口

社人研推計準拠
（H２２国勢調査）

社人研推計準拠
（R２国勢調査）

津市の将来展望

（備考）社人研推計準拠については、令和３２年までは社人研が令和２年の国勢調査をもとに推計したもので、令和３７年以降
は人口動態に係る移動等の各指標が令和３２年から同３７年への推移のまま一定で継続されると仮定し、国から提供
されたもの 

（備考）社人研推計準拠については、令和３２年までは社人研が令和２年の国勢調査をもとに推計したもので、令和３７年以降
は人口動態に係る移動等の各指標が令和３２年から同３７年への推移のまま一定で継続されると仮定し、国から提供
されたもの 
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R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52

人数（人） 82,796 83,136 83,316 83,251 84,886 83,448 80,066 76,262 71,991 67,516 63,408

人口比率（％） 30.3 31.5 32.9 34.3 36.7 38.0 38.6 39.1 39.5 39.8 40.2

人数（人） 81,387 81,842 82,421 83,116 85,782 85,331 83,217 79,798 75,137 71,160 67,129

人口比率（％） 29.6 30.7 32.0 33.5 36.0 37.4 38.2 38.6 38.6 39.0 39.3

人数（人） 81,387 81,845 82,438 83,120 85,761 85,392 83,319 79,913 75,273 71,874 68,367

人口比率（％） 29.6 30.7 31.9 33.1 35.2 36.2 36.5 36.2 35.3 34.9 34.3

社人研推計準拠
（H２２国勢調査）

社人研推計準拠
（R２国勢調査）

津市の将来展望

老年人口
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ŧ   

 Ŧ ǝ ƻ  

  １ 目的 

    地方創生に向けた取組を進めるなか、少子高齢化を伴う人口減少や東京一極

集中に依然として歯止めがかかっていない状況を踏まえ、デジタル技術の活用

などによるこれまでの取組の深化・発展、新たな取組の展開など、地方創生に

向けた取組を戦略的かつ集中的に進めることを目的とします。 

 

  ２ 策定の考え方 

    津市の人口動向については、減少に歯止めがかかってはいないものの、転入

超過基調による緩やかな減少傾向にあり、これまで取り組んできた施策が一定

の効果をもたらしているという考えのもと、それら施策の実績の検証や他市に

おける事例等を踏まえ、今後のデジタル技術の活用も見据えながら継続して取

り組むもの、さらに深化させるもの、新たに取り組むものなどを見極め、必要

な見直しを行い策定しました。 

    なお、総合戦略策定に当たっては、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略の

考え方を勘案しています。 

 

  ３ 戦略の期間 

    総合戦略の期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 

 

  ４ 位置付け 

   ⑴ 国の総合戦略等との関係 

     まち・ひと・しごと創生法第１０条に基づき、国のまち・ひと・しごと創

生総合戦略に掲げられている基本的な考え方や取組方針などを勘案するとと

もに、市民と課題を共有するために津市の人口の現状と将来のすがたを示し

た人口ビジョンを踏まえ、政策目標や施策の基本的な方向、具体的な施策を

まとめた総合戦略を示すものです。 

 

まち・ひと・しごと創生法（抄） 

 

第二章 まち・ひと・しごと創生総合戦略 

第八条 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるものとす

る。 

２ まち・ひと・しごと創生総合戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 まち・ひと・しごと創生に関する目標 

二 まち・ひと・しごと創生に関する施策に関する基本的方向 

三 前二号に掲げるもののほか、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を

総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 
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３ まち・ひと・しごと創生本部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の案を作成するに当た

っては、人口の現状及び将来の見通しを踏まえ、かつ、第十二条第二号の規定による検証に

資するようまち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況に関する客観的な指標を設定すると

ともに、地方公共団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 内閣総理大臣は、まち・ひと・しごと創生本部の作成したまち・ひと・しごと創生総合戦

略の案について閣議の決定を求めるものとする。 

５ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、まち・ひと・

しごと創生総合戦略を公表するものとする。 

６ 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、まち・ひと・しごと創生総合戦略を変

更しなければならない。 

７ 第三項から第五項までの規定は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の変更について準用す

る。 

 

（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

第九条 都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該都道府県の区域の実

情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県

まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略は、おおむね次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

一 都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標 

二 都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、都道府県が構ずべき施策に

関する基本的方向 

三 前二号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関

し、都道府県が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 都道府県は、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 

 

（市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

第十条 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、まち・ひと・しごと創生総

合戦略（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは、まち・ひと・

しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）を勘案して、当該市町

村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画（次

項及び第三項において「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）を定めるよう

努めなければならない。 

２ 市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略は、おおむね次に掲げる事項について定めるもの

とする。 

一 市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標 

二 市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策に関す

る基本的方向 

三 前二号に掲げるもののほか、市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、

市町村が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 市町村は、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表するよう努めるものとする。 

 

   ⑵ 県の総合戦略との関係 

     三重県は令和４年１０月、おおむね１０年先を見据えた県政運営の指針と

なる長期ビジョン「強じんな美し国ビジョンみえ」とともに、中期の戦略計
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津市総合計画基本構想 津市総合計画第２次基本計画 次期津市総合計画基本計画

まちづくりの大綱 施　　策 施　　策

・子どもたちの未来に向けて

・市民の健やかな人生設計に向けて

・市民の安全と安心の確立に向けて

・市民の心豊かで快適な暮らしに向けて

・市民の生活を支える地域経済の発展に向けて

・市民の幸せを実現する市役所に向けて

各まちづくりの大綱を踏まえ実施する
施策のうち地方創生に係り特に集中的
かつ効率的に取り組むべき施策

各まちづくりの大綱を踏まえ実施する
施策のうち地方創生に係り特に集中的
かつ効率的に取り組むべき施策

画「みえ元気プラン」を策定し、令和５年４月からはこの「みえ元気プラン」

を三重県版総合戦略として位置付けています。津市の第３期総合戦略の政策

目標や施策の基本的な方向、具体的な施策の検討に当たっては、「みえ元気

プラン」に掲げられた「７つの挑戦」をはじめとする取組方向を勘案してい

ます。 

 

みえ元気プラン（令和４年１０月策定） 

■みえ元気プランで進める７つの挑戦 

 ５年間で取組を一層加速させていかなければならない課題を抽出し、積極果敢に対応してい

くため、次の７つの取組を位置付け。 

 ①大規模災害に対応した防災・減災、県土の強靱化対策の加速・深化 

 ②新型コロナウイルス感染症等への対応 

 ③三重の魅力を生かした観光振興 

 ④脱炭素化等をチャンスととらえた産業振興 

 ⑤デジタル社会の実現に向けた取組の推進 

 ⑥次代を担う子ども・若者への支援・教育の充実 

 ⑦人口減少への総合的な対応 

 

   ⑶ 津市総合計画との関係 

     本総合戦略は、津市総合計画基本構想及び令和９年度までを計画期間とす

る第２次基本計画における子育ての推進や雇用の創出、定住の促進など、地

方創生に係る部門別計画の位置付けとなります。 

     また、令和１０年度からの次期津市総合計画基本計画を見据え、総合計画

基本構想（計画期間の定めなし）のまちづくりの大綱を踏まえた、長期的な

視野に立って推進すべき施策についても掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ᶇᶍ ᶍ   

 ᶒ ᶇᶍ   

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度～

次期津市総合計画基本計画

津市まち・ひと・しごと創生総合戦略 第２期津市まち・ひと・しごと創生総合戦略

津市総合計画　基本構想

津市総合計画　後期基本計画

津市総合計画　基本構想

ᶝᶀᴴᶑᶇᴴᵶᵳᶇ

津市総合計画　第２次基本計画

ᶝᶀᴴᶑᶇᴴᵶᵳᶇ
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 ŧ ǡɆȍɜȱ 

   津市の人口ビジョンや国の総合戦略等を踏まえ、津市が有する地域の特性や多

様性を都市の総合力として発揮し、地方創生に向けた取組を進めるため、総合戦

略において４つのポイントを掲げます。 

 

 

 

 

   津市には脈々と受け継がれてきた歴史や文化、自治意識が高い市民風土やコミ

ュニティ、古くから地域の生活を支えてきた豊かな自然に加え、暮らしやすい温

暖な気候、中部圏と近畿圏の結節点として恵まれた交通アクセス、三重大学や三

重短期大学などの高等教育機関、三重大学医学部附属病院や県立一志病院等の医

療機関、国・県の行政機関、県都として集積されてきた都市機能、さらには築き

上げられてきたしなやかな産業構造など、多様な強みを有しています。 

   一方で、そういった津市の強みの情報発信が十分にできていないなど、津市の

強みを活かしきれていないところがあります。 

   そのため、津市の強みを土台とし、若い世代が求める結婚・出産・子育てしや

すい環境づくりを進め、こどもを生み育てやすい津市に磨きをかけるとともに、

ＤＩＮＫｓ世帯や結婚することを選択しない若者など、ＳＤＧｓを踏まえた様々

な人にとって暮らしやすいまちづくりを進め、そして、津市の魅力をこれまで以

上に強力に発信することで、住みたくなる津市、住むことに誇りを持つ津市、訪

れたくなる津市を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ḥᶹḻḐӡ 
ᵫ ᵸᶪ ᶣ ᶱ ᶊ ᵪᵶᵾ ᶍ

ᶇ ᶍ  טּ

ø ᴴ ᴴ ╔ᶅᵶᶣᵸᵣᵆ  b

ø ᶞᵾᵮᶉᶪᵆ  b

ø ᶟᵲᶇᶊ ᶩᶱ ᶃᵆ ᵇ 

ø ᶫᵾᵮᶉᶪᵆ  b

受け継いできた 

歴史・文化 

自治意識が高い 

市民風土やコミュニティ 

豊かな自然 

温暖な気候 

中部圏・近畿圏の結節点 

としての交通アクセス 

質の高い 

高等教育機関 

充実した 

医療機関 

しなやかな 

産業構造 

 ƿ ǌǾ ǲ  

など 

情報発信 

の強化 
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   近年における津市の人口動態は、社人研が平成２５年及び平成３０年において

示した将来推計人口よりも若干上振れて推移しており、これまで推進してきた施

策が一定の効果をもたらしているものと捉え、これまでの取組の実績の検証に加

え、他市における状況等についても参酌しました。 

   また、若者が地方から東京圏などの大都市圏に流出していくことが少子化の要

因の一つとなっていることを踏まえ、若者等に選ばれる地域づくりを進めていく

ことが重要であるとし、各分野の関係団体へのヒアリングだけでなく、三重大学、

三重短期大学、高田短期大学、津高等学校及び久居農林高等学校の学生等を対象

とするアンケートを通じて聴取した意見やアイデアなどを踏まえた取組を展開し

ます。 

 

 

 

 

Ø ǴǾ Ù 

   合計特殊出生率の低迷や婚姻件数の減少などを要因とする人口の自然減と、特

に進学や就職に伴う若い世代の東京都や大阪府、愛知県への転出超過などを要因

とする人口の社会減に歯止めをかける施策を積極的かつ戦略的に展開し、人口減

少の早期抑制を目指します。 

 

Ø Ǿ Ù 

   婚姻件数や合計特殊出生率、大都市への転出超過などを改善しても、人口減少

が収束するまでには数十年という相当な時間を要し、この間も一定規模の人口が

減少するということを踏まえ、効率的かつ経済的な視点に立った戦略も展開し、

現在より小さい人口規模であっても多様性に富んだ成長力のある持続可能なまち

づくりを進めます。 

 

 

 

 

   ＡＩをはじめとするデジタル技術は、その進歩とともに今後ますます日常生活

や経済活動の場に浸透していくものと予想されます。 

   デジタルについては、既に実施している行政手続のオンライン化や中小企業の

ＤＸに対する支援に留まらず、総合戦略に示す事業においても、有効性が認めら

れるものから積極的な活用を図るものとします。  

ḥᶹḻḐӤ ᶍ ᶱ ᵧᵾḏḀḇḳᶍ  

ḥᶹḻḐӢ 
ᵲᶫᶝᶆᶍ ᶍ ᴲ ᶣ ᶍ ᶍ≥ ᶱ

ᶝᵧᵾ ᶍ  

ḥᶹḻḐӣ ᵆ ᶠᶪ ᵇᶇᵆ ᶪ ᵇᶍ  



 

-  95 -  

 

Ũ  

  １ 地域ビジョン（目指すべき理想像） 

これまで歩んできた長い歴史の中で、育まれ受け継がれてきた津市の強みに

さらに磨きをかけ、デジタルやＳＮＳといった時代に応じたツールを活用し、

市民がそれぞれの幸せを実感しながら、心豊かで笑顔あふれる人生を送ること

ができるまちを目指します。 

 

  ２ 基本目標 

国の総合戦略を勘案するとともに、「第２ 策定のポイント」で示した４つ

のポイントを踏まえ、地方創生の取組を戦略的に推進していくために、つなが

りを持つ次の４つの基本目標を掲げることとし、それぞれ５年後に達成すべき

数値目標を設定します。 

 

ӡ  ¤ ¤ ╔Ǚǡ ȅƾǝƻǾ 

津市に住み、結婚したい、こどもを産みたい、こどもを育てたいと思う人たちの希望が

かなう環境づくりを進めます。 

数値目標 現状値（Ｒ５年度） 目標値（Ｒ１１年度） 

出生数 １，６７０人 １，７５０人 

 

Ӣ  ¤ ǞǻǾ↨ Ǌǒ ǡ ¤  

津市で家庭を持ち、安定した暮らしをしたいという人の希望をかなえるために必要とな

る雇用の創出・拡大を図ります。 

数値目標 現状値（Ｒ５年度） 目標値（Ｒ１１年度） 

従業員数（雇用保険被保険者数） ９０，８９７人 ９３，０００人 

 

ӣ  ¤ ¤┌ ǝǜǞǻǾ ǒǝ ǡ ǿǡ  

 津市への定住や移住、交流といった観点からの、津市への新たな人の流れの創出を図り

ます。 

数値目標 現状値（Ｒ２～５年度の平均） 目標値（Ｒ７～１１年度の平均） 

計画期間中の平均転入超過数 １８５人／年 ２００人／年 

 

Ӥ  Ǜ ƿǗǝƿǖǒ↨ ǊǙ ǼǎǾ ╓ǘǂǽ 

 地域に暮らす人たちが明るい将来を思い描き、互いに支え合い、笑顔があふれる地域づ

くりを進めます。 

数値目標 現状値（Ｒ４年度） 目標値（Ｒ１１年度） 

市政アンケート等で、「津市は住

みやすい」と回答した人の割合 
７９.９％ ９０.０％ 
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  ３ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定 

    ４つの基本目標別に設定する目標値を実現するため、以下に示す具体的な施

策に取り組むとともに、目標の達成の度合いが検証できるよう重要業績評価指

標（ＫＰＩ）を設定します。 

 

 

ӡ ¤ ¤ ╔Ǚǡ ȅƾǝƻǾ 

 

  Ò ǱƻǾǬǀ ǝ Ó 

   ・国において、令和５年４月にこども政策の司令塔となる「こども家庭庁」が

創設されると同時に、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進してい

くための包括的な基本法である「こども基本法」が施行されるなど、こども

政策を取り巻く状況が大きく変化しています。 

   ・令和５年１２月、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するた

め、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議

決定され、大綱においては、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的

に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現に向け、こ

どもや若者、子育て当事者の視点を尊重し意見を聴くこと、こどもや若者、

子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する

ことなどが掲げられており、地方自治体においてもこども大綱に基づく取組

が求められています。 

   ・令和５年１２月に策定された「こども未来戦略」においては、２０３０年ま

でが少子化トレンドを反転させるラストチャンスであり、我が国の持てる力

を総動員し少子化対策と経済成長実現に不退転の決意で取り組まなければな

らないとされています。 

   ・児童福祉法の改正により、令和６年４月から市町村における児童福祉及び母

子保健に関し、包括的な支援を行うこども家庭センターの設置が努力義務化

されるなど、子育て家庭への支援のさらなる充実等が求められています。 

   ・津市の合計特殊出生率は、厚生労働省が分析している全国の動向と同様に、

平成１８年以降、晩産化を背景とした世代による出産時期の傾向の違いが要

因と見られる上昇がありましたが、近年は再び平成１８年に近い水準まで低

下しつつあり、人口規模が長期的に維持される水準（人口置換水準）である

２．０７を大きく下回っています。また、死亡数と出生数の差は年々拡大し

ており、自然減が進展しています。 

   ・社人研により令和３年６月に実施された第１６回出生動向基本調査結果では、

２０１８年後半から２０２１年前半に結婚した夫婦の１割以上がＳＮＳやマ

ッチングアプリ等のインターネットサービスを利用して相手と知り合ったと

いうことのほか、いずれは結婚しようと考える未婚者の割合が男女とも低下

したものの比較的高い水準にある一方、一生結婚するつもりはないと考える

未婚者も２０００年代に入って増加傾向にあるということが示されています。 

※KPI：Key Performance Indicator の略。施策ごとの達成すべき成果目標として設定するもの。   
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   ・また、平均知り合い年齢や平均初婚年齢は上昇傾向に、平均交際期間は伸長

傾向にあり、晩婚化、晩産化が進んでいます。 

   ・さらに平均出生数は、夫婦の結婚年齢が高いほど少ない傾向になっており、

３組に１組以上の夫婦が不妊を心配したことがあり、実際に不妊の検査や治

療を経験した夫婦は４.４組に１組という調査結果が出ています。 

   ・加えて、未婚者が独身でいる理由に関しては、２４歳以下では結婚するため

の積極的な動機がないことが挙げられ、２５歳以上では、適当な相手がいな

いことが最大の理由として挙げられています。また、異性とうまく付き合え

ない、今は趣味を楽しみたいといった理由が微増しています。 

   ・女性（妻）の就業継続や第２子以降の出生割合は、男性（夫）の家事・育児

時間が長いほど高い傾向にあるなか、男女共同参画白書（令和２年版）によ

ると日本の夫の家事・育児関連時間は１日当たり１時間３０分程度と国際的

に見ても低水準（アメリカ、ドイツ、スウェーデン、ノルウェーの約５分の

２）となっており、こどもの保育所等への迎えや食事の準備などが女性に集

中する「ワンオペ育児」が問題となっています。 

   ・子育てをしながら働き続けるためには、性別に関わらず、子育てと仕事が両

立できるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現する環境づ

くりが必要とされています。 

   ・結婚や出産などは個人の意思が尊重されるべきものであることは言うまでも

ありませんが、妊娠・出産に適齢期があることなどの正しい医学的な知識を

男女ともに身に付け、自らの健康管理やライフプラン設計の意識を高める

「プレコンセプションケア」の普及が重要となっています。 

   ・生まれたこどもたちが、安全で安心して生活を送ることができ、そして質の

高い教育を受けることができるしっかりとした環境が整っていることが、子

育てをする住み家を決める大きな要素になっています。 

   ・三重大学、三重短期大学、高田短期大学、津高等学校及び久居農林高等学校

の学生等を対象として実施したアンケート調査の結果では、一般論としての

結婚に対する考え方については「結婚は必ずするべきだ」と「結婚はしたほ

うがよい」の合計が約３割でしたが、自分自身の結婚に対する考え方につい

ては「いずれは結婚したい」が約７割を占めています。結婚したい理由とし

ては、「好きな人と一緒に暮らせるから」が最も多く、次いで「こどもがほ

しいから」となっており、結婚を考える際の不安としては「経済的なこと」、

「出産・子育ての負担」が大半を占め、子育てのイメージについても、最も

多かったのは「幸せそう・楽しそう」ですが、次いで「お金がかかる」、

「育てられるか不安」、「心身の負担が大きい」が挙げられています。 

   

  Ò ǡ Ó 

    結婚することやこどもを持つことを希望する人がその希望を確実にかなえら

れるよう、結婚・出産・子育てしやすい環境づくりを進め、安心して将来設計

を描くことができるまちを目指します。 
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    出会いの場の創出をはじめ、不妊治療を受ける人や子育てする人が直面する

心身的・経済的負担の軽減策などを展開するとともに、時代に応じた情報発信

ツールを活用し、個人の意思を尊重しつつ、市内の若い世代だけでなく、広く

市外に向けても結婚・子育てに関する情報発信を行います。 

    また、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）や男性の家事・育児

への積極的な参加などを促進し、職場全体、社会全体で仕事を続けながら子育

てする人を支える環境づくりを進めます。 

    同時に、結婚・出産・子育てなどのライフステージの節目において、こども

のことを考え、将来に向けた基盤とする住み家を選択するときに、津市での暮

らしが理想となるよう、こどもを生み育てやすい、安全で安心して子育てでき

る空間づくりを進めるとともに、こどもの視点に立った教育環境の充実を図り

ます。 

 

  Ò ǝ Ǜ לּ Ó 

    Ʒ¤  

ȋ Ʒǡ ǡ Ǜ וֹ ǝ È É 

結婚等を望まれている人を応援するため、民間が行う結婚支援事業との

調和を図りながら、出会いの場を創出するイベントの開催や非営利団体の

結婚に関する活動支援等の取組を進めるとともに、結婚等を望まれている

人だけでなく、その御家族なども対象とした相談会等の施策を展開します。 

また、三重県が出逢いを応援するため委託により設置した公的な機関の

「みえ出逢いサポートセンター」と連携し取組の拡充を図るとともに、Ｓ

ＮＳ等様々な媒体を通じた効果的な情報発信を強化します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø Ǧ טּ ╓ ⱱ ǞǻǾ 

ⱱȍɂɜȱǡ נּ Ù 

Ŧũť ½  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ Ʒǡ ǡ  

       ¤ Ʒǡ ǡ Ǟ ǌǾȾȒɖº 

       ¤ ƿ ƹ Ʒꞌⱱ Ǟ ǌǾ  

       ¤ ƿ ⱱǌǾ Ʒǡ ǡ  

 

    ¤  

ȋ ¤ ƾǼ ╔ǙǫǛ ǿǡǝƷ ⱱÈ É 

妊娠・出産に対する不安や悩みに寄り添い、母子健康手帳交付時に保健

センターの保健師等が相談に応じることなどを通じて、安心して妊娠期か

ら子育て期が過ごせるよう途切れなく支援をつなげます。加えて、相談内

容から把握した家庭の状況に応じた適切な情報提供や働きかけを継続しま
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す。 

また、全ての乳児家庭への赤ちゃん訪問を継続し、訪問が難しい場合に

おいても関係機関と連携して、育児環境の現況把握の徹底を図ります。 

経済的負担の軽減に向けては、保険適用外の不妊治療費や妊産婦医療費

の助成をはじめ妊婦歯科健康診査や１か月児健康診査、産婦健康診査の無

料実施など妊娠期から出産後の支援を途切れることなくつないでいきます。 

さらに、関係機関と連携し、妊娠、出産、子育てにおける切れ目のない

心身のケアや育児のサポートを充実させます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø קּ È ǔǶȆ É Ù 

ŮŮ.ŮðÈƇŪ ÉąŦťť.ťðÈƇŦŦ É 

Ø È ÉÙ 

Ũťť ½  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ  

       ¤ ╔ ǡ  

       ¤ ═  

       ¤ ǜǵ═  

       ¤ ǡǒǴǡ ⱱ ǡ  

       ¤ ǡ  

¤ǆǜǵ ╔Ǚ ⱱ ǞƽǄǾ ⱱ ǚǡ ǡ  

¤ ¤ ȞɆºȱ  

¤ Țȋ ǡ  

¤ ⱱ  

       ¤ ╗ ǡ  

¤ ǡ  

¤ ÈɇȨȴȯȌᾗ  ǈǂǼȆǯ Éǡ  

       ¤ שּ ǡ  

       ¤ ╔═ ǡ  

       ¤ קּ È ǔǶȆ Éǡ  

       ¤ ǡ  

       ¤ ȢȘɓºȴɜș ǡ  

¤ ÈŦƾ  ũƾ  Ŧťƾ  Ŧ ūƾ   

Ũ Éǡ  

¤ ǡ  

¤ ǡ  

¤ ǡ  
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ȍ ¤ Ǟ ǌǾ═ ȅ Ǳƻǒ ǡ È ╔

É 

小学校及び義務教育学校（前期課程）に産婦人科医や助産師などの専門

家を派遣し、医学的知見に基づいた性や心身の発育発達についての正しい

知識や命の大切さ、家族や他者との関係等について学ぶ機会を提供するこ

とで、相手に対する理解や思いやり、家族観の醸成を図ります。 

また、中学校及び義務教育学校（後期課程）においては、産婦人科医や

助産師などの専門家を派遣し、こどもたちの状況に応じた保健指導等を実

施することで、プレコンセプションケアも見据えた思春期からの性や妊娠、

出産の適齢期及び不妊に関する正しい知識の普及を進めるとともに、自分

や他人の性について大切に考え行動する生徒等の育成を図り、三重県が行

う高等学校以降を対象としたライフプラン教育につなげます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ¤  ǡ Ô ǡ Ƿ

ȅ ǖǙƷǱǌƾÕǞ ǝ ȅǊǙƷǾ ǡ Ù 

 ŭŧ£ŪðÈƇŪ Éąŭŭ£ŪðÈƇŦŦ É 

 ūŭ£ŦðÈƇŪ ÉąŬũ£ŦðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ɒȍȾɀɒɜ ╔  

       ¤ ɒȍȾɀɒɜ ╔  

 

    ╔Ǚ 

ȋ ǡȴºȣǞ Ǌǒ ╔Ǚ ⱱǡ È ¤ É 

市内に５か所ある子育て支援センターは、津市こども家庭センターのこ

ども子育て支援拠点として、子育て支援コーディネーターを配置し、子育

てについての相談、情報の提供、助言等を行い、子育ての負担等を和らげ、

子どもの健やかな育ちを支える支援機能の充実を図ります。 

また、休日に乳幼児とその保護者が集い、ふれあい、交流できるような

機会の拡大や施設機能の拡充に取り組むとともに、同じく津市こども家庭

センターのこども子育て支援拠点である保健センターのほか、地域の子育

て支援団体や支援者と連携しながら、子育て支援センターの利用促進を継

続します。 

保健センターにおいては、妊娠期から出産、出産後早期の育児等に関す

る不安や悩みに対して保健師による相談対応や情報提供、個人の支援プラ

ンの策定など途切れのない支援等の取組を進めます。 

さらに、若者や保護者へのアンケートなどを通じて、真に必要とされて

いる支援を見極め、子育てを応援する施策も拡充するとともに、ＳＮＳ等

を通じた子育て支援情報等の発信に努めます。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╔Ǚ ⱱȤɜȨº ǡ ÈǆǜǵÉÙ 

ũū¢ũŪŨ ½ ÈƇŪ Éąūť¢ťťť ½ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ǆǜǵ ╔Ǚ ⱱ È ⱱ Éǡ  

       ¤ ╔Ǚ ⱱȤɜȨºÈ ╓ ╔Ǚ ⱱ Éǡ  

       ¤ ǀּקȅ Ǌǒ ╔Ǚ ⱱ 

 

ȍ ǆǜǵ¤ּק ǫǡ ¤ ⱱ ǡ È É 

津市こども家庭センターは、対面やオンラインを通じて妊産婦期から子

育て期に係る相談内容に応じた有益な情報の提供、助言等を行い、切れ目

ない一体的な支援機能の充実を図るとともに、関係機関や団体等との連携

を強化し、虐待や貧困、ヤングケアラーなど困難を抱えたこどもや障がい

のあるこどもなどへのきめ細かく適切な対応と家族への支援を実施します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Øּק ǡ Ù 

Ŧ¢ťŧŨ ÈƇŪ ÉąŦ¢ŧŪť ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

קּ¤        ǡ  

קּ¤        ⱱ ǡ  

 

ȏ ╔Ǚȅ ⱱǌǾ Ⱨǡ È É 

地域における利用状況やニーズを踏まえた効率的かつ効果的な観点のも

と、こどもや保護者等にとって親しみやすく利用しやすい、周囲と調和の

とれた公園の整備を進めます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø Ⱨǡ È ÉÙ 

Ŭ.ŭƝƖÈƇŪ Éą Ů.ŮƝƖÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ȅ Ǵǒ Ⱨǡ  

       ¤ Ǌǒטּ ǡ  

 

ȑ ╔ ǡ È ¤ ╔ É 

保護者の労働や疾病などにより保育を必要とするこどもに対する保育所

等の保育提供体制の確保を継続しつつ、保護者等が希望する保育所、もし

くは、認定こども園又は幼稚園にこどもが入園できるよう保育士・幼稚園

教諭等の確保やＩＣＴを活用した環境整備を進めます。また、国が進める
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こども誰でも通園制度などの新たな施策にも対応しながら、研修等を通じ

た保育の質の向上を図り、柔軟で多様な保育を提供します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø È ũ Ŧ ÉÙ 

ȥɖǡ┐  

      Ø ǝ Ù  

¤ ╔ ¤ Ⱨ ǡ  

¤ ╔ ǡ ǞǻǾ ╔ ǡ  

       ¤ǆǜǵ ǚǵ Ⱨ ǡ  

 

ȓ ╔ǡ È ¤ ╔ É 

こどもの豊かな育ちを支える社会の確立に向けて、こどもたち一人ひと

りを丁寧に育む「質の高い幼児教育」の提供に努めるとともに、幼児期か

ら児童期のそれぞれの発達の特性や連続性を見通し、保護者との情報共有

の強化を図りながら就学前教育の充実を図ります。 

また、公私立の幼稚園、保育所、認定こども園等の相互の連携や、小学

校教育との円滑な接続に向けた研修や研究をさらに進め、カリキュラムや

教育方法の充実・改善を進めます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø Ǟ ǡ Ⱨ¤ ╔ ¤ ǆǜǵⱧȅ ǛǊǒ Ǟ ǊǒⱧנּ ǡ Ù 

 ŦťťðÈƇŪ Éǡ┐  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ  

       ¤Ô Ǆבֿ ɀɖșɒɉÕǡ  

 

Ȕ ǡ ǡ ǡ ( ¤ ╔ )  

近年の女性就業率の上昇等による、さらなる共働き家庭の児童数の増加

により、放課後児童クラブの利用者は年々増加傾向にあり、利用者の要

望・期待に応えることに加えて、共働き家庭等が直面する「小 1の壁」を打

破する観点から、利用を希望する全てのこどもが安全安心に放課後を過ご

し、かつ多様な体験・活動を行うことができ、保護者等も仕事が続けられ

るよう放課後児童クラブの質と量を向上させるとともに、実際の活動現場

や地域特性を踏まえた放課後児童クラブの充実を図ります。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ȘɒȿǞ Ǿ Ǟ ǘǂ È ÉÙ 

Ŧŧ ÈƇŪ Éąŧť ÈƇŦŦ É 
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Ø Șɒȿǡ ǿ Ù 

Ũ¢ŨŦū ÈƇŪ Éąũ¢ťťť ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

¤ ǡ ǡ Ƿ  ╓ǡ Ǟꞌǋǒ Ș

ɒȿǡ ǝ  

       ¤ ǡ Ǜ ⱱ╢ ǡ  

¤ǆǜǵǡ ǘǂǽǡ  

 

Ȗ ƾǝ ǡ╔ Ǟ Ǆǒ Ǧ ╔ ǡ ╔ ǡ

È ╔ É 

「主体的・対話的で深い学び」の授業の実現に向け、津市ＧＩＧＡスク

ール構想を推進し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充

実させることで、全てのこどもたちの可能性を引き出し、他者と協働しな

がら問題発見や問題解決に挑む資質・能力を育成します。 

また、幼児教育と小学校教育において、これまでの活動や交流等を中心

とした連携から、教育課程でつなげる接続へと新しい方向性を示し、乳幼

児期に遊びを通して培った様々な資質や能力を、小学校に連続してつなげ

ていくための「津市架け橋プログラム」を実施し、乳幼児期の学びから小

学校への連続した学びの実現を図ります。 

さらに、学校と地域が連携・協働する取組を進め、保護者・地域住民等

が教育の当事者となって、学校運営に参画する体制である学校運営協議会

の充実を図るとともに、地域の実情に応じた地域学校協働本部の体制づく

りを進めていきます。また、こどもたちが安心して暮らせる地域、そして、

自分らしい生き方を実現できる未来を創るために、学校運営協議会と地域

学校協働本部が両輪となり、「地域とともにある学校づくり」に取り組み

ます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ¤  ǞƽǄǾ Ū ¤ ŧ Ǳ

ǚǞ Ǆǒ ǚǢ  ǡ Ǟ ǄǙ  ǚ ƻ  ƾǼ ǽ ȆǚƷ

ǒƾǛƷƹ Ǟ ǊǙ  ǝ ȅǊǙƷǾ ǡ Ù 

 Ŭŭ£ūðÈƇŪ Éąŭũ£ūðÈƇŦŦ É 

 ŭŦ£ŨðÈƇŪ ÉąŭŬ£ŨðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù 

       ¤ ¤ ǚ Ʒ Ǧȅ ǌǾǒǴǡ ǡ  

       ¤ ╓ǛǛǵǞƵǾ ǘǂǽǡ  

       ¤Ů ȅ Ǌǒ ╗ ╔ǡ  

¤Ŧ Ŧ ȨȿɕȬȱ   ȯɕȼ ȅ Ǌǒ ╔ǡ

ǡטּ  

¤Ô Ǆבֿ ɀɖșɒɉÕǡ È É 
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Ș ȅ ƻǒ ǡ ǘǂǽÈ É 

地域のこどもたち、子育てをしている人、高齢者等が気軽に集まり、子

育てに関する悩みの解決や高齢者の生きがいづくり・仲間づくりなど、互

いの知識や経験、ひいては存在そのものによって課題解決ができるような

世代を超えた交流の場を広げ、孤独・孤立の予防にもつなげます。 

また、地域の介護予防の拠点機能も兼ね備えることとし、高齢者の心身

機能の維持向上を図ります。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

ØǨǿƵƷƷǀƷǀȞɖɜ נּ Ù 

ŭŨ¢Ūūŧ ½ ÈƇŪ ÉąŦŧŨ¢ťťť ½ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ǨǿƵƷ¤ƷǀƷǀȞɖɜǡ ¤ נּ  

 

Ț ɘºȘ¤ɒȍȾ¤ȹɒɜȢÈ Ǜ ǡ Éǡ È ¤

¤ É 

子育てをしながら働き続けやすく、また、「ワンオペ育児」となること

なく男性、女性ともに心身に過度な負担なく育児ができるよう、性別に関

わらず休暇の取得促進や長時間労働を抑制するため、市民・事業所に対し

て、働き方や固定的な性別役割分担意識を見直すなどの意識啓発を行い、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進を継続します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǞǻǾ Ù 

ŧťť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ɘºȘ¤ɒȍȾ¤ȹɒɜȢÈ Ǜ ǡ Éǡ Ǜ  

       ¤ ǡ╔ ǡנּ  

       ¤ ǀ ǡ  
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Ӣ ¤ ǞǻǾ↨ Ǌǒ ǡ ¤  

 

  Ò ǱƻǾǬǀ ǝ Ó 

   ・若者の市内企業への就業を促進するためには、まず、地域にある優良企業の

存在を知ってもらう必要があります。 

   ・若者が就職する企業を選ぶポイントとして、休暇の取りやすさやワーク・ラ

イフ・バランスなどの職場環境が高くなっています。 

   ・三重大学、三重短期大学、高田短期大学、津高等学校及び久居農林高等学校

の学生等を対象として実施したアンケートの調査結果では、就職を考える際

に優先するものとして「給与」が最も多く、次いで「休暇などの取得しやす

さ」、「やりがい」が挙げられています。 

   ・２０～２９歳の転出超過は、男性より女性の方が多い傾向となっており、女

性にとって魅力的な雇用の創出や職場環境づくりが重要となっています。 

   ・今後、人口構造の変化による労働力不足の深刻化が予想されることから、就

労意欲のある高齢者などの雇用促進に向けた取組が、これまで以上に重要と

なっています。 

   ・令和５年で５，４２４人の外国人労働者が津市の地域経済活動に寄与し、産

業別に見ると、製造業が半数以上を占めています。 

   ・生産年齢人口が減少するなか、国において、これまでの「技能実習制度」に

代わり外国人労働者の中長期的な在留を認める「育成就労制度」が創設され

ることにより、受け入れが拡充されるため、当該制度による労働力の確保が

重要となってきます。 

   ・様々な分野において、ＡＩやドローンなどのデジタル技術の活用が実証の段

階から実装の段階に着実に移行しつつあり、その活用によって地域経済課題

の解決につながることが期待されています。 

   ・農業、林業、漁業、畜産業において、従事者・生産者の減少と高齢化が顕著

となっており、耕作放棄地の発生・拡大、農山漁村の機能の衰退等を防止す

るため、生業のあり方や新たな担い手の育成などにおける抜本的改革が急務

となっています。 

   ・森林経営管理法に基づく新たな森林経営管理制度がスタートしてから５年が

経過し、その取組の財源として創設された森林環境税の課税が令和６年度か

ら開始されており、市町村が主体となった適切な森林管理や森林整備が求め

られています。 

   ・津市の雇用を支えている産業のさらなる発展を促進し、市域の産業基盤を強

化することが求められています。 

   ・産業の持続的な発展に向け、独自の高い技術力を有する市内中小企業の生産

基盤の強化や人材の確保・育成への支援、事業承継対策が求められています。 

   ・中小企業へのＤＸを含む技術支援や地域資源を活用した事業化の支援並びに

起業・創業支援等の充実を図る必要があります。 

   ・企業誘致においては、外資系企業も含め、平成２３年度から令和５年度まで
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に５３社を誘致し、約１，８６０人の雇用の創出を実現しました。さらなる

雇用の創出などを図るため、新たな工業用地の創出に向けた取組に着手して

います。 

   ・各産業間で連携し、新商品の開発や技術開発力の向上による既存産業の振興、

新産業の創出など産業全般の活性化に取り組むことによって、一層の雇用の

創出と拡大を図る必要があります。 

 

  Ò ǡ Ó 

    市内企業における新事業創出や新商品開発、販路開拓、人材育成、ＤＸやド

ローン等の最新技術の活用による生産性の向上などに対するきめ細かな支援を

実施し、総合的な産業振興を図ります。 

    起業・創業を支援するとともに、日本の主要都市までの交通アクセスの良さ

などの地理的優位性を最大限に活かした企業誘致を進め、安定した収入を得る

ことができる良質で魅力的な雇用の創出と拡大を図ります。 

    また、市内中小企業の生産基盤の強化や人材の確保・育成への支援、事業承

継対策など、次世代に技術を継承する取組を進めます。 

    地域脱炭素推進プラットフォームの取組やカーボンニュートラルの実現に向

けたパートナーシップ協定の締結を推進し、地域脱炭素に積極的に取り組む市

内企業を後押しすることにより、産業の発展も踏まえた脱炭素化への地域経済

の円滑な移行を促します。 

農林水産業においては、新規就業者の確保や定着を図り、後継者の確保に向

け雇用を拡大するとともに、新商品の開発や６次産業化などによる活性化に取

り組み、マーケティングを強化します。 

    また、農山漁村の多面的機能の維持・増進を図るとともに、獣害に強い地域

を構築するなど農山漁村の活性化を促進します。 

    市内にある様々な仕事や企業に関する情報について、ホームページ等を通じ

た情報発信を強化し、市内外を問わずそれらの情報が高校生を含めた若者に認

知されるような取組を推進します。 

    女性や高齢者、外国人など働く意欲のある全ての人が働きやすい、働きたく

なる環境づくりを進めます。 

 

  Ò ǝ Ǜ לּ Ó 

    ǡ  

ȋ ǞƽǄǾ ╔ ¤ Ǟ Ǆǒ ⱱÈ É 

市内中小企業が築き上げてきた確固たる技術の後世への伝承とともに、

イノベーション活動を促進することに加え、ＤＸの推進など社会経済情勢

の変化に的確に対応した事業継続力と競争力を高めるため、これまで行っ

てきた市内中小企業における人材育成に対する助成制度の充実や講座・研

修会の開催を通じた支援を継続します。 

また、都市圏の大企業への人材流出を抑制し、市内企業への人材の定着
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を図るため、高校生や大学生など就職を間近に控える若者を対象にした市

内企業見学やそこで働く人たちと接する機会の提供などを継続するほか、

市内企業の認知度を高めるための市内企業に関する情報発信を強化するな

ど、将来の市内産業を支える人材の確保に資する施策を継続・強化します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╔ ǞǻǾ ⱱ Ù 

Ŧťť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ ╔ ǡǒǴǡ ⱱǡ  

       ¤ Ǟ ǌǾ ǡ  

 

ȍ ǡ ¤טּ   ǡ   Ǟטּ ǌǾ

ⱱÈ É 

ＡＩやロボット等のデジタル技術の進歩など、目まぐるしく変化する社

会経済情勢に対応しつつ、継続的に発展していくための事業競争力の強化

に向けた設備の自動化や高機能化、カーボンニュートラルへの対応、企業

ＤＸの推進など、市内中小企業が実施する生産性向上のための取組への支

援を拡充します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ⱱ ǞǻǾ ⱱ Ù 

ŬŪ È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

¤ ǡǒǴǡ ÈȔºɅɜȴɎºȱɒɔǷŹƍǡ ȅ

ǳÉǡ  

 

ȏ ȼȡȶȢȞɆºȱȤɜȨºǡ Ǜטּ ⱱǡ È É 

ビジネスサポートセンターにおいて、各種専門相談員によるＩＴ・金

融・法務など産業動向に合わせた相談や研修の機会の確保を継続するとと

もに、ビジネスカフェ等による創業機運の醸成を図りながら、付加価値の

高い新製品・新サービスの開発、ＤＸの推進、カーボンニュートラルへの

対応、海外も視野に入れた展示会出展等による販路開拓、新分野への進出、

地域資源を活用した特産品の開発など、市内企業における収益性向上のた

めの取組に対する支援を拡充します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

ØȼȡȶȢȞɆºȱȤɜȨºǞƽǄǾ Ù 

ŧ¢Ūťť È ǡ É 
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Ø ⱱ ǞǻǾ ⱱ Ù 

ũť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╢ǡ ǡ  

       ¤ȤɈȳº ȅ ǋǒ  

       ¤ ♬ ǡǒǴǡ Ǟ ǌǾ ⱱǡ  

 

ȑ ╓ ǡ Ǟ Ǆǒ ≥ ǡ Ǜ סּ ȑȶɔȗº ǡ

È É 

市域の約６割を占める森林が温室効果ガスの吸収に貢献し、市内の全消

費電力の５割以上を再生可能エネルギーで賄える津市のポテンシャルを活

かし、２０５０年までの温室効果ガス排出実質ゼロの達成に挑む「津市地

域脱炭素宣言」の下、令和５年３月に開設した「津市地域脱炭素推進プラ

ットフォーム」において脱炭素イベントに関する情報発信などを通じた価

値観の共有や多様な主体間の連携を促進することにより、ローカルイノベ

ーション（地域の特色を活かした新しい技術・仕組み・サービス・連携・

価値観などをもたらす変革）の創出を図ります。 

また、家庭用太陽光発電システムや燃料電池システム（エネファーム）、

定置型蓄電池や電気自動車等充給電設備（Ⅴ２Ｈ）などの新エネルギー利

用設備の一般家庭等への普及促進を通じて、省資源（省エネルギー）、脱

炭素につながる経済活動を促進します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╓ ɀɒȬȱȾȒºɉ Ù 

ūť ÈƇŪ ÉąŦťť ÈƇŦŦ É 

Ø ȑȶɔȗº Ù 

Ŧ¢ťťť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╓ ɀɒȬȱȾȒºɉǡ◖☺ 

       ¤ סּ ȑȶɔȗº ǡ  

 

ȓ ¤ Ǟ Ǆǒ ⱱÈ É 

若者や女性、高齢者など多様な人材が、自己実現や社会貢献などを目指

す起業や創業、事業者が既存事業と異なる新しい事業等に取り組む第二創

業は、地域経済の活性化に必要不可欠であるとともに、新たな雇用の創出

が期待されることから、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」

に沿って、商工会議所、商工会など各種創業支援機関と連携した創業支援

ネットワーク「創業サポーター ソケッ津」による創業支援のさらなる強

化に加え、創業機運の醸成にもさらに注力し、事業継続が可能な創業者の



 

-  109 -  

 

育成に継続して取り組みます。 

また、三重県が立ち上げ津市も参加する「みえスタートアップ支援プラ

ットフォーム」による支援をはじめ、スタートアップが生まれ育ちやすい

環境づくりに関係機関と連携して取り組みます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø Ǧ ǡ ⱱǞǻǾ Ù 

ŨŬŪ È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ¤ ǡǒǴǡ ǡ  טּ

       ¤ ⱱ ǡȶȬȱɘºȘǡ  טּ

       ¤ȢȨºȱȋȬɀ ⱱ ǡ  

 

Ȕ Ǟ ǌǾ ⱱÈ É 

事業者の高齢化や後継者不足が深刻化を増し、廃業による雇用や技術の

喪失が課題となるなか、地域経済の持続的発展に向け、高い技術力やノウ

ハウを次世代に引き継いでいくため、事業承継に関するセミナー等を開催

し、理解の醸成を図ることはもとより、個別の相談対応、後継者を必要と

している事業者の情報発信、経営のバトンを引き受けることとなる次の若

い世代の後継者育成支援等、三重県事業承継・引継ぎ支援センターをはじ

め関係機関と連携し、様々な角度からの事業承継促進をさらに進めます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø Ù 

ŦŪť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ⱱ ǡ  

       ¤ ǡ ǡ  טּ

       ¤ ⱱ ǡȶȬȱɘºȘǡ Èטּ É 

 

Ȗ ǞƽǄǾ ǡ ¤ ⱱÈ É 

農業においては、経営体の法人化や各経営体が行う新規の人材雇用を支

援するとともに、新規就業者が必要とする小規模機械の新規導入等を支援

します。 

林業においては、森林や林業について理解を深め興味を持つきっかけと

なるよう、まるごと林業体験や森と緑の親子塾などを継続して実施すると

ともに、「緑の雇用」の促進など、三重県等とも連携しながら雇用拡大に

繋げます。 

水産業においては、ハマグリやクルマエビ等の種苗放流など「つくり、
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育て、とる漁業」の取組や魚食の推進など、水産業を取り巻く環境の活性

化を図るとともに、関係機関と連携した雇用促進などの取組を進めます。 

また、市内の新規就業希望者が円滑に就業できるよう、各関係機関等と

連携した総合的支援を行い、市外・県外からの新規就業者の増加を図りま

す。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ☺ ǞƽǄǾ Ù 

ūŬ ÈƇŪ ÉąŬŨ ÈƇŦŦ É 

Ø Ù 

ŨŪ ½ ÈƇŪ ÉąŨŭ ½ ÈƇŦŦ É 

Ø ȍɂɜȱǡ Ù 

Ũ ∙ ½  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ☺ ǡ ǡטּ  

       ¤ טּ Ǧ Ǟ ꞌǌǾǒǴǡ ǡ  

       ¤ ǒǝ ǡ   ǡ  

       ¤ ☺ Ǟ ƿǾ ⱱǡ  

       ¤ Ƿ ǞǗƷǙǡ  

 

Ș ¤ ǡטּ È É 

地域農業の関係者が「地域の話合いの場」において地域農業の在り方等

について協議した結果を踏まえ、将来の農地利用の姿である目標地図と併

せて策定した「地域計画」に基づき、農地中間管理機構と連携し、担い手

への農地の集積・集約化を促進するとともに、耕作放棄地の発生抑制に努

め、耕作条件不利農地の借り受けや隣接する農地間の畦畔除去による農地

区画大規模化の支援等を通じた経営規模の拡大等による農業競争力の強化

を図ります。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø Ù 

ũŪ.ŨðÈƇŪ ÉąŪũ.ŦðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ¤ ǡטּ  

       ¤ Ʒ ǡ ǡ ¤טּ ☺  

       ¤ ǡ ¤  

 

Ț ╓     ȅ ƾǊǒ ǡ  ū ǡטּ

È É 
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市内農林水産物の利用の拡大・促進に向け、様々な情報媒体の活用やイ

ベント等でＰＲを強化するとともに、農林漁業者が主体となり、自ら生産

もしくは水揚げした農林水産物を活用した新商品開発や販路開拓の取組へ

の支援等を継続するほか、消費者と生産者との交流と地産地消をさらに推

進します。 

林業については、森林経営管理事業の意向調査結果を踏まえ、森林の現

況調査及び所有権の明確化、間伐の実施などをさらに進めるとともに、津

市産材を主要部材に使用して新たに建築する木造住宅に対する支援や木質

バイオマス利用の推進などによる新たな木材利用の創出など地域脱炭素に

向けた取組も絡めながら、津市産材の利用拡大と地域産業の活性化に向け

た取組を継続します。 

 水産業については、漁業者の所得・経営力の向上を図るため、持続可能

な生産基盤の維持・保全や魚食の普及、種苗放流事業を実施するとともに、

漁業者の取組に対する支援を継続します。 

これらの取組の推進に当たっては、市内外の農林水産業によるスマート

技術活用の先進事例を研究し、ＩＣＴを活用した獣害対策、ドローンによ

る農薬散布、自動収穫ロボットの活用などの取組について、市内農林水産

業者への展開を図るほか、新たなニーズの創出やビジネス化に向けた多様

な取組への支援を継続します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǡ ⱱǞǻǾ ǒǝ Ù 

Ŧť È ǡ É 

Ø ☺ ǞǻǾ Ù 

ŦŨťƝƖ∙ ½  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ Ǜ ǡ  

¤ ǡ (ɄºɉɃºȡ¤ȺɜȾɕȬȱǡ  ȍɂɜȱǡ

)  

       ¤ ≥ ǞǻǾ ǒǝ ǡ Ǟ Ǆǒ ǫǡ ⱱ 

       ¤ɇºȚȯȌɜș ǞǻǾ ȴºȣǡ № 

       ¤ ǡ┐ ¤  

       ¤ ǡ ǫǡ  

       ¤ ☺ ǡ  

       ¤ ǡ  

       ¤ ǡ  

 

Ȝ ¤ ǡ ǡ┐ ¤ ǞǻǾ ╓ǡ טּ

È É 

農山漁村地域の活性化に向け、日本型直接支払制度等を活用し、集落コ
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ミュニティの体制強化を図るとともに、共同管理等による農地等の維持を

支援するなど、将来にわたる農業・農村の有する多面的機能の確保に向け

た取組を継続します。 

野生鳥獣による農作物被害の対策をはじめ、生息域の広域化により生活

圏に及ぶ交通事故等の被害軽減のため、獣害対策の３本柱である個体数の

調整、防護柵の設置、地域ぐるみでの取組に加え、「津市獣害対策相談チ

ーム」が日々地域に出向き、対策方法の提案や助言を行うなどの地域に寄

り添った獣害対策を強化します。 

アライグマなどの小動物による農作物被害の軽減のため、防除計画や捕

獲報償制度による捕獲をさらに進めるとともに、小動物の侵入防止効果の

ある防護柵の検証・研究を継続します。また、捕獲報償制度を拡充してカ

ラスの捕獲を推進するほか、拡大するジャンボタニシ被害等についても防

除を支援します。 

農地、農業用施設を守るため、防災・減災、国土強靱化関係予算等を活

用して防災ダム、防災ため池等の整備を進めるほか、洪水防止などの農業

の有する多面的機能を適切に発揮するため、農業用用排水施設の整備、更

新・補修、老朽ため池の補強、低・湿地地域等における排水対策、降雨時

による農地の浸食対策等について、総合的に農地防災事業を推進し、安定

的な用水供給及び農家の水管理の省力化を図るため農業基盤整備を推進し

ます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ☺ Ǟ ǴǾ ┐ Ù 

ŬŨ£ŦðÈƇŪ ÉąŬŪ£ūðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ  

       ¤ ǡ ǡטּ  

       ¤ ǡ  

       ¤ ǡ  

       ¤ȡɌɜɅȨȴȠ ǡ  

       ¤ ǡ  

       ¤ ǡ  

 

    ǡ  

ȋ ǒǝ ǡ ǞǻǾ ǡ È É 

中部圏と関西圏の結節点に位置し、日本の主要都市への交通アクセスに

恵まれている津市の立地環境の地理的優位性のＰＲ及び企業立地動向につ

いての情報収集・調査を継続するとともに、市内に点在する活用されてい

ない事業用地への企業誘致を推進し、企業を取り巻く環境が大きく変化す

るなかでも景気動向の影響を受けにくいしなやかな産業構造をさらに強化
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することにより、雇用の安定を図ります。 

また、既存の工業用地の活用に加え、専門的なノウハウや資金力等を有

する民間事業者が主体となった新たな工業用地の確保に向けた取組を進め、

工場、事業所、事務所、支店、サテライトオフィス、研究所など多様な立

地を促進する企業誘致により、魅力的な雇用の創出を図るとともに、当該

工業用地の形成方針を次期都市マスタープランに位置付けます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǒǝ ǡ Ǟ Ǆǒ ǞǻǾ Ù 

Ū È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ Ǟ ǌǾ ǝ  

       ¤ ǡ ǞǗƷǙǡ ǝ ¤  

       ¤ ǒǝ ǡ  

 

ȍ ǝ ǡ Ǜ ƵǾ ǡ ȅ Ǌǒ ǡ

È É 

津市の経済を支えるしなやかな産業構造という強みを活かしつつ、新た

な経済・産業構造への変化に対応するため、地域未来投資促進法に基づく

三重県基本計画や津市企業立地促進条例、アジア№１航空宇宙クラスター

形成特区等を踏まえて、市内外の企業からの投資による多様な業種の集積

を推進します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╓ Ǟ ǘǂ Ƿ  

Ǧȋȡȋ֔Ŧ ▌ ȘɒȢȨº ǚ ȅ ǊǙƷǾ

È  ɀɒȢȪȬȘ   ¤    ǢȆ

      ¤ȰȹȍȢ¤  

    ǡ   ▌ ÉǞ

Ǿ ǡ Ù 

Ũ È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ ǝƅƇ 

       ¤ ╓ ǝǜǡ ȅ Ǟ ǿǒ ǡ  
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ӣ ¤ ¤┌ ǝǜǞǻǾ ǒǝ ǡ ǿǡ  

 

  Ò ǱƻǾǬǀ ǝ Ó 

   ・津市の人口の社会増減は、年によって変動がありますが、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大の影響を大きく受けた令和２年と令和３年を除き、近年

は社会増となっている年が比較的多くなっています。 

   ・２０～２９歳においては、大学等への進学や企業等への就職によるものと推

察される県外への転出超過傾向が続いており、特に女性の流出に関しては、

男女間の賃金格差やアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）などの

ジェンダー・ギャップが問題視されています。 

   ・三重県へ移住相談をした人の傾向を見ると、Ｕターン（出身地へ戻ること）

よりもＩターン（都市で生まれ育った人が地方へ移住すること）を検討して

いる人の割合が高くなっており、県・市の施策を利用して津市へ転入した人

が移住先を津市に決めた理由としては、令和５年度は「就きたい仕事があっ

たから」、「自然環境が魅力だから」、「出身地だから」が上位となってい

ます。 

   ・コロナ禍において価値観やテレワークなどの就業環境の変化が生じ、若い世

代の地方移住への関心が高まり、地域の魅力発信や移住支援を強化する好機

となっている一方、コロナ禍以前の働き方に回帰するような動きも見られて

います。 

   ・三重大学、三重短期大学、高田短期大学、津高等学校及び久居農林高等学校

の学生等を対象として実施したアンケート調査の結果では、津市に対して

「とても愛着を感じている」と「どちらかというと愛着を感じている」を合

わせて約７割となっています。津市に対するイメージとしては「三重県の中

心的なまち」のほか「居住・生活環境の整ったまち」、「自然が豊かなま

ち」、「交通の便が良いまち」が比較的多く挙げられています。また卒業後

に住みたいまちのイメージは、「居住・生活環境の整ったまち」がもっとも

多く、次いで「買い物・飲食・レジャーに便利なまち」、「交通の便が良い

まち」、「犯罪や事故が少ないまち」、「医療が充実しているまち」、「子

育てのしやすいまち」となっています。 

   ・外国人数の推移を見ると、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を大

きく受けた令和２年と令和３年を除いて増加し続けており、今後も一定の規

模で増加し続けることが見込まれます。 

   ・定住の促進に向けた交流人口や関係人口の拡大を図るためには、津市を知っ

てもらうための戦略的なシティプロモーションや情報発信が重要となってい

ます。 

 

  Ò ǡ Ó 

    津市に愛着を持ちながら、学び、働き、暮らしていける、また、暮らし続け

たいと思われる「定住」を促進し、人口の流出を抑制します。特に、市外・県
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外から三重大学や三重短期大学などの市内の高等教育機関に進学された学生に、

津市を第２のふるさとと感じてもらえる環境づくりを進めるとともに市内企業

などに関する認知を高め、男女間の賃金格差やアンコンシャス・バイアスの解

消などにも取り組み、学生の市内企業への就職や定住を促進します。 

    また、進学・就職などで津市から大都市圏などに転出した人がＵターン就職

するなど、ふるさとである津市に帰って生活する「ふるさと回帰」を支援し、

津市出身者の「還流」の促進に取り組むとともに、空き家等を活用した「移住」

の促進も進めます。 

    さらに、豊かな自然環境や地域資源などに加え、津市の「住みやすさ」をよ

り強力に、より効果的に情報発信することにより、津市をもっと知りたくなる、

津市を訪れたくなる、津市に住みたくなるイメージ戦略を展開し、大都市圏な

どからのＩターン・Ｊターンなどによる「移住」の促進を図るとともに、津市

にゆかりがある人をはじめ市外に在住しながら多様な形で津市に継続的に関わ

りを持つ「関係人口」のさらなる創出・拡大に取り組みます。 

    同時に、交通結節点である津駅周辺道路空間の再編、大門・丸之内地区の新

たなまちづくり、将来的なリニア中央新幹線の名古屋・大阪間の開通も見据え

た道路ネットワークの整備、新たな地域公共交通の導入などにより、人口減少

が進むなかにあっても活気や賑わいとともに快適に過ごせるよう津市の住みや

すさに磨きをかけ、子育て世帯はもちろん、ＤＩＮＫｓ世帯や結婚しないこと

を選択する若者、高齢者、障がい者など全ての人にとって住みやすいまちづく

りを進めます。 

    また、ＭＩＣＥなどの誘致活動に加え、津市産業・スポーツセンターや再整

備を進めている津市海浜公園内陸上競技場などのスポーツ施設及び久居アルス

プラザなどの文化施設を活かした交流や合宿・会議などの誘致活動、映画のロ

ケなどに絡めた効果的なシティプロモーションの展開に加え、津城跡、高田本

山専修寺、津観音、榊原温泉といった津市が有する深い歴史に根差した観光資

源・文化資源を最大限に活かし、交流人口の増加を図ります。 

 

  Ò ǝ Ǜ לּ Ó 

    ǡ  

ȋ ǡ ¤ ǡ ǫǡ ǡ È ¤

É 

市内には魅力あるたくさんの企業が存在しているものの、その情報が学

生などに届いていないところがあるため、ホームページやＳＮＳ等の媒体

を活用して住みやすさとともに市内企業の魅力を積極的に情報発信し、津

市の優れた市内企業等をより多くの学生などに知ってもらうことにより、

津市での就職や生活を考える機会の創出・拡大を図ります。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

ØǨǾǈǛ ꞌⱱ Ù 

Ŧťť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ǨǾǈǛ ǡꞌⱱ 

       ¤ɄºɉɃºȡǷƈƃƈ ȅ Ǌǒ ǡ ǡ  

       ¤ Ǟ ǌǾ ǫǡ ǡ  

 

ȍ Ƿ ƿƷ ǡ ⱱÈ É 

少子高齢化が進展し労働力人口が減少するなか、働く意欲のある高齢者

や障がい者の雇用をより一層促進するため、今まで以上に高齢者や障がい

者の雇用の確保が必要となることから、高齢の退職者に対して就業の機会

を提供することにより、高齢者の生きがいの充実と就労の拡充、社会参加

を推進するとともに、障がい者の就労支援を拡充します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

ØȠɔȹº ȤɜȨº ╢ Ù 

ŮŨũ ÈƇŪ ÉąŮūť ÈƇŦŦ É 

ØȠɔȹº ȤɜȨº Ù 

Ŭ¢ŬūŨ ÈƇŪ Éąŭ¢ťťť ÈƇŦŦ É 

Ø ǡ╗ ǫǡ┌ Ù 

ŧť ½ ÈƇŪ ÉąŨũ ½ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ┌ ⱱ ǡ ȞºȼȢǡ  

       ¤ ╓ ƿƷ ¤ ⱱȤɜȨºǞǻǾ ǝ ⱱ 

       ¤Ƞɔȹº ȤɜȨºǫǡ ╢ ǡ  

 

ȏ ȜɜȺȘȱǚ ǝ ȂƷǡƵǾǱǔǘǂǽǡ È ¤

¤ É 

人口減少・少子高齢化の進展や社会情勢などを踏まえ、鉄道駅などの移

動利便性の高い拠点に都市機能が集積し、その周辺に良好な生活サービス

機能が確保された居住地を形成することで、都市のコンパクト化を図る

「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の構築を推進します。 

津駅周辺については、県都の顔となり、地域の活力を引き出し、災害に

も強い空間へ再生するため、交通結節点の機能強化に資する津駅西口駅前

広場及び津駅東西自由通路等道路空間整備を推進するとともに、津駅東口

周辺における国のバスタプロジェクトによる交通拠点整備に向け、賑わい

や地域活力の創出に官民が連携して取り組みます。 

また、大門・丸之内地区において、地区の賑わいや地域活力の創出を図
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り、居心地が良く回遊できる魅力的な道路空間の形成などの目指すべき姿

を地区の多様な関係者と共有し、連携してまちづくりに取り組みます。そ

して次期都市マスタープランに目指す土地利用の方向性を反映し、実現に

向けた取組を進めます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╓ ǡ Ù 

ũũ ½ƝƖÈƇŪ Éǡ┐  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ȶȬȱɘºȘ ȜɜȺȘȱȠȯȌǡ ǡ  

¤ ɇȢȨºɀɒɜ Ǧ טּ ǡ  

¤ ¤ ǞƽǄǾ  ǡ ȂƷǷ ╓ ǡ  

¤ ♯ ♯ Ƿ ♯ ǝǜǡ ǡ  

¤ȹȢȨɀɖȡȐȘȱǞǻǾ ǡ  

 

ȑ ǝǜǡ È É 

広大な市域において各地域のニーズに応じたコミュニティ交通の実現に

より生活の移動手段を確保するため、自由経路ミーティングポイント型と

定路線型の運行を組み合わせたハイブリッド方式のデマンド型交通を構築

し、利用促進に取り組みます。そして、鉄道や海上交通、民間路線バス・

コミュニティバス等のバス交通などの様々な交通手段の連携を図り、人口

減少が続くなかにあっても生活サービス拠点等と居住地を結ぶ公共交通ネ

ットワークの確保に向け、地域の交通事業者と連携し、地域特性に応じた

持続可能な交通体系の確立に向けた取組を進めます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǡ Ù 

ŦŮ¢ūũŧ¢ŮŧŪ  ą ŧť¢Ŭūť¢ťťť  

ÈƇŪ  ǒǓǊ  ǡ ǡǲ É   ÈƇŦŦ É 

ØɋȼɓȯȌɇȶȡɊɜȱǞ ǌǾ Ƿ ȍɂɜȱ Ù 

Ů ÈƇŪ ÉąŦť ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ȜɈɎȴȯȌȹȢǡ  

       ¤ ǡ ǽ ǁ  

       ¤ɋȼɓȯȌɇȶȡɊɜȱǡ  

       ¤ ȍɂɜȱ ǡ  

       ¤ ǒǝ ȞºȼȢ¤ȠȢȯɉǞ Ǿ Ǧ  
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ȓ ȶȬȱɘºȘ ǡȍɜȾɒ ǞǻǾ↨ ¤↨ ¤ ǡ

È É 

国道２３号中勢バイパスの４車線化及び将来的なリニア中央新幹線三重

県駅の開駅並びに津駅周辺及び大門・丸之内地区の道路空間の整備など、

津市を取り巻く環境の変化を見据え、効率的に投資効果の上がる道路整備

を推進するとともに、円滑な道路ネットワークの構築を図り、津市全体を

見据えた道路整備を進めます。 

津市舗装維持管理修繕計画及び津市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、道

路舗装や橋梁の維持管理において、予防保全型の維持管理手法による計画

的な修繕を進めます。 

加えて、災害が激甚化・頻発化するなかで、市民の命と暮らしを守る都

市構造を構築するため、津市国土強靱化地域計画に基づき、防災・減災、

国土強靱化に向けた取組を継続します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø È ū Ŭ ÉǞ ǘǂ ÈŨũ Éǡ Ù 

Ŧť ÈƇŪ ÉąŦũ ÈƇŦŦ É 

Ø טּ È Ū Ũ ÉǞ ǘǂ ÈŧƢ

∙   ŧ¢ŧŬū Éǡ Ù 

ŧŭ ÈƇŪ ÉąŭŬ ÈƇŦŦ É 

Ø ┐ Ǟ ǘǂ È ŦūťԒÉǡ Ù 

ŧŬ£ŮԒ ÈƇŪ Éąũū£ūԒ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╓¤╓ ȶȬȱɘºȘǡ  

       ¤  

       ¤ ӷǛ ǈǿǒלּ ǡ    

       ¤ ӷǛ ǈǿǒלּ ǡ  

¤ טּ ╓ Ǟ ǘǂȍɜȾɒǡ ┐ Ǧ ǡ 

Ǌ 

 

Ȕ ǲǒǂǝǾǻƹǝ ƵǾ ǡ È ¤ É 

豊かな自然や歴史的な街並みと市街地が共存する市内の景観特性に応じ

た景観形成の促進、緑の持つ様々な機能を十分に踏まえた緑地の保全や緑

化の取組、デジタル技術の活用等による快適で住みたくなる生活空間の形

成を進めます。 

また、適正に管理されていない空き家・空き地の解消に加え、住宅スト

ックの利活用を促進します。 

さらに、旧耐震基準で建築された老朽危険木造住宅や耐震性のない木造

住宅の除却及び通行に障害のある狭あいな生活道路の拡幅整備を推進する

など、安全・安心なまちづくりを進め、魅力ある住環境の形成を図ります。 
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そして、次期都市マスタープランに、優良な住宅地の形成に向けた方針

を示します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ¤טּ Ǟטּ ǽ ǳ Ù 

ŦŬť ÈƇŪ ÉąŦŮť ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ  

¤ Ǆ טּ ǡ Ƿ   ¤טּ ◖טּ ǝǜǡ טּ

ǡ  

       ¤ ǀּק・ ǀ ǡ Ƿ Ǟ ǌǾ ǡ  

       ¤ ǡ  

       ¤ ƵƷ ǡ ǡ  

 

    ǡ  

ȋ ǡ Ǟ Ǌǒ ǝǜǡ ǫǡƊžſȨºɜ

ǡ È ¤ É 

津市における市外への人口流出が特に大きい２０～２９歳の若者は、進

学や就職などにより東京圏等へ流出していますが、ふるさと回帰を希望す

る傾向があることから、津市で暮らす中学・高校時代などのうちに市内企

業をはじめ津市の魅力を十分に認知してもらう機会を創出するとともに、

東京圏等へ転出した後、地方への移住を考えるときに、津市が優先的に選

択されるよう市内企業の就職情報等の発信を強化し、津市への還流を促進

します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

ØǨǾǈǛ ꞌⱱ Ù 

ŨŪ È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ǨǾǈǛ ǡꞌⱱ 

       ¤ǨǾǈǛ ǡꞌⱱÈ É 

       ¤ɄºɉɃºȡǷƈƃƈ ȅ Ǌǒ ǡ È É 

 

ȍ ǡ ǫǡ ǡ È ¤ É 

地方への移住を考えている職務経験者の市内企業等への転職及び起業並

びに市内移住を促進するため、市内企業の就職情報等の発信強化に加え、

就職活動を支援するとともに、津市の採用試験の積極的なＰＲや実施方法

の創意工夫を図るなど、就職等による市内への転入拡大を図ります。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ┌ ⱱ Ù 

Ŧť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǚǡ Ǟ ǌǾ┌ ÈȯɕɘºȘ ǳ¡É 

       ¤ ȅ ǛǊǒ ╢ ǡ  

 

ȏ ȡȐɜȩº¤ȗɌȬɀǡ È ¤ É 

津市で働きたい、生活したいと思ってもらえるよう、性別によるアンコ

ンシャス・バイアスや男女間での賃金格差などのジェンダー・ギャップの

解消に向け、市民に向けた情報紙の発行や市内企業等への意識啓発などを

行うことで女性の管理職への登用を促進するなど、女性がいきいきと活躍

できる魅力的で働きやすく暮らしやすい環境づくりを推進します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǞǻǾ Ù 

ŧťť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǞǻǾ  

       ¤ ǞǻǾȋɜȜɜȠɌȢ¤ȹȍȋȢǫǡ ǘǀǡ  

 

ȑ ǡ ǫ Ǌǒ ǡ ǫǡ₲ ǡ È ¤

É 

ボランティア活動や消防団など、様々な地域活動を通じて市内の学生に

おける津市に対する愛着心の醸成や地域社会に貢献する人材育成を図るた

め、当該活動への参加促進につなげる情報発信だけでなく、学生が行った

ボランティア活動などの情報発信にも取り組み、モチベーションの向上を

図ります。 

また、高大連携やリカレント教育の充実を図り、入学者を確保するため

の取組を拡充するとともに、学生へのキャリア支援に向けて、地域企業の

魅力発信や情報提供を強化します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╓ ¤ɅɒɜȯȌȋ ǡ Ǟ ǌǾנּ Ù 

ũŪ ÈƇŪ ÉąūŨ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

¤ ǞƽǄǾ ╓ ǷɅɒɜȯȌȋ ǡ ȅ

ǌǾÔ ╓ ȞɆºȨº Õǫǡ ǡ ǡ  

¤ ǞƽǄǾƉŶƈƀƇƄƄƂÈ ⱱ Éǝǜȅ ǋ
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ǒ ╓ ǡ Ƿ ǡ ǞǻǾ ǡ  

¤ ǡǝƷ ȅ ǛǊǒ ǞƽǄǾ ǡ

 

¤ Ǜǡ ǡ ǞǻǾ ╓ ǡ  

¤ ╓ Ǟ ǌǾ ╔ Ǟ Ǆǒ Ǜǡ ǡ  

 

    ┌ ǡ  

ȋ ·ǝ┌ ȴºȣǞ ꞌǚǀǾ┌ ǡ È ¤

¤ É 

三重県が東京に設置した移住相談窓口「ええとこやんか三重 移住相談

センター」やＮＰＯ法人「ふるさと回帰支援センター」と連携した首都圏

での移住相談会の開催、休日相談窓口などにより、津市への移住のＰＲや

移住相談体制の充実を図ります。 

美杉地域等では、地域資源を活かした新たな魅力づくりに向け、地域お

こし協力隊の採用に取り組むとともに、田舎暮らし希望者に対して、津市

田舎暮らしアドバイザーと連携しながら丁寧できめ細かな対応を行います。 

また、津市への移住促進に向け、津市の移住支援や住宅ストックの有効

活用等の各種制度の充実、税制優遇を活用した企業誘致などを図るととも

に、これらの支援制度等についてホームページやＳＮＳなどを通じた情報

発信を強化します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ┌ Ù 

Ūŧ ūŧ ÈƇŪ Éąūť Ŭť ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǚǡȠȯȌɀɖɋºȠɐɜȍɂɜȱ ǚǡ┌ ǡ  

       ¤┌   ⱱ  ǡ Ǟ ǌǾ  

       ¤ ╓ƽǆǊ ǞǻǾ ╓ǡ ǡטּ  

       ¤┌ ⱱǷ ȢȱȬȘǡ ǡ ǡ  

 

ȍ ǡ ¤ È ¤ ¤ É 

津市に継続的に多様な形で関わっていただく「関係人口」の創出・拡大

に向け、都市圏をはじめとする市外へ向けたシティプロモーションの強化

とともに、市外から津市へ来ている学生等への働きかけなどを通じて、地

域課題の解決や将来的な地方移住に向けた人材の裾野の拡大を図り、津市

に関わっていただける人や企業・団体の拡大につなげます。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

ØÔǗȰȍÕȋɜȚºȱ ǞƽǄǾÔוֹ Ǟ ȅ ǖǒÕ ǡ È ÉÙ 

Ūũ£ŨðÈƇŪ Éąūť£ťðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

¤ ǡ   ·ǝ ȅ ƻǒ Ǜ

 

¤ ǚǡȠȯȌɀɖɋºȠɐɜȍɂɜȱǡ  

¤ ǱǗǽǝǜ  ǚ ǈǿǾȍɂɜȱǞƽǄǾ ¤ ƾǼ

ǡ◖☺ȢȨȬȾɅɒɜȯȌȋǷ ǡ  

¤ ƿɅɒɜȯȌȋ Ƿ ╓ǞƽǄǾ ·ǝ Ǟ ǊǷǌƷנּ

ǘǂǽǡ  

 

ȏ ּק Ⱨǝǜǡ ǡתּ Ǌǲ ȅ ǴǒÆ ǼǊ Çǡ

È É 

移住だけでなく二地域居住も見据え、田舎暮らし希望者の意識を「短期

滞在」→「長期滞在」→「定住もしくは二地域居住」へと発展させるため、

また、美杉地域の魅力に触れ、美杉を居住地として選んでもらうため、民

間宿泊施設等を活用し、森林セラピーロードやアサギマダラ飛来地の散策

など、都会では体験できない津市ならではのメニューを取り揃えた魅力発

見塾などの取組を拡充します。また、東京・大阪で行われる移住相談会、

各種イベント等において、これらの取組や地域の魅力に係る情報発信を強

化します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǡ ǡ Ù 

ŦŦũ ÈƇŪ ÉąŦŨť ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǼǊ ǡ  

       ¤ ǼǊȅ ǌǾ ǡ ǡ  טּ

 

ȑ ǀּק ȹɜȘȅ Ǌǒ ǡ ¤ ǡ È

¤ É 

津市空き家情報バンクの利用者や閲覧者の拡大に向け、ホームページ、

新聞等のマスメディア、ＳＮＳなどのデジタル情報発信ツール、移住相談

会などを活用して、当該サイトの周知や地域の魅力、物件情報などを積極

的に発信するとともに、固定資産税の納税通知書に同封するチラシへ制度

に係るお知らせ記事を掲載するなど、空き家を所有する人への制度の周知

を継続的に行います。 

加えて、空き家の改修等を通じて利活用の促進を図るなど、津市に移住
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を考えている人をはじめ、様々なニーズに対応した空き家に係る住替支援

や住宅取得支援等の各種制度を充実させ、情報発信を行います。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǀּק ȹɜȘǡ È ÉÙ 

ŧŨū ÈƇŪ ÉąŨťť ÈƇŦŦ É 

Ø ǀּק ȹɜȘǡ Ù 

ŧŪ ½ È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǀּק ǫǡ  

       ¤ ǀּק ȹɜȘǡ◖☺¤ ǡ  טּ

       ¤ ǀּקǡ Ǟ Ǿ ⱱ 

 

    ·ȅ Ǧ ǎǾ ǘǂǽ 

ȋ ּנǞ Ǆǒ ǡ È É 

観光交流人口の拡大に向け、ホームページや官民協働で構築した準オフ

ィシャルサイト、ＳＮＳなどあらゆる媒体を通じて、津市の魅力やその堪

能の仕方などを発信するとともに、観光等で津市に訪れる全ての人への

「おもてなし」を充実します。外国人観光客については、海上アクセスな

どの津市の強みやニーズを踏まえた観光戦略を展開します。 

また、旅行会社など民間団体等との連携により民間ならではのノウハウ

等を活かし、インバウンドやデジタルの活用による観光振興の活力を創出

します。 

さらに、津まつり等のイベントだけでなく、美杉地域の山間をはじめ、

河芸地域から香良洲地域まで続く海岸線や久居地域の榊原温泉などの豊か

な自然に加え、津城跡や石山観音をはじめとする歴史・文化資産など、津

市が有する地域資源をデジタル技術も活用しながら磨き上げ、観光地とし

てのさらなる魅力向上を図ります。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ɅɒɜȯȌȋ∏ Ù 

ŦŮ¢ŬũŪ ÈƇŪ ÉąŧŪ¢ťťť ÈƇŦŦ É 

Ø ɕȘɓȑºȠɐɜ Ù 

Ũ¢ŪŪť¢Ŭūŭ ÈƇŪ Éąũ¢Ŧťť¢ťťť ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡȱȍɕ  טּ

       ¤ ǡ ǡ ǡ  טּ

       ¤ ɅɒɜȯȌȋǡ  טּ

       ¤ ǡ ǲȅ ƾǊǒ ╓ǡ  טּ



 

-  124 -  

 

 

ȍ ƈƃƈǝǜǡ Ǟꞌǋǒȭºɔǡ ǞǻǾ ǡ ǡ ¤

ƅƇÈ É 

一人でも多くの人に、津市の魅力を知ってもらうことを第一に、日本人

だけでなく外国人も対象として、ホームページやＳＮＳなど様々な媒体を

活用した情報発信を強化します。 

また、津市の新たなトピックスについて、官民協働で構築する準オフィ

シャルサイトや首都圏でのイベントなどを活用して積極的に発信するとと

もに、市内へのロケ誘致等を通じたシティプロモーションについてもより

効果的に展開します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǫǡɖȚ Ù 

ŦŪť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ɄºɉɃºȡǷƈƃƈ ǡ ǡ ȅ ƾǊǒ וֹ ǝ  

       ¤ Ǜ ǊǒɖȚ ǷɀɖɋºȠɐɜǡ  טּ

       ¤ ǵƿ ǊǷǌƷɄºɉɃºȡǫǡ  

 

ȏ ƂžŸźǡ ǡ È É 

三重県と連携し、企業、団体、学生等をはじめとする各種団体に対して、

津市産業・スポーツセンターや津市久居アルスプラザといったイベント等

の会場となる施設情報の発信を強化し、多種多様な会議、研修会、研究大

会、展示会、イベント等の誘致を拡大します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø    ȍɂɜȱ ǡ Ù 

Ũť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ȍɂɜȱ¤ȜɜɂɜȠɐɜ ǡ  

 

ȑ ȢɆºȭ Ƿ טּ ǝǜȅ ƾǊǒ ǡ ÈȢɆºȭ טּ

É 

津市産業・スポーツセンターを活かした賑わいの創出や交流人口の拡大、

地域活性化を図るため、スポーツ大会や集客が見込めるプロスポーツのイ

ベント等を誘致するほか、屋内総合スポーツ施設と産業展示施設を併せ持

つ施設の特性を活かした魅力的なイベント等の開催により、市内外からの

集客を図るとともに、スポーツ施設間の連携を深め、振興を広めます。 

また、中心市街地に近接して位置する津市海浜公園内陸上競技場を、デ
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ジタル技術を活用しつつ大規模スポーツ大会やスポーツ合宿を呼び込むこ

とのできる屋外スポーツの拠点施設として再構築し、同施設を拠点とした

スポーツコミッション体制を整え、観光資源等を組み合わせたスポーツツ

ーリズムを推進することで、スポーツ関係者の来訪を呼び込むとともに、

従来通過型だった来訪者を立寄型・宿泊型へ転換することにより交流人口

の拡大を図ります。 

津市久居アルスプラザと市内の文化ホールの連携を進め、文化事業の充

実、活動の活性化を図るほか、老朽化した文化ホールの音響・照明設備を

随時最新型に入れ替えます。 

さらに、スポーツ施設や文化施設などの運営について、民間企業の技術

やノウハウを活かしたコンセッション方式の活用について検討します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǡȢɆºȭ ǡ Ù 

ũ ½ È ǡ É 

ØŦ ǚⱫǬŪťť ∙ ǡ ƿ ǴǾȢɆºȭ ǡ Ù 

ũť ½ È ǡ É 

ØȢɆºȭȍɂɜȱ ǞǻǾ Ù 

ⱫǬŦŨť¢ťťť ½ È ǡ É 

Ø ȋɔȢɀɒȟǛ ǡ Ʉºɔטּ Ù 

ŧ ½ ÈƇŪ ÉąŮ ½ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ∙ ǡ ǝȢɆºȭ ǡ  

¤☺ ǚ ƹ ÈɀɖȢɆºȭ   ȜɜȞºȱ Éǡ

 

¤ ǒǝ È ȍɂɜȱ  É

ǡ  

       ¤ Ƿ ╓ǡ ȅ Ǳƻǒȍɂɜȱ ǡ  

       ¤ȜɜȤȬȠɐɜ ǡ ¤  

 

ȓ ɅºȱɕºȢ ǡ ÈɅºȱɕºȢטּ É 

ファンサービスの充実はもとより、リニューアルした指定席の効果的か

つ魅力的なＰＲを含めたＳＮＳなどのツールを活用した宣伝活動の強化、

こどもも楽しめるようなイベントの開催による地域貢献、ＳＧ、ＧＩ競走

等の高グレードレースの積極的な誘致、企画レースなど魅力ある競技運営

やイベント開催を通じて来場促進、遊休施設の利活用、施設整備などに取

り組むことにより、交流人口の拡大を図ります。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

Ø Ù 

Ůťť,ťťť È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ƈż ƅżӵ ǡ șɕºȲɕºȢǡ  

       ¤ ǞƵǖǒȍɂɜȱǡ  

       ¤ƈƃƈȅ Ǌǒ ¤ ǡ  

       ¤ ǡ  

 

Ȕ ǡ ȂƷǡ È ¤ É 

中心市街地の大門・丸之内地区における官民連携の「大門・丸之内地区 

未来ビジョン」に基づくまちづくりを進めるとともに、地権者意向を踏ま

えた土地建物活用の促進など、都市機能の充実、居心地の良い空間形成、

エリア価値の向上へつなげる取組を進めます。 

そして、当該地区の取組での成果等を活かしながら、他の商店街におけ

る賑わい創出のためのイベントや商店街として取り組む個店の魅力アップ

などに対する支援を行い、津市の住みやすさや魅力の向上を図ります。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Øȍɂɜȱ Ù 

ŦŪ ½  

Ø ȅ Ǌǒ Ù 

ŧ ½  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ ȂƷ ǡǒǴǡȍɂɜȱ  

       ¤ ǡǒǴǡ ⱱ 

       ¤ ¤ ǡ ǡ ǲǘǂǽ 
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Ӥ Ǜ ƿǗǝƿǖǒ↨ ǊǙ ǼǎǾ ╓ǘǂǽ 

 

  Ò ǱƻǾǬǀ ǝ Ó 

   ・性別や年齢、障がいの有無などに関わらず、あらゆる人が安心して暮らすこ

とができる地域福祉をつくることは、津市が生涯の定住地として選択される

ための重要な要素となります。 

   ・地域福祉の充実に向けては、地域特性に応じた福祉活動が住民の手によって

自主的に行えるよう支え合う体制の構築など地域における福祉活動の基盤づ

くりを推進しています。 

   ・津市に居住する外国人は三重県内で四日市市に次いで多く、津市の総人口に

占める割合は４％に近づいています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に伴う移動制限の影響を受けた令和２～３年を除いて年々増加しており、令

和５年には 1万人を超え、今後も当面は増加傾向が続くものと予想されます。 

   ・少子化や高齢化が進展し、地域によっては、近くで買い物をすることや医療

を受けることが難しい環境にあります。 

   ・人口減少が進展するなか、防災・防犯、福祉等の様々な分野で地域コミュニ

ティの重要性がますます高まる一方で、生活スタイルや価値観が多様化して

いることに加え、コロナ禍において人と人との接触が控えられ地域の行事な

どが実施できなくなったことなどに伴い、地域コミュニティへの理解や関心

の低下、地域の連帯意識の希薄化、後継者不足といったことが喫緊の課題と

なっています。 

   ・特に高齢化が進展する地域では、経済活動、福祉活動等を先頭に立って進め

る意欲的な人材が必要ですが、地域外への流出人口が多く、地域内における

人材の確保が難しい状況にあります。 

   ・地域づくりにおいては、市民や市民活動団体との密な連携をさらに進めるこ

とが重要です。 

   ・地域課題の解決に向けては、デジタルの活用を見据え、地域にある資源を活

かしながら行政と地域が一体となって取り組む必要があります。 

   ・近い将来発生が懸念される南海トラフ地震や、集中豪雨等の災害の激甚化・

頻発化に対応するため、災害に強いまちづくりを推進する必要があります。 

   

  Ò ǡ Ó 

    人口減少が続くなかにあっても、安心して暮らせる将来を思い描くことがで

きるよう、生活環境や地域福祉の充実を図るとともに、地域における人と人と

のつながりを育むことで心が通う地域の絆を築き、老若男女を問わず多世代が

地域活動や地域づくりに積極的に参加することを通じて交流し、生き生きと心

豊かに暮らせる地域づくりを進めます。 

    また、災害に強いまちづくりをはじめ、地域で暮らす人たちが、年齢や性別、

国籍などに関係なく、安全で安心して暮らすことができる環境づくりを進めま

す。 
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    今後さらなる増加が見込まれる外国人住民についても、地域社会の一員とし

て孤立することなく公共サービスを享受し、安心して生活ができるよう、日本

語教育の総合的な体制づくりをはじめとする環境整備を進めます。 

    少子化、高齢化の進展とともに人口減少に伴う税収の減少や社会保障費の増

大など、窮迫することが懸念される財政状況を踏まえ、公共施設等の老朽化対

策、津市に見合った施設の総量と経営の最適化に向けた計画的な管理・運営を

行います。 

    地域における人と人とのつながりの醸成を図るための支援に加え、地域コミ

ュニティの活動や役割、必要性への理解を深めるための取組を進め、地域コミ

ュニティの活性化を図ります。 

    さらに、行政手続のオンライン化などデジタルの活用により、市民サービス

の向上を図り住みやすさを高めるとともに、デジタル化の進展により多様化す

る犯罪に対しては、関係機関と連携し防犯意識の高揚に努めます。 

 

  Ò ǝ Ǜ לּ Ó 

    ╓ ǡ  

ȋ ═ ¤ ¤ ǡ ǞǻǾ ╓ ȚȋȠȢȯɉǡ ¤טּ È

É 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期

まで続けることができるよう心豊かで元気あふれる地域社会を目指し、地

域包括支援センターを通じた介護予防及び地域に密着したケアの推進並び

に津市在宅療養支援センターにおける医療・介護関係者の連携への支援な

どを図りながら、災害や感染症への対応強化、認知症の方と御家族等への

支援、介護人材の確保やＤＸを活用した介護現場の負担軽減などにより、

構築してきた地域包括ケアシステムを深化させ、推進します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╓Țȋ ǡ Ù 

ŦŪŦ ½ ÈƇŪ ÉąŦūŪ ½ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╓Țȋ ȅ ǋǒ ǡ  

       ¤ ═ ¤ ǞǻǾ ╓ ȚȋȠȢȯɉǡ  

 

ȍ ╓ ȞºȼȢǡ È É 

認知症やひとり暮らしなどの高齢者が、住み慣れた自宅や地域で生活が

継続できるよう、必要とする事業所数に満たない地域密着型サービスに係

る事業所の整備については、未整備圏域を中心に既存の施設の活用も見据

えて継続するとともに、地域を越えた利用についても検討します。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ¤ ꞌ ǡ Ù 

ŧ È ǡ É 

Ø ǡ Ù 

ũ È ǡ É 

      Ø ǝ Ù  

¤ ǞǻǾ ¤ ꞌ Ǧ 

ǡ  

 

ȏ ═ ǡ È É 

無医地区の解消に向けた取組を継続するとともに、関係機関との連携に

より身近な場所で医療が受けられる機会の提供を継続するなど、市民が住

み慣れた地域で健康で安心して生活できる環境づくりを進めます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ═ ǡ Ù 

Ŧ ÈƇŪ Éąť ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╓═ ǡ  טּ

       ¤ ═ ǫǡ ǡ  

 

ȑ ǡ ⱱǞǗǝƿǾȚȋɀɒɜǡ È É 

ＩＣＦステージング（国際生活機能分類の指標を用いた介護サービス利

用者の状態像の可視化）やＤＸの効果的な活用をはじめ、地域ケア会議を

通じた医療・介護連携により、高齢者の自立した生活を支援し介護状態の

重度化を防ぐため、変化に応じて提案するケアプランのさらなる質の向上

に取り組むとともに、ケアプランの点検を継続的に実施します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╓Țȋ ǞƽǄǾ═ ǡⱫǬ נּ Ù 

ŧŨť ½ ÈƇŪ ÉąŧŪť ½ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù 

¤ ¤ ȚȋɇȶȡɊɜȱ ⱱ ǞǻǾȚȋɇȶȡɌºǫ

ǡ ⱱȅ ǋǒ ǡ ƷȚȋɀɒɜǡ  

       ¤ ╓Țȋ ȅ ǋǒ ǡ È É 

 

    ↨ ǚ↨ ǊǙ ǼǎǾ ╓ǘǂǽ 

ȋ ╓ȜɈɎȴȯȌǡ È ¤ ╔ ¤ ╔ É 

地域の規模や特性、ニーズに見合ったコミュニティ施設等の機能の確保
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を継続するとともに、当該施設において、健康増進、生涯学習、行政相談、

子育て支援、老人福祉、障がい者支援などの各種行政サービスを提供する

ほか、地域活動の拠点としての利用を促進し、これら施設を中心とした地

域コミュニティの形成も継続します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ¤ ȤɜȨº¤ ¤ ǡ ÈŦ ǒǽǡ ÉÙ 

Ū¢ũŨť ÈƇŪ ÉąŬ¢Ũũū ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╓ȜɈɎȴȯȌǡ  טּ

       ¤ ╓ ƿ ǚǀǾ ǡ  

 

ȍ ↨ ¤↨ ǚ↨ Ǌǒ ǡ È זּ É 

第２次津市水道事業基本計画の中間見直しを踏まえ、安全・安心でおい

しい水の安定供給の継続に向け、施設の統廃合や老朽化した施設の更新を

計画的に進めるとともに、地震などの災害に強い水道の確立を目指し、浄

水場、配水池などの基幹施設及び管路の耐震化も継続して推進します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø È Éǡ טּ Ù 

Ũŧ£ũðÈƇŪ ÉąŨũ£ūðÈƇŦŦ É 

Ø È Éǡ טּ Ù 

ŪŮ£ťðÈƇŪ ÉąūŨ£ŧðÈƇŦŦ É 

Ø È Éǡ טּ Ù 

ŧŬ£ŨðÈƇŪ ÉąŧŮ£ŪðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ טּ  

       ¤ טּ  

 

ȏ Ǜ ǡ ǝ È זּ É 

津市下水道事業基本計画の中間見直しを踏まえ、公共用水域の水質保全

や自然環境の保全を継続するとともに、汚水処理施設の令和９年度末にお

ける汚水処理人口普及率９５．５％の達成に向けて効率的な下水道整備を

継続して推進します。 

また、雨水対策として、津市雨水管理総合計画に基づき総合的な浸水対

策事業とともに、雨水ポンプ場の整備や幹線管渠の整備など排水能力の増

強も継続して推進します。 

さらに、膨大な下水道等の資産について適切な維持管理を行い、下水道

経営の健全化を図ります。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

Ø꜠ Ù 

ŮŨ£ŬðÈƇŪ ÉąŮŪ£ŪðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ זּ ǡ Ǧ זּ╓ ǡ  

זּ¤        ǡ טּ ǡ  

       ¤ טּ ǡ  

זּ¤        È꜠ ¤▓ Éǡ┐  

       ¤ ꜠ ǡ┐  

       ¤ ǡ┐  

       ¤ ☺ טּ ǡ  

       ¤ טּ ǡ┐ ǡ  

       ¤▓ ǡ  

 

ȑ ǡ Ǜ ǡ È É 

  豊かな自然環境や快適な生活環境を守るため公害等防止に係る監視や指

導を強化するとともに、自然保全活動の促進と環境意識の向上を図ります。 

また、循環型社会の実現に向け、３Ｒの推進、ごみの減量化及び再資源

化を推進します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

ØŦ Ŧ ǒǽǡǇǲ Ù 

ŮūŮƜÈƇŪ ÉąŮūťƜ∙ּזÈƇŦŦ É 

ØǇǲǡɓȞȍȘɔ Ù 

ŧť£ūðÈƇŪ ÉąŨũ.ŪðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ɀɒȢȪȬȘǡ ǦǈǼǝǾ  טּ

       ¤ǐǡ ɀɒȢȪȬȘÈ ɀɒÉǡ Ǧ  טּ

       ¤ Ǉǲǡ  טּ

       ¤ ǚǀǾטּ   ǡ  

       ¤ Ǉǲǡ ǫǡטּ  

 

ȓ ǡ Ǟꞌǋǒטּ ǡ È É 

少子高齢化をはじめとする社会環境の変化や生活様式の多様化等に対応

するため、各公共施設の経営改善、施設の転用による住民ニーズへの適合

のほか、機能の複合化により各地に分散していた活動や手続きが一箇所で

できるようなワンストップ化、また専門性や効率性が求められる施設にお

ける民営化を含む公民連携事業によるサービスの向上など、施設再編を通
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じて住民等の利便性や満足度を高めます。 

また、施設再編により廃止や余剰が生じた施設については、津市による

転用、事業者への売却、団体への譲渡等により、福祉の増進や事業活動の

促進につなげます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǡ Ǟ Ʒ Ǜǝǖǒ Ƿ ǡ ǒǝ Ǟ Ǿ Ù 

ũť È ǡ É 

ă ǞǻǾ   ǫǡ Ǣ ǫǡ  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǡ È    טּ ȅטּ☺ ǳ ǝǜÉ 

       ¤ Ǜǝǖǒ Ƿ ǡ Ǣ  

 

Ȕ ǡ Èטּ É 

大震災や記録的な豪雨など自然災害が激甚化・頻発化するなかで、かけ

がえのない市民の命や財産を守り、誰もが安心して暮らすことができる災

害に強いまちづくりを推進するために、自然災害への対応を含めた消防力

の強化を図ります。 

また、市民が地域の中で安心して暮らすためには、常備消防はもとより、

消防団の充実が不可欠であるため、ＳＮＳなどのツールを活用した女性消

防団員を含めた消防団員の加入促進や学生機能別団員などによる若年の団

員の増員、事業所機能別団員（ＦＡＭ）の加入促進を図るとともに、消防

団員が活動しやすい環境づくりなどに取り組みます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╢ Ù 

Ŧ,ŮťŪ È ū ũ Ŧ Éǡ┐  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╢ǡ  

       ¤ ǡ  

       ¤ ╢ ǡ  

       ¤ ǡ ǡטּ  

       ¤ ǡ ¤ ǡ  טּ

       ¤ ╔ ǡ  

       ¤ ǡ  טּ

 

Ȗ ¤   ǡטּ ǝǜǞǻǾ Ǟ Ʒ ǡ

È ¤ ¤ ¤ זּ É 

大規模な自然災害が全国各地で頻発するなか、安全・安心に津市で住み
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続けてもらうため、予測される災害を未然に防ぐことに加えて、発生した

際には被害が最小限になるよう、道路、防災重点農業用ため池、上下水道

施設の耐震化や整備、津波避難ビル・津波避難協力ビルの確保など災害に

強いまちづくりに継続的に取り組みます。 

また、津市に所在する防災関係機関及び広域応援部隊との連携の向上を

図り、受援体制の強化にも取り組みます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Øּז ǡ טּ Ù 

ūū£ūðÈƇŪ ÉąūŬ£ŭðÈƇŦŦ É 

Ø È Éǡ טּ ÙÈ É 

Ũŧ£ũðÈƇŪ ÉąŨũ£ūðÈƇŦŦ É 

Ø È Éǡ טּ ÙÈ É 

ŪŮ£ťðÈƇŪ ÉąūŨ£ŧðÈƇŦŦ É 

Ø È Éǡ טּ ÙÈ É 

ŧŬ£ŨðÈƇŪ ÉąŧŮ£ŪðÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ǒǴ ǡ ǡ Ǧ ǡ  

       ¤ ȼɔ¤ ȼɔǡ Ǟ Ǿ ǡ  

       ¤ ⱱ ꞌȅ ǽ ǿǒ ǡ Ǧ ⱱ ǡ Ǌ 

       ¤ ǞƽǄǾ Ǟ ǌǾ ǡ  

       ¤ ǡ Ǌ 

זּ¤        ǡ  טּ

       ¤ טּ È É 

       ¤ טּ È É 

 

Ș ╓ǞƽǄǾ ǡ Èטּ É 

大規模災害発生時に的確に行動できるよう防災に関する正しい知識の普

及と防災意識の高揚を図るとともに、地域防災を支える人材の育成を進め

ます。 

また、災害時に支援を要する方を含めた避難計画を作成し、訓練を実施

するなど地域における防災力の強化につなげます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǞǻǾ ¤ Ù 

Ůū ½ ÈƇŪ ÉąŦŧť ½ ÈƇŦŦ É 

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╓ ǫǡ Ǟ Ǿ  

       ¤ Ǟ Ǿ ǡ  
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Ț ǵƿ ǚǀǾȜɈɎȴȯȌǡ È ¤ ¤ ¤

É 

新たな外国人材の受入制度である「育成就労制度」の開始による外国人

労働者の増加を見据え、地域における日本人住民と外国人住民との円満な

コミュニティの形成に向け、津市国際交流協会等と連携した日本語教室の

開催、お互いが顔を合わせる場の創出・拡大などを行います。日本語教室

については、外国人の参加促進とボランティアスタッフなどの支援者の人

材確保に努め、内容等の充実を図ります。 

さらに、外国人住民が必要な行政手続等をスムーズに行えるよう、情報

や相談の多言語化、ワンストップ型相談窓口の機能などの充実を図り、こ

れらの取組を通じて、外国人住民が持つ多様性を活かしたまちづくりにつ

なげます。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǡ Ù 

ŪŦ£Ū ½ ÈƇŪ ÉąŪŪ ½ ÈƇŦŦ É 

Ø ǡ ⱱ Ù 

Ůť£ū ½ ÈƇŪ Éǡ┐  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ Ɋºɔǡ  

קּ¤        Ǉǲ (ǇǲȔɕɜȩº)ǡ  טּ

       ¤Ǉǲ ȋɀɓǞǻǾ ǚǡ  

       ¤ ǡ Ǜǡ  

       ¤ŦŦŮ ǡ  

       ¤ ȤɜȨºȅ Ǌǒ ǞƽǄǾ ꞌ 

       ¤ ȋɀɓ ǞǻǾ ǡ ꞌ 

       ¤ ǡ  

       ¤ ȠȢȯɉǞǻǾ ꞌ 

       ¤ ǵ ǌǾȍɂɜȱנּ ǡ  

       ¤ Ǟǵ ǼǊǷǌƷ ǡ  

 

Ȝ ╓ ǡ Ǟ ǄǙ Ǌǒ Ƿ סּ ǝ Ǟ Ǆǒ ⱱ

È ¤ ¤ É 

高齢化等で担い手が減少し継続が困難となりつつある自治会の活動や地

域で活躍する各種団体の活動が継続されながら、地域課題の解決に向けて

自立した持続可能な取組が行われるよう支援します。 

また、地域懇談会といった地域住民から直接意見を聞く場の充実を図り、

地域課題の解決に向けて取り組むとともに、地域コミュニティの活性化に

向けて地域住民による自主的・主体的な事業への支援を行います。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ╓ǡ Ƿ ȅ ƾǊǒ ȅ ǌǾ ⱱ ȅ ǖǒ ╓ǡ Ù 

Ů ╓ÈƇŪ Éǡ┐  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ ╓ ǡ  

       ¤ ╓ ǡ Ʒ ǡ Ǧ  

       ¤ ╓ǡ Ƿ ȅ ƾǊǒ ǡ  

       ¤ ǫǡ ⱱ 

       ¤ ╓ ȅ ƹ ǡ╔ ¤  

       ¤ ╓ ǞǻǾ ╓ Ǟ ǌǾ ǡ  

 

Ȟ ȅ Ǌǒ ǘǂǽÈ É 

人口減少等に伴い津市の公共施設の利用状況が変化するなかにあっても

様々な交流の場を確保するため、未利用の土地や建物、又は余裕部分のあ

る施設について、団体や事業者による幅広い用途での有効活用を促し、住

民交流をはじめ各種分野の団体が活動を展開する拠点として、また、市内

外の事業者が事業の拡大・進出等を行う拠点として活用されることで、未

利用施設等が立地する地域の住民や団体等の人的な交流のみならず、地域

外の事業者による投資、雇用、集客等を通じた経済的な交流を促進します。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǡ Ǟ Ǿ ǡ Ù 

ǞŪ È ǡ É 

ă Ƿ ǡ Ǣ Ǟ Ǿ ǡ Ǜ  Ǟ

Ǿ Ƿ ǡסּ Ǜǡ  

      Ø ǝ Ù  

       ¤ Ǜǝǖǒ Ƿ ǡ Ǣ  

       ¤ Ǣ ǡƵǾ Ƿ ǡ  

        È ƷǍǿǵ Ǣ ǝ Ǟ ǌǾǵǡÉ 

 

 Źƍ¤ ╓Źƍǡ  

ȋ ǡȓɜɒȍɜּטǷ ǡȢɇºȱּט ȅ ǋǒ ǡ

ǞǻǾטּ ȞºȼȢǡ È É 

市民生活と行政事務のギャップを解消し、いつでもどこでもスマートフ

ォンひとつで行政手続が完結できるオンライン申請手続を充実させます。 

また、市民と行政との接点である窓口業務をスマート化させることによ

り、行政事務の効率化を図り、窓口でのサービス向上につなげます。 
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לּ ÈƀƅžÉ 

Ø ǡ Ǟ Ǿ Ù 

Ũ  

      Ø ǝ Ù 

       ¤ ǡŷƅƇÈȼȡȶȢɀɖȤȢǡ É ǦȢɇºȱּטǡ

 

 

ȍ ╓Źƍǡ ǞǻǾ ǝ ǼǊǛ ƾǝǱǔǘǂǽÈ ¤

É 

市の全庁的な連携体制のもと、様々な分野において市民や地域が抱える

課題や問題を把握し、デジタル技術を活用した課題解決に向けて取り組み、

より便利でより快適な暮らしの実現を目指します。 

また、デジタル化の進展などに伴い特殊詐欺やサイバー犯罪が増加する

ことを想定し、これまで進めてきた防犯の取組の継続に加え、多様化する

犯罪についても関係機関と連携して注意喚起や意識啓発などに取り組みま

す。 

 

לּ ÈƀƅžÉ 

ØȰȡȨɔ ȅ Ǌǒ ╓ ǡ Ù 

Ũ È Ǟ №Ǌǒ ǡƹǔÉ 

      Ø ǝ Ù 

       ¤ȰȡȨɔ ȅ Ǌǒ ╓ ǡ ǡ  

       ¤ȰȡȨɔ ȅ Ǌǒ ǡ ǡǄȆ╥ 

       ¤   Ǜ Ǌǒ  

       ¤ ╓ǡ Ǟ ǌǾ ǡ  
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ũ ǻǽ ǡƵǾ ǛǌǾǒǴǞ 

  １ 戦略の推進 

   ⑴ 検証体制 

     戦略を客観的に評価し、さらに実効性のあるものとして磨きをかけるため、

市民をはじめ、産業界・行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディ

ア（産官学金労言）などの外部組織による検証を行います。 

     

   ⑵ 検証の仕組み 

     各施策に設定した重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成度を確認し、ＰＤＣ

Ａサイクルによる検証を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 国・三重県との連携 

    国の補助制度や有利な財源、支援制度、提供される情報等を積極的に活用し

ます。 

    また、地方創生の実現に向け必要とする支援や制度があれば、国への提案・

要望を行います。 

    三重県が三重県版総合戦略に位置付けている「みえ元気プラン」とも連携し、

効果的・効率的に施策を実施します。 

 

  ３ 企業との連携 

    民間企業等との連携を図り、そのノウハウや企業版ふるさと納税をはじめと

した民間資金等を積極的に活用することで、官民一体となった地方創生の取組を

推進します。 

 

総合戦略 

Action  
（改善する） 

Plan  
（計画を立てる） 

Check  
（検証する） 

 

Do  
（実行する） 

 
ᴴ  

ᴴ  ֩  ֪

ᴴ ֩ ֪ 

ᴴ ╔ ֩ ֪ 

ᴴ ֩ ֪ 

ᴴ ֩ ֪ 

ᴴḩḏᶸᶷ֩ ֪ 
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■総合戦略施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӡ   

¤ ¤ ╔Ǚǡ ȅƾǝƻǾ 

津市に住み、結婚したい、こどもを産みたい、こどもを育てたいと思う人たち

の希望がかなう環境づくりを進めます。 

数値目標 現状値（Ｒ５年度） 目標値（Ｒ11 年度） 

出生数 1,670人／年 1,750人／年 

 

Ӣ  
¤ ǞǻǾ↨ Ǌǒ ǡ ¤  

津市で家庭を持ち、安定した暮らしをしたいという人の希望をかなえるために

必要となる雇用の創出・拡大を図ります。 

数値目標 現状値（Ｒ５年度） 目標値（Ｒ11 年度） 

従業員数 

（雇用保険被保険者数） 
90,897人／年 93,000人／年 

 

ӣ  

¤ ¤┌ ǝǜǞǻǾ ǒǝ ǡ ǿǡ  

津市への定住や移住、交流といった観点からの、津市への新たな人の流れの創

出を図ります。 

数値目標 現状値（Ｒ２～５年度の平均） 目標値（Ｒ７～11 年度の平均） 

計画期間中の 
平均転入超過数 185人／年 200人／年 

 

Ӥ 

Ǜ ƿǗǝƿǖǒ↨ ǊǙ ǼǎǾ ╓ǘǂǽ 

地域に暮らす人たちが明るい将来を思い描き、互いに支え合い、笑顔があふれる地域づ

くりを進めます。 

数値目標 現状値（Ｒ４年度） 目標値（Ｒ11 年度） 

市政アンケート等で、「津市

は住みやすい」と回答した人

の割合 

79.9％ 90.0％ 

 

 - 1
3

8
 

- 

 

ア 出会いの場の創出拡大と効果的な情報発信（健康福祉部） 

ア 妊娠・出産から子育てへと途切れのない支援（健康福祉部） 

イ 妊娠・出産に関する医学的知見を踏まえた知識等の普及啓発（学校教育部） 

ア 保護者のニーズに則した子育て支援の充実（健康福祉部・都市計画部） 

イ こども・家庭への相談・支援体制の充実（健康福祉部） 

ウ 子育てを支援する公園の整備（建設部） 

エ 保育環境の充実（健康福祉部・学校教育部） 

オ 就学前教育の充実（健康福祉部・学校教育部） 

カ 放課後等の児童の居場所の充実（健康福祉部・教育総務部） 

キ 確かな学力の育成に向けた小中学校及び義務教育学校の教育環境の充実（学校教育部） 

ク 世代を超えた交流の場づくり（健康福祉部） 

ケ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進（市民部・健康福祉部・商工観光部） 

ア 企業における人材育成・確保に向けた支援（商工観光部） 

イ 企業の自動化・制御技術、先端技術の導入、高度化に対する生産性向上支援（商工観光部） 

ウ ビジネスサポートセンターの機能強化と企業支援の充実（商工観光部） 

エ 地域脱炭素の実現に向けた環境意識の高揚と再生可能エネルギー等の導入促進（環境部） 

オ 起業・創業に向けた支援（商工観光部） 

カ 事業承継に対する支援（商工観光部） 

キ 農林水産業における新規就業者の確保・定着支援（農林水産部） 

ク 農地集積・集約化の促進（農林水産部） 

ケ 地域農産物、水産物、木材を活かした新商品の開発、６次産業化の促進（農林水産部） 

コ 農業・農村の多面的機能の維持・発揮等による農山漁村地域の活性化（農林水産部） 

ア 新たな工業用地の確保等による企業誘致の推進（商工観光部） 

イ 多様な業種の集積と魅力ある雇用環境の創出を目指した企業立地の展開（商工観光部） 

ア 市内在学の高校生・大学生等の市内企業への就職の促進（商工観光部・三重短期大学） 

イ 高齢者や障がい者の就労支援（健康福祉部） 

ウ コンパクトで快適な賑わいのあるまちづくりの推進（商工観光部・都市計画部・建設部） 

エ 公共交通などの充実（都市計画部） 

オ 道路ネットワーク等のインフラ整備による安全・安心・快適性の確保（建設部） 

カ 住みたくなるような魅力ある住環境の形成（環境部・都市計画部） 

ア 東京圏等の大学に進学した学生などの市内企業等へのＵＩＪターン就職の促進（政策財務部・商工観光部） 

イ 市外就労者の市内企業等への就職の促進（総務部・商工観光部） 

ウ ジェンダー・ギャップの解消（市民部・商工観光部） 

エ 市内の大学へ入学した学生の津市への愛着心の醸成（政策財務部・三重短期大学） 

ア 様々な移住ニーズに対応できる移住相談体制の充実（政策財務部・都市計画部・各総合支所） 

イ 関係人口の創出・拡大（政策財務部・商工観光部・三重短期大学） 

ウ 家庭菜園などの余暇の楽しみ方を絡めた“田舎暮らし体験”の利用促進（美杉総合支所） 

エ 空き家情報バンクを活用した施策の拡充・登録情報の提供充実（都市計画部・美杉総合支所） 

ア 観光客増加に向けた取組の促進（商工観光部） 

イ ＳＮＳなどの時代に応じたツールの活用による津市の魅力の情報発信・ＰＲ（政策財務部） 

ウ ＭＩＣＥの誘致活動の促進（商工観光部） 

エ スポーツ施設や文化施設などを活かした交流の推進（スポーツ文化振興部） 

オ ボートレース事業の活性化（ボートレース事業部） 

カ 商店街の賑わいの創出（商工観光部・都市計画部） 

ア 医療・福祉・介護の連携による地域包括ケアシステムの深化・推進（健康福祉部） 

イ 地域密着型サービスの充実（健康福祉部） 

ウ 無医地区の解消（健康福祉部） 

エ 高齢者の自立支援につながるケアプランの実現（健康福祉部） 

ア 地域コミュニティの充実（市民部・教育総務部・学校教育部） 

イ 安全・安心で安定した給水の確保（上下水道事業局） 

ウ 生活排水処理対策と治水対策の総合的な推進（上下水道事業局） 

エ 自然環境の保全と循環型社会の形成（環境部） 

オ 需要の変化に応じた公共施設の再編（政策財務部） 

カ 消防力の充実強化（消防本部） 

キ 防災・減災、国土強靱化の推進などによる災害に強い生活空間の形成（危機管理部・農林水産部・建設部・上下水道事業局） 

ク 地域における防災力の強化（危機管理部） 

ケ 誰もが共生できるコミュニティの形成（危機管理部・市民部・環境部・消防本部） 

コ 地域課題の解決に向けて自立した取組や持続可能な活動に向けた支援（市民部・健康福祉部・各総合支所） 
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Ｐ２ 

ƞ図表１ 総人口の推移 

 

 ※令和７年以降は社人研による推計値 

 

Ｐ３ 

ƞ図表３ 地域別の人口の推移 

 

  

S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12

228,582 226,065 230,315 242,000 257,198 265,443 273,817 280,384 286,519 286,521

H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

288,538 285,746 279,886 274,537 266,699 257,719 248,305 238,368 228,120 217,792

総人口の
推移

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

津 165,999 165,877 165,732 164,737 164,000 163,301 162,356 161,745 161,195 160,149

久居 42,798 43,622 43,963 43,728 43,661 43,871 43,692 43,814 44,001 44,272

河芸 18,663 18,776 18,957 19,014 18,940 18,984 18,841 18,827 18,940 18,853

芸濃 8,695 8,744 8,840 8,925 8,860 8,806 8,818 8,766 8,709 8,614

美里 4,182 4,110 4,076 4,000 3,952 3,908 3,869 3,795 3,753 3,651

安濃 11,418 11,423 11,392 11,361 11,287 11,303 11,187 11,071 10,942 10,793

香良洲 5,495 5,428 5,395 5,375 5,323 5,297 5,139 5,044 4,970 4,886

一志 15,318 15,275 15,306 15,258 15,291 15,324 15,353 15,238 15,250 15,238

白山 13,451 13,272 13,146 13,020 12,814 12,683 12,422 12,205 12,002 11,765

美杉 6,609 6,381 6,112 5,965 5,780 5,554 5,391 5,206 5,049 4,882

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
R5/H18

増減数

R5/H18

増減率

津 159,405 159,163 158,603 157,661 156,376 155,296 154,401 153,603 -12,396 -7.5%

久居 44,530 44,675 44,786 44,787 44,719 44,611 44,430 44,461 1,663 3.9%

河芸 18,758 18,738 18,769 18,740 18,714 18,769 18,665 18,568 -95 -0.5%

芸濃 8,697 8,655 8,621 8,648 8,656 8,607 8,607 8,632 -63 -0.7%

美里 3,613 3,567 3,502 3,414 3,336 3,280 3,186 3,127 -1,055 -25.2%

安濃 10,648 10,523 10,460 10,462 10,428 10,297 10,256 10,226 -1,192 -10.4%

香良洲 4,787 4,710 4,656 4,568 4,484 4,433 4,369 4,271 -1,224 -22.3%

一志 15,281 15,278 15,272 15,232 15,116 15,054 15,070 15,019 -299 -2.0%

白山 11,470 11,177 10,878 10,660 10,480 10,327 10,165 9,944 -3,507 -26.1%

美杉 4,702 4,528 4,330 4,150 4,014 3,865 3,732 3,579 -3,030 -45.8%

（単位：人） 

（単位：人） 
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Ｐ５ 

ƞ図表４ 年齢３区分別人口の推移 

 

 ※令和７年以降は社人研による推計値 

  

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17

総人口 226,065 230,315 242,000 257,198 265,443 273,817 280,384 286,519 286,521 288,538

年少人口 62,083 54,440 54,268 59,031 58,229 55,811 49,405 45,530 42,180 39,733

生産年齢人口 147,432 157,489 166,177 172,958 177,796 184,791 192,828 194,925 189,466 185,451

老年人口 16,550 18,386 21,555 25,209 29,418 33,215 38,151 46,064 54,875 63,354

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

総人口 285,746 279,886 274,537 266,699 257,719 248,305 238,368 228,120 217,792

年少人口 37,846 35,693 33,230 29,784 27,142 25,612 24,808 23,617 21,938

生産年齢人口 177,253 166,068 159,920 155,073 148,156 139,577 127,778 119,172 112,637

老年人口 70,647 78,125 81,387 81,842 82,421 83,116 85,782 85,331 83,217

（単位：人） 
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Ｐ６ 

ƞ図表５ 各地域における年齢３区分別人口割合の推移 

 

  

◆津地域 ◆久居地域
年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計 年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計

S55 32,438 97,658 14,817 144,913 S55 8,151 25,093 3,814 37,058
S60 31,402 102,324 16,876 150,602 S60 7,889 26,747 4,498 39,134
H2 28,493 109,185 19,455 157,133 H2 6,789 27,545 5,344 39,678
H7 26,884 112,521 23,749 163,154 H7 6,226 27,466 6,452 40,144
H12 24,801 109,950 28,489 163,240 H12 5,976 27,178 7,898 41,052
H17 23,196 108,354 33,066 164,616 H17 5,965 27,026 9,166 42,157
H22 21,390 102,480 36,916 160,786 H22 6,208 26,463 10,385 43,056
H27 20,225 96,420 41,742 158,387 H27 6,408 26,354 11,253 44,015
R2 18,700 91,330 43,988 154,018 R2 6,183 26,364 11,650 44,197

◆河芸地域 ◆芸濃地域
年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計 年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計

S55 4,357 11,148 1,506 17,011 S55 1,829 6,117 1,230 9,176
S60 3,804 11,318 1,695 16,817 S60 1,793 6,023 1,352 9,168
H2 3,180 11,793 1,979 16,952 H2 1,574 5,951 1,503 9,028
H7 2,628 11,454 2,466 16,548 H7 1,345 6,064 1,788 9,197
H12 2,581 11,649 3,121 17,351 H12 1,125 5,638 2,137 8,900
H17 2,759 11,470 3,729 17,958 H17 939 5,207 2,346 8,492
H22 2,853 10,977 4,354 18,184 H22 1,013 5,208 2,449 8,670
H27 2,771 10,707 4,896 18,374 H27 1,050 4,791 2,584 8,425
R2 2,554 10,361 4,989 17,904 R2 1,089 4,617 2,706 8,412

◆美里地域 ◆安濃地域
年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計 年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計

S55 769 2,897 680 4,346 S55 1,977 5,772 1,101 8,850
S60 848 2,931 692 4,471 S60 2,056 6,296 1,315 9,667
H2 816 2,931 774 4,521 H2 1,873 6,830 1,525 10,228
H7 682 2,844 952 4,478 H7 1,790 7,196 1,811 10,797
H12 553 2,633 1,063 4,249 H12 1,778 7,417 2,084 11,279
H17 453 2,435 1,206 4,094 H17 1,636 7,099 2,417 11,152
H22 402 2,180 1,207 3,789 H22 1,463 6,809 2,717 10,989
H27 347 1,809 1,309 3,465 H27 1,213 6,102 3,174 10,489
R2 296 1,494 1,348 3,138 R2 1,118 5,654 3,376 10,148

◆香良洲地域 ◆一志地域
年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計 年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計

S55 1,264 3,791 678 5,733 S55 2,822 8,228 1,575 12,625
S60 1,115 3,863 717 5,695 S60 2,575 8,523 1,752 12,850
H2 949 3,803 811 5,563 H2 2,269 8,926 1,941 13,136
H7 790 3,688 970 5,448 H7 2,330 9,512 2,379 14,221
H12 732 3,437 1,131 5,300 H12 2,269 9,507 2,791 14,567
H17 658 3,231 1,285 5,174 H17 2,152 9,232 3,365 14,749
H22 613 2,923 1,400 4,936 H22 2,047 9,011 3,818 14,876
H27 501 2,543 1,540 4,584 H27 1,932 8,437 4,340 14,709
R2 416 2,227 1,628 4,271 R2 1,909 8,121 4,561 14,591

◆白山地域 ◆美杉地域
年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計 年少人口 生産年齢人口 老年人口 合計

S55 2,774 10,403 1,981 15,158 S55 1,831 6,637 2,027 10,495
S60 2,815 10,651 2,229 15,695 S60 1,496 6,056 2,078 9,630
H2 2,365 10,378 2,510 15,253 H2 1,087 5,447 2,301 8,835
H7 1,991 9,542 2,946 14,479 H7 858 4,612 2,545 8,015
H12 1,714 8,259 3,422 13,395 H12 647 3,778 2,733 7,158
H17 1,412 7,834 3,794 13,040 H17 465 3,104 2,823 6,392
H22 1,211 7,043 3,956 12,210 H22 266 2,379 2,735 5,380
H27 1,052 6,146 4,204 11,402 H27 164 1,749 2,582 4,495
R2 814 5,148 4,223 10,185 R2 101 1,216 2,276 3,593

（単位：人） 
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Ｐ１１ 

ƞ図表７ 出生数・死亡数・転入数・転出数の推移 

 

 

Ｐ１１ 

ƞ図表８ 総人口の増減における自然動態と社会動態の関係 

 

  

H17-18 H18-19 H19-20 H20-21 H21-22 H22-23 H23-24 H24-25 H25-26

出生数 2,441 2,471 2,499 2,526 2,302 2,415 2,348 2,297 2,196

死亡数 2,616 2,596 2,823 2,741 2,892 2,994 2,881 3,056 2,997

転入数 13,578 12,690 12,824 11,247 10,621 10,759 10,790 10,402 10,530

転出数 13,446 12,383 12,632 12,734 11,586 11,175 11,314 10,431 10,098

H26-27 H27-28 H28-29 H29-30 H30-R元 R元-2 R2-3 R3-4 R4-5

出生数 2,057 2,150 1,990 2,080 1,933 1,848 1,759 1,722 1,670

死亡数 2,980 3,052 3,168 3,218 3,246 3,232 3,326 3,563 3,678

転入数 9,923 10,385 10,650 11,036 10,993 9,437 9,434 10,377 10,880

転出数 10,209 10,338 10,005 10,587 10,906 9,823 9,447 9,993 10,126

H17-18 H18-19 H19-20 H20-21 H21-22 H22-23 H23-24 H24-25 H25-26

自然増減数 -175 -125 -324 -215 -590 -579 -533 -759 -801

社会増減数 132 307 192 -1,487 -965 -416 -524 -29 432

人口増減数 -43 182 -132 -1,702 -1,555 -995 -1,057 -788 -369

H26-27 H27-28 H28-29 H29-30 H30-R元 R元-2 R2-3 R3-4 R4-5

自然増減数 -923 -902 -1,178 -1,138 -1,313 -1,384 -1,567 -1,841 -2,008

社会増減数 -286 47 645 449 87 -386 -13 384 754

人口増減数 -1,209 -855 -533 -689 -1,226 -1,770 -1,580 -1,457 -1,254

（単位：人） 

（単位：人） 
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Ｐ１２ 

ƞ図表９ 総人口に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 

 

Ｐ１３ 

ƞ図表１０ 世帯数と世帯当たり人員の推移 

 

 

Ｐ１３ 

ƞ図表１１ 世帯別の推移 

 

  

年次 自然増減 社会増減 差し引き 年次 自然増減 社会増減 差し引き

S54～S55 1,442 726 2,168 H15～H16 277 231 508

S59～S60 1,197 -160 1,037 H16～H17 4 607 611

S60～S61 1,029 -901 128 H17～H18 -175 132 -43

S61～S62 1,017 35 1,052 H18～H19 -125 307 182

S62～S63 824 -155 669 H19～H20 -324 192 -132

S63～H元 726 691 1,417 H20～H21 -215 -1,487 -1,702

H元～H2 815 1,549 2,364 H21～H22 -590 -965 -1,555

H2～H3 789 1,691 2,480 H22～H23 -579 -416 -995

H3～H4 551 1,121 1,672 H23～H24 -533 -524 -1,057

H4～H5 374 543 917 H24～H25 -759 -29 -788

H5～H6 513 -12 501 H25～H26 -801 432 -369

H6～H7 492 480 972 H26～H27 -923 -286 -1,209

H7～H8 377 522 899 H27～H28 -902 47 -855

H8～H9 376 291 667 H28～H29 -1,178 645 -533

H9～H10 403 -270 133 H29～H30 -1,138 449 -689

H10～H11 353 -545 -192 H30～R1 -1,313 87 -1,226

H11～H12 378 -480 -102 R1～R2 -1,384 -386 -1,770

H12～H13 203 -34 169 R2～R3 -1,567 -13 -1,580

H13～H14 230 -15 215 R3～R4 -1,841 384 -1,457

H14～H15 41 770 811 R4～R5 -2,008 754 -1,254

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

一般世帯数 75,811 81,428 88,543 97,489 102,598 108,432 112,852 114,435 117,385

世帯当たり人員 3.40 3.27 3.08 2.87 2.73 2.58 2.46 2.38 2.26

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

核家族世帯数 46,764 50,670 55,666 60,173 63,164 64,602 67,025 67,084

単独世帯数 13,788 17,952 23,104 25,555 29,866 34,282 36,289 41,018

高齢夫婦世帯数 4,211 5,491 7,956 10,061 12,147 13,823 15,740 14,506

高齢単身世帯数 2,763 3,799 5,192 6,846 8,952 10,307 13,154 14,340

（単位：人） 

（単位：世帯、人） 

（単位：世帯） 
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Ｐ１４ 

ƞ図表１２ 合計特殊出生率の推移 

 
 

Ｐ１５ 

ƞ図表１４ 婚姻件数の推移 

 

 

Ｐ１６ 

ƞ図表１５ 離婚件数の推移 

 

  

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

津市 1.26 1.39 1.40 1.43 1.40 1.43 1.45 1.47 1.39

三重県 1.35 1.37 1.38 1.40 1.51 1.47 1.47 1.49 1.45

全国 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

津市 1.45 1.40 1.38 1.44 1.34 1.29 1.30 1.29

三重県 1.56 1.53 1.49 1.54 1.47 1.42 1.43 1.40 1.29

全国 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33 1.30 1.26 1.20

S55 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4

津市 1,621 1,610 1,591 1,599 1,532 1,552 1,469 1,471 1,556 1,532 1,546

全国 774,702 762,552 739,991 735,850 710,962 696,173 707,716 708,316 722,138 742,264 754,441

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

津市 1,653 1,650 1,588 1,650 1,598 1,587 1,537 1,649 1,637 1,569 1,520

全国 792,658 782,738 791,888 795,080 775,651 784,595 762,028 798,138 799,999 757,331 740,191

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

津市 1,479 1,401 1,456 1,530 1,505 1,516 1,464 1,328 1,350 1,280 1,299

全国 720,418 714,265 730,973 719,822 726,106 707,740 700,222 661,898 668,870 660,622 643,783

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

津市 1,287 1,224 1,194 1,158 1,180 989 1,080 1,034

全国 635,225 620,707 606,952 586,481 599,007 525,507 501,138 504,930

S55 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4

津市 260 350 356 264 338 277 297 302 313 323 376

全国 141,689 179,150 178,746 166,640 166,054 158,227 153,600 157,811 157,608 168,969 179,191

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

津市 398 377 408 386 430 472 459 544 597 604 562

全国 188,297 195,106 199,016 206,955 222,635 243,183 250,529 264,246 285,911 289,836 283,854

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

津市 536 550 521 489 503 539 494 515 430 468 461

全国 270,804 261,917 257,475 254,832 251,136 253,354 251,379 235,720 235,407 231,385 222,115

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

津市 470 419 442 412 414 407 391 365

全国 226,238 216,856 212,296 208,333 208,496 193,253 184,384 179,099

（単位：件） 

（単位：件） 
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Ｐ１６ 

ƞ図表１６ 年齢別未婚率の推移 

 

 

Ｐ１７ 

ƞ図表１７ 合計特殊出生率・婚姻件数・出生数の関係 

 
  

S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60

男　20-24 82.7 90.1 91.6 90.4 90.1 88.1 91.8 92.5

男　25-29 34.3 41.0 46.1 45.7 46.5 48.3 55.2 60.6

男　30-34 8.0 9.1 9.9 11.1 11.7 14.3 21.5 28.2

男　35-39 3.2 3.1 3.6 4.2 4.7 6.1 8.5 14.2

女　20-24 55.2 66.4 68.3 68.1 71.7 69.3 77.8 81.6

女　25-29 15.2 20.6 21.7 19.0 18.1 20.9 24.0 30.6

女　30-34 5.7 7.9 9.4 9.0 7.2 7.7 9.1 10.4

女　35-39 3.0 3.9 5.5 6.8 5.8 5.3 5.5 6.6

H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

男　20-24 93.6 93.3 92.9 93.5 94.0 95.0 95.2

男　25-29 65.1 67.4 69.4 71.4 71.8 72.7 72.9

男　30-34 32.8 37.5 42.9 47.1 47.3 47.1 47.4

男　35-39 19.1 22.7 26.2 31.2 35.6 35.0 34.5

女　20-24 86.0 86.8 88.0 88.7 89.6 91.4 92.3

女　25-29 40.4 48.2 54.0 59.1 60.3 61.3 62.4

女　30-34 13.9 19.7 26.6 32.0 34.5 34.6 35.2

女　35-39 7.5 10.1 13.9 18.7 23.1 23.9 23.6

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

合計特殊出生率 1.26 1.39 1.40 1.43 1.40 1.43 1.45 1.47 1.39

婚姻件数 1,456 1,530 1,505 1,516 1,464 1,328 1,350 1,280 1,299

出生数 2,441 2,471 2,499 2,526 2,302 2,415 2,348 2,297 2,196

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

合計特殊出生率 1.45 1.40 1.38 1.44 1.34 1.29 1.3 1.29

婚姻件数 1,287 1,224 1,194 1,158 1,180 989 1,080 1,034

出生数 2,057 2,150 1,990 2,080 1,933 1,848 1,759 1,722

（単位：％） 

（単位：人、件） 
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Ｐ１８ 

ƞ図表１８ 男性・年齢階級別 県内外からの転入数 <Ｒ５年> 

年齢 総数 
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～
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～
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～

89

歳 

90

歳

以

上 

県内 1,690 109 30 17 83 253 333 267 154 103 80 75 61 50 20 15 11 8 9 12 

県外 2,456 107 69 31 167 523 397 268 197 157 152 150 96 53 33 20 23 4 7 2 

合計 4,146 216 99 48 250 776 730 535 351 260 232 225 157 103 53 35 34 12 16 14 

 

Ｐ１８ 

ƞ図表１９ 男性・年齢階級別 県内外への転出数 <Ｒ５年> 

年齢 総数 
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以

上 

県内 1,539 94 26 19 59 277 310 211 154 83 79 83 61 32 14 12 8 6 3 8 

県外 2,877 119 77 40 198 662 549 292 224 182 161 152 90 49 32 23 8 5 7 7 

合計 4,416 213 103 59 257 939 859 503 378 265 240 235 151 81 46 35 16 11 10 15 

 

Ｐ１９ 

ƞ図表２０ 男性・年齢階級別 純移動数（転入数－転出数）<Ｒ５年> 

年齢 総数 
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以

上 

県内 151 15 4 -2 24 -24 23 56 0 20 1 -8 0 18 6 3 3 2 6 4 

県外 -421 -12 -8 -9 -31 -139 -152 -24 -27 -25 -9 -2 6 4 1 -3 15 -1 0 -5 

合計 -270 3 -4 -11 -7 -163 -129 32 -27 -5 -8 -10 6 22 7 0 18 1 6 -1 

 

  

（単位：人） 

（単位：人） 

（単位：人） 
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Ｐ１９ 

ƞ図表２１ 女性・年齢階級別 県内外からの転入数 <Ｒ５年> 

年齢 総数 
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～
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以
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県内 1,549 103 38 24 74 299 359 193 94 73 66 52 40 23 20 19 12 17 22 21 

県外 1,605 120 49 25 104 322 293 195 98 93 62 60 58 26 16 15 15 17 24 13 

合計 3,154 223 87 49 178 621 652 388 192 166 128 112 98 49 36 34 27 34 46 34 

 

Ｐ１９ 

ƞ図表２２ 女性・年齢階級別 県内外への転出数 <Ｒ５年> 

年齢 総数 
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以
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県内 1,367 101 27 19 41 282 321 192 82 43 59 53 41 25 11 15 12 12 12 19 

県外 2,014 99 70 43 113 500 393 209 145 112 92 63 53 26 14 20 12 21 15 14 

合計 3,381 200 97 62 154 782 714 401 227 155 151 116 94 51 25 35 24 33 27 33 

 

Ｐ２０ 

ƞ図表２３ 女性・年齢階級別 純移動数（転入数－転出数）<Ｒ５年> 

年齢 総数 
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以
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県内 182 2 11 5 33 17 38 1 12 30 7 -1 -1 -2 9 4 0 5 10 2 

県外 -409 21 -21 -18 -9 -178 -100 -14 -47 -19 -30 -3 5 0 2 -5 3 -4 9 -1 

合計 -227 23 -10 -13 24 -161 -62 -13 -35 11 -23 -4 4 -2 11 -1 3 1 19 1 

 

  

（単位：人） 

（単位：人） 

（単位：人） 
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Ｐ２０ 

ƞ図表２４ 総計・年齢階級別 純移動数（転入数－転出数）<Ｒ５年> 

年齢 総数 
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以
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県内 333 17 15 3 57 -7 61 57 12 50 8 -9 -1 16 15 7 3 7 16 6 

県外 -830 9 -29 -27 -40 -317 -252 -38 -74 -44 -39 -5 11 4 3 -8 18 -5 9 -6 

合計 -497 26 -14 -24 17 -324 -191 19 -62 6 -31 -14 10 20 18 -1 21 2 25 0 

 

Ｐ２１ 

ƞ図表２５ 年齢階級別の人口移動状況 

年齢 総数 
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H30 -480 69 -34 -16 -99 -190 -162 56 -41 30 -36 -14 17 -27 10 -12 14 -7 -22 -16 

R 元 -908 -23 -20 9 3 -332 -221 -28 -67 -56 -85 -34 -39 -7 -5 -2 5 8 -18 4 

R2 -334 17 -10 -16 30 -288 -89 45 36 -2 -7 -82 6 -3 4 28 -5 13 -8 -3 

R3 -4 96 16 -9 5 -199 -54 31 77 12 0 -49 14 8 10 15 14 -4 1 12 

R4 -371 51 5 -12 -27 -264 -152 -44 26 -5 29 17 9 -14 10 6 0 -5 -4 3 

R5 -497 26 -14 -24 17 -324 -191 19 -62 6 -31 -14 10 20 18 -1 21 2 25 0 

 

  

（単位：人） 

（単位：人） 
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Ｐ２３ 

ƞ図表２７ 津市への転入における主な転居元 <Ｒ５年> 

  

移動前の住所地

総数 ０～９歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上
不詳/
その他

 総　　　　数 8,757 677 649 3,501 1,807 924 649 546 4
 01  北    海     道 64 5 5 18 17 8 9 2 0
 02  青    森     県
 03  岩    手     県
 04  宮    城     県 21 1 1 9 4 2 2 2 0
 05  秋    田     県 13 3 1 3 3 3 0 0 0
 06  山    形     県 12 1 0 3 4 0 2 2 0
 07  福    島     県 14 0 0 6 5 2 0 1 0
 08  茨    城     県 50 4 1 23 13 4 1 4 0
 09  栃    木     県 31 2 1 8 6 5 6 3 0
 10  群    馬     県 34 2 1 16 5 7 2 1 0
 11  埼    玉     県 152 20 4 56 41 12 8 11 0
 12  千    葉     県 111 10 3 49 27 15 5 2 0
 13  東    京     都 396 35 23 112 112 48 34 32 0
 14  神  奈  川   県 166 11 7 55 33 22 28 10 0
 15  新    潟     県 29 1 1 15 4 4 4 0 0
 16  富    山     県 38 7 1 8 9 3 9 1 0
 17  石    川     県 49 0 6 16 9 6 9 3 0
 18  福    井     県 62 4 2 29 5 10 9 3 0
 19  山    梨     県 20 1 0 10 2 3 4 0 0
 20  長    野     県 75 10 5 29 11 11 5 4 0
 21  岐    阜     県 230 8 18 86 44 32 25 17 0
 22  静    岡     県 211 14 27 69 35 32 26 8 0
 23  愛    知     県 1,593 107 160 725 280 145 100 76 0
 24  三    重     県 3,748 304 245 1,509 817 360 244 267 2
  202 四  日  市  市 584 39 38 257 138 58 29 25 0
  203 伊    勢    市 290 16 16 152 49 22 15 20 0
  204 松    阪    市 824 72 49 314 205 66 58 60 0
  205 桑    名    市 161 10 8 69 38 21 4 11 0
  207 鈴    鹿    市 663 74 35 242 152 68 50 42 0
  208 名    張    市 136 18 10 50 18 19 13 8 0
  209 尾    鷲    市 75 1 5 28 16 3 15 7 0
  210 亀    山    市 216 24 16 79 44 27 10 16 0
  211 鳥    羽    市 40 4 3 11 11 3 2 6 0
  212 熊    野    市 64 3 4 27 10 6 11 3 0
  214 い  な  べ  市 71 2 7 37 11 9 1 4 0
  215 志　　摩　　市 76 2 12 26 13 4 8 11 0
  216 伊　　賀　　市 180 15 11 64 44 21 13 12 0
  303 木  曽  岬  町
  324 東    員    町 10 1 0 4 3 2 0 0 0
  341 菰    野    町 41 2 4 17 8 5 0 5 0
  343 朝    日    町 15 3 1 2 6 2 0 1 0
  344 川    越    町 27 1 3 14 2 3 1 3 0
  441 多    気    町 35 2 7 9 6 5 4 2 0
  442 明    和    町 68 5 3 25 19 3 4 9 0
  443 大    台    町 19 1 2 8 5 1 0 2 0
  461 玉    城    町 20 1 0 12 5 1 1 0 0
  470 度    会    町
  471 大    紀    町 27 2 1 10 4 2 1 5 2
  472 南  伊  勢  町 18 0 0 8 0 1 0 9 0
  543 紀　　北　　町 43 6 4 21 4 2 0 6 0
  561 御    浜    町 23 0 4 13 3 2 1 0 0
  562 紀    宝    町 12 0 0 3 3 3 3 0 0
  その他市町村（秘匿） 10 0 2 7 0 1 0 0 0
 25  滋    賀     県 170 17 22 64 27 19 10 11 0
 26  京    都     府 146 7 10 66 30 14 11 8 0
 27  大    阪     府 449 45 21 187 97 46 28 25 0
 28  兵    庫     県 172 9 10 71 28 26 9 19 0
 29  奈    良     県 109 8 14 39 21 10 10 5 2
 30  和  歌  山   県 44 5 1 16 8 4 7 3 0
 31  鳥    取     県 11 0 0 3 5 1 2 0 0
 32  島    根     県 11 1 4 4 0 1 1 0 0
 33  岡    山     県 41 5 2 13 14 5 1 1 0
 34  広    島     県 69 5 4 28 13 12 7 0 0
 35  山    口     県 21 0 0 11 2 2 2 4 0
 36  徳    島     県 26 1 2 9 7 0 5 2 0
 37  香    川     県 32 0 4 17 6 3 2 0 0
 38  愛    媛     県 38 3 10 10 3 10 1 1 0
 39  高    知     県 15 2 0 6 2 2 1 2 0
 40  福    岡     県 70 8 6 28 13 8 2 5 0
 41  佐    賀     県 11 1 2 4 4 0 0 0 0
 42  長    崎     県 40 4 6 9 7 5 6 3 0
 43  熊    本     県 45 1 4 13 13 9 3 2 0
 44  大    分     県 21 0 0 11 4 3 1 2 0
 45  宮    崎     県 16 0 3 6 3 1 3 0 0
 46  鹿  児  島   県 26 2 6 14 1 0 2 1 0
 47  沖    縄     県 43 3 5 12 11 7 3 2 0
 その他県（秘匿） 12 0 1 6 2 2 0 1 0

転入者総数

（単位：人） 
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Ｐ２４ 

ƞ図表２８ 津市からの転出における主な転居先 <Ｒ５年> 

  

移動後の住所地

総数 ０～９歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上
不詳/
その他

 総　　　　数 9,205 666 663 3,975 1,837 941 650 468 5
 01  北    海     道 71 4 7 25 12 8 7 8 0
 02  青    森     県 17 3 1 7 3 1 0 2 0
 03  岩    手     県 25 8 2 2 5 5 2 1 0
 04  宮    城     県 27 2 3 11 4 2 4 1 0
 05  秋    田     県
 06  山    形     県
 07  福    島     県 12 2 0 4 3 2 1 0 0
 08  茨    城     県 66 7 3 25 17 7 4 3 0
 09  栃    木     県 69 3 16 34 6 5 5 0 0
 10  群    馬     県 31 2 0 8 10 8 2 1 0
 11  埼    玉     県 169 12 16 76 35 14 9 7 0
 12  千    葉     県 142 3 9 76 20 16 9 9 0
 13  東    京     都 574 32 55 275 104 52 31 25 0
 14  神  奈  川   県 277 24 21 123 44 29 21 15 0
 15  新    潟     県 29 4 0 10 4 6 5 0 0
 16  富    山     県 21 2 0 9 5 3 1 1 0
 17  石    川     県 72 12 5 21 14 10 9 1 0
 18  福    井     県 38 4 1 9 9 7 5 3 0
 19  山    梨     県
 20  長    野     県 66 5 8 27 4 9 9 4 0
 21  岐    阜     県 228 17 8 81 59 37 15 11 0
 22  静    岡     県 192 14 11 71 35 33 22 6 0
 23  愛    知     県 1,761 97 130 857 353 173 85 65 1
 24  三    重     県 3,411 276 203 1,424 743 304 259 201 1
  202 四  日  市  市 565 35 28 271 138 39 35 19 0
  203 伊    勢    市 237 21 10 93 62 23 17 11 0
  204 松    阪    市 767 62 48 319 156 69 53 60 0
  205 桑    名    市 184 7 13 100 34 11 14 5 0
  207 鈴    鹿    市 713 66 44 307 137 72 46 41 0
  208 名    張    市 96 11 8 33 20 11 5 8 0
  209 尾    鷲    市 41 2 1 13 6 4 10 5 0
  210 亀    山    市 191 23 11 65 52 10 15 15 0
  211 鳥    羽    市
  212 熊    野    市 45 3 0 19 7 8 6 2 0
  214 い  な  べ  市 48 0 6 13 20 4 4 1 0
  215 志　　摩　　市 55 3 3 20 8 4 9 8 0
  216 伊　　賀　　市 128 15 5 48 30 13 7 10 0
  303 木  曽  岬  町
  324 東    員    町 11 0 0 6 4 1 0 0 0
  341 菰    野    町 44 2 5 18 6 3 8 2 0
  343 朝    日    町
  344 川    越    町 27 2 0 12 5 6 2 0 0
  441 多    気    町 29 2 2 5 8 6 6 0 0
  442 明    和    町 46 5 3 20 7 6 3 2 0
  443 大    台    町
  461 玉    城    町 15 1 1 10 2 1 0 0 0
  470 度    会    町
  471 大    紀    町
  472 南  伊  勢  町
  543 紀　　北　　町 31 4 1 9 10 3 3 1 0
  561 御    浜    町 19 5 2 2 3 3 3 1 0
  562 紀    宝    町 52 2 7 17 15 4 4 2 1
  その他市町村（秘匿） 67 5 5 24 13 3 9 8 0
 25  滋    賀     県 158 14 13 66 24 20 15 6 0
 26  京    都     府 174 1 30 78 32 14 12 7 0
 27  大    阪     府 562 36 29 286 97 55 34 25 0
 28  兵    庫     県 190 13 15 78 44 23 6 11 0
 29  奈    良     県 89 3 9 35 12 10 8 11 1
 30  和  歌  山   県 40 5 2 13 4 7 7 2 0
 31  鳥    取     県
 32  島    根     県 19 2 1 1 5 2 4 4 0
 33  岡    山     県 43 6 3 15 7 4 5 3 0
 34  広    島     県 125 16 18 29 29 17 10 6 0
 35  山    口     県 23 1 1 12 4 2 1 2 0
 36  徳    島     県 16 0 2 6 3 1 2 2 0
 37  香    川     県 47 3 14 13 7 5 4 1 0
 38  愛    媛     県 33 0 0 14 7 3 7 1 1
 39  高    知     県 19 1 1 9 2 3 1 2 0
 40  福    岡     県 113 8 6 52 19 15 8 5 0
 41  佐    賀     県
 42  長    崎     県 36 4 0 13 9 2 3 5 0
 43  熊    本     県 35 3 0 18 3 3 6 2 0
 44  大    分     県 34 2 2 16 9 4 1 0 0
 45  宮    崎     県 32 10 4 6 7 4 1 0 0
 46  鹿  児  島   県 22 4 3 3 6 2 1 3 0
 47  沖    縄     県 57 1 6 23 13 7 5 2 0
 その他県（秘匿） 40 0 5 14 5 7 4 4 1

転出者総数

（単位：人） 
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ƞ図表２９ 津市の主な転入超過元・転出超過先 <Ｒ５年> 

  

総数 ０～９歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上
不詳/
その他

 総　　　　数 -448 11 -14 -474 -30 -17 -1 78 -1
 01  北    海     道 -7 1 -2 -7 5 0 2 -6 0
 02  青    森     県
 03  岩    手     県
 04  宮    城     県 -6 -1 -2 -2 0 0 -2 1 0
 05  秋    田     県
 06  山    形     県
 07  福    島     県 2 -2 0 2 2 0 -1 1 0
 08  茨    城     県 -16 -3 -2 -2 -4 -3 -3 1 0
 09  栃    木     県 -38 -1 -15 -26 0 0 1 3 0
 10  群    馬     県 3 0 1 8 -5 -1 0 0 0
 11  埼    玉     県 -17 8 -12 -20 6 -2 -1 4 0
 12  千    葉     県 -31 7 -6 -27 7 -1 -4 -7 0
 13  東    京     都 -178 3 -32 -163 8 -4 3 7 0
 14  神  奈  川   県 -111 -13 -14 -68 -11 -7 7 -5 0
 15  新    潟     県 0 -3 1 5 0 -2 -1 0 0
 16  富    山     県 17 5 1 -1 4 0 8 0 0
 17  石    川     県 -23 -12 1 -5 -5 -4 0 2 0
 18  福    井     県 24 0 1 20 -4 3 4 0 0
 19  山    梨     県
 20  長    野     県 9 5 -3 2 7 2 -4 0 0
 21  岐    阜     県 2 -9 10 5 -15 -5 10 6 0
 22  静    岡     県 19 0 16 -2 0 -1 4 2 0
 23  愛    知     県 -168 10 30 -132 -73 -28 15 11 -1
 24  三    重     県 337 28 42 85 74 56 -15 66 1
  202 四  日  市  市 19 4 10 -14 0 19 -6 6 0
  203 伊    勢    市 53 -5 6 59 -13 -1 -2 9 0
  204 松    阪    市 57 10 1 -5 49 -3 5 0 0
  205 桑    名    市 -23 3 -5 -31 4 10 -10 6 0
  207 鈴    鹿    市 -50 8 -9 -65 15 -4 4 1 0
  208 名    張    市 40 7 2 17 -2 8 8 0 0
  209 尾    鷲    市 34 -1 4 15 10 -1 5 2 0
  210 亀    山    市 25 1 5 14 -8 17 -5 1 0
  211 鳥    羽    市
  212 熊    野    市 19 0 4 8 3 -2 5 1 0
  214 い  な  べ  市 23 2 1 24 -9 5 -3 3 0
  215 志　　摩　　市 21 -1 9 6 5 0 -1 3 0
  216 伊　　賀　　市 52 0 6 16 14 8 6 2 0
  303 木  曽  岬  町
  324 東    員    町 -1 1 0 -2 -1 1 0 0 0
  341 菰    野    町 -3 0 -1 -1 2 2 -8 3 0
  343 朝    日    町
  344 川    越    町 0 -1 3 2 -3 -3 -1 3 0
  441 多    気    町 6 0 5 4 -2 -1 -2 2 0
  442 明    和    町 22 0 0 5 12 -3 1 7 0
  443 大    台    町
  461 玉    城    町 5 0 -1 2 3 0 1 0 0
  470 度    会    町
  471 大    紀    町
  472 南  伊  勢  町
  543 紀　　北　　町 12 2 3 12 -6 -1 -3 5 0
  561 御    浜    町 4 -5 2 11 0 -1 -2 -1 0
  562 紀    宝    町 -40 -2 -7 -14 -12 -1 -1 -2 -1
  その他市町村（秘匿） -57 -5 -3 -17 -13 -2 -9 -8 0
 25  滋    賀     県 12 3 9 -2 3 -1 -5 5 0
 26  京    都     府 -28 6 -20 -12 -2 0 -1 1 0
 27  大    阪     府 -113 9 -8 -99 0 -9 -6 0 0
 28  兵    庫     県 -18 -4 -5 -7 -16 3 3 8 0
 29  奈    良     県 20 5 5 4 9 0 2 -6 1
 30  和  歌  山   県 4 0 -1 3 4 -3 0 1 0
 31  鳥    取     県
 32  島    根     県 -8 -1 3 3 -5 -1 -3 -4 0
 33  岡    山     県 -2 -1 -1 -2 7 1 -4 -2 0
 34  広    島     県 -56 -11 -14 -1 -16 -5 -3 -6 0
 35  山    口     県 -2 -1 -1 -1 -2 0 1 2 0
 36  徳    島     県 10 1 0 3 4 -1 3 0 0
 37  香    川     県 -15 -3 -10 4 -1 -2 -2 -1 0
 38  愛    媛     県 5 3 10 -4 -4 7 -6 0 -1
 39  高    知     県 -4 1 -1 -3 0 -1 0 0 0
 40  福    岡     県 -43 0 0 -24 -6 -7 -6 0 0
 41  佐    賀     県
 42  長    崎     県 4 0 6 -4 -2 3 3 -2 0
 43  熊    本     県 10 -2 4 -5 10 6 -3 0 0
 44  大    分     県 -13 -2 -2 -5 -5 -1 0 2 0
 45  宮    崎     県 -16 -10 -1 0 -4 -3 2 0 0
 46  鹿  児  島   県 4 -2 3 11 -5 -2 1 -2 0
 47  沖    縄     県 -14 2 -1 -11 -2 0 -2 0 0
 その他県（秘匿） -28 0 -4 -8 -3 -5 -4 -3 -1

転入ー転出

（単位：人） 
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ƞ図表３２ 外国人の地域別の人口推移 

 
 

Ｐ２８ 

ƞ図表３３ 外国人の人口の増減における自然動態と社会動態の関係 

 

 

  

地区名 H30 R元 R2 R3 R4 R5

津 5,807 5,933 5,646 5,452 6,180 6,497

久居 1,165 1,264 1,267 1,133 1,166 1,465

河芸 540 639 660 678 693 740

芸濃 231 318 334 315 361 435

美里 33 33 32 34 28 37

安濃 369 412 374 300 339 386

香良洲 250 322 287 290 333 372

一志 116 151 144 145 157 170

白山 108 144 142 140 166 206

美杉 19 18 8 10 21 31

自然増減 社会増減 人口増減

H27 40 99 139

H28 48 131 179

H29 55 603 658

H30 71 327 398

R元 57 539 596

R2 67 -407 -340

R3 63 -460 -397

R4 29 918 947

R5 51 844 895

（単位：人） 

（単位：人） 
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ƞ図表３６ 公共職業安定所管内外国人労働者数の推移 

 

 

 

津 四日市 伊勢 松阪 桑名 鈴鹿
尾鷲

（熊野含む）
伊賀

R元 4,662 6,437 1,592 2,914 4,396 6,270 549 3,496

R2 4,400 6,724 1,615 2,979 4,540 6,086 563 3,147

R3 4,645 6,917 1,476 2,834 4,568 6,477 578 2,896

R4 4,767 6,784 1,609 2,480 4,686 7,052 588 3,312

R5 5,424 7,327 2,013 2,764 5,273 6,768 717 3,467

（単位：人） 


